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はじめに

日本ルター学会研究年報「ルターと宗教改革」第 8号をお届けします。
2017年の宗教改革 500年以降も，ルター及び宗教改革の研究は多様な視角から広く
深くすすんでいます。今号にも，力作論文が揃いました。

金子晴勇氏の「宗教改革の意義─霊性神学からの考察」は，ルター学会宗教改革 500
年記念学術大会での講演論文です。また金子氏には，ルターの神学の方法といわれてい

る“Oratio, Meditatio, Tentatio”をめぐる論文も寄稿していただきました。多田哲氏の
論文はルター派領邦教会成立の実際をめぐっての，また高村敏浩氏の論文はルターの聖

書解釈をいかに第二世代の改革者たちが受容していったのかをめぐっての研究です。い

ずれも 2019年度のルター学会学術大会での発表に基づくものです。木村あすか氏はわ
が国では本格的な研究が手薄であった『卓上語録』をめぐっての論文，また曽田長人氏

はルターとニーチェをめぐる研究論文です。研究の視角の広がりを示すものです。更に

菱刈晃夫氏によるメランヒトンの法をめぐる論考の翻訳も載せることができました。

2020年 7月，日本のルター研究において大きな足跡を残された倉松功先生がお亡く
なりになりました。先生は日本ルター学会創設時より中心的な研究者のお一人で，1997
～ 98年には理事長を務めていただきました。ルター神学への鋭い洞察の下に，とくに
ルターの社会論や教育論の分野で多くの業績を残されました。『ルター神学とその社会

教説の基礎構造・二世界統治説の研究』（1977年）はその金字塔です。日本ルター学会
を代表して感謝申し上げます。

2020年は新型コロナウイルスの全世界的な蔓延によって，世界史に残る年になりま
した。ルターや宗教改革の研究においても，こうした地球規模の時代の変換の中で，そ

れにふさわしい新しい視角や深みのある研究が今後出てくることと思います。

2020年 10月 10日
日本ルター学会　理事長

江口再起



2

〈論文〉

宗教改革の意義 
──霊性神学からの考察 ──

金 子　晴 勇

はじめに
宗教改革の意義を把握するために，今からちょうど一〇〇年前の 1917年に起こった
ルター・ルネサンスのことを考えてみたい。この年にはカール・ホルの有名な講演「ル

ターは宗教において何を理解したか」が宗教改革記念の日 10月の 31日になされ，ル
ターの宗教を「良心宗教」と規定し，ルター復興を促した。内村鑑三も同年に「宗教改

革の精神」について講演し，同じ結論に達した（1）。この「良心」というのは実は後述す

るように聖書の「霊」概念と同義的であるか，それともそれを説明するための補助概念

であった。

ところでルターの神学思想は今日まで主として神学者によって教義学的な関心から解

明されてきた。彼はキリスト教の「教義の改革者」であったからそれは当然であっ

た（2）。一時代前のハルナックやゼーベルクの教義史はこの観点から『教義史の教本』と

して叙述され，ルター解釈もこの視点から行われてきた。もちろん教義の形成には時代

の問題や独自な宗教体験が重要な役割を演じていることは指摘されてきた。それでも彼

の神学思想は今日まで主として神学者によって教義学的な関心から解明されてきた。し

たがって信仰義認論が彼の中心思想であった。

しかし教義が中心的な関心となると，それを創造した「精神」（Geist）の意義はどう
しても背景に退かざるを得なかったと言えよう。この精神は同時に「霊」とも訳され

る。宗教改革の思想はそれによって確立された教義「信仰義認論」として表明され，そ

れを生み出した信仰の生命である「霊」とその作用である「霊性」は看過されがちで

あった。というのも教義は理性的な営みによって組織化されたものであるがゆえに，理

解や説明によって伝達可能であって，いち早く同時代や後代に伝達可能であるが，それ

を創造した生命や霊性のほうは，非明示的であって，曖昧にして暗示的であるため，何

ら明瞭な認識にもたらされることなく，やがては消えていく運命にあった。つまり信仰

義認は論は教義として伝えられても，霊性のほうは無視されると，精神が生命を失い
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「亡霊」となることが起こってくる。この傾向が近代の啓蒙主義の時代に入るとや教会

の世俗化現象として起こり，宗教の生命は枯渇し事実亡霊現象が起こってきた（3）。

ところが宗教改革者にはルターだけではなく，エラスムスにもカルヴァンにも霊性思

想が豊かに表明されているばかりか，彼らも一致してこの点を強調している事実を指摘

できる。とくにそれは聖書の「霊」（プネウマ）概念を明らかにするために援用された

「心」や「良心」概念を考察すると明瞭になってくる。この「良心」というのは実は聖

書の「霊」概念と同義的であるか，それともそれを説明するための補助概念であった。

では，このような霊性思想はどこから起こって来たのか。そこには中世ヨーロッパで起

こって来た神秘思想の影響が認められる。そこから来る独自な宗教的な経験をルターは

「教義学的でない実験的な知恵」（sapientia experimentalis non doctrinalis, WA 11,98. ）
として認めている（4）。

さて，彼の信仰義認論の教えは宗教改革以後の五〇〇年間に確かに定着したが，彼に

独自な宗教的な経験自体は最初から看過される傾向があり，霊性思想は解明されなかっ

た。実はここから宗教改革の運動には悲劇的とも言うべき内部分裂や未解決の問題が発

生してきた。内部分裂というのはルターの信奉者の中からシュヴェルマー（熱狂主義

者）と「霊性主義者たち」（Spiritualisten）が分離し，「分離派」（ゼクテ）を形成し，
激しい衝突が起こったことである。また未解決の問題というのは教義が固定化し，教条

化すると，信仰の霊的な力が枯渇し，やがてドイツ敬虔主義やその他の信仰運動が起

こってきたことである。

そこで重要なのは教義神学と霊性神学との関係となる。だがルターには青年時代から

スコラ神学（後期ノミナリズム）と並んで伝統的な神秘神学とが影響し，教義神学と霊

性神学とが萌芽的に，かつ，並行して同時に認められる。このことは同時代の宗教改革

者エラスムスとカルヴァンにも認められるので，彼らの人間学における「霊」概念を考

察してみよう。

（1）宗教改革者に共通する人間観：「キリスト教の三分法」（霊・魂・身体）
そこで最初に三人の宗教改革者に共通する人間観として「霊（spiritus）・魂（anima）・
身体（corpus）」の「キリスト教の三分法」を取り上げてみよう。この三分法は使徒パ
ウロがテサロニケ信徒への第 1の手紙（5・23）で語ったものであるが，最初エラスム
スの初期の代表作『エンキリディオン（キリスト教戦士必携）』（1501）で「オリゲネス
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的な区分」として採用され，次のように言う。

この聖書の箇所からオリゲネスが人間の三つの区分を導きだしていることは不適当

ではありません。〔1〕わたしたちの最低の部分である身体もしくは肉には，あの老
檜な蛇が罪の法則を〔わたしたちの〕生まれながらの罪過により書き込んだのです。

また罪の法則によりわたしたちは不品行へと挑発され，それに征服された場合，わ

たしたちは悪魔の一味とされるのです。〔2〕しかし神の本性の似姿をわたしたちが
表現している霊の中に，最善の創造者が自己の精神の原形にしたがってかの永遠の

徳義の法を指でもって，つまり自己の霊でもって刻み込んだのです。この法によっ

てわたしたちは神と結びつけられ，神と一つになるよう引き戻されるのです。さら

に〔3〕神は第三として，またこの二つの中間として魂を立てたまいました。魂は
知覚と自然の衝動に関わるのに適しています（5）。

これにもとづいて彼の神学の代表作『真の神学の方法』（1519）が完成する（6）。

それに対し，ルターは最初「魂と身体」の二分法を採用していたが，『マグニフィカ

ト（マリアの賛歌）』（1522）になって初めて三分法を採用するようになった。そこには
きわめて明瞭に霊・魂・身体の規定が次のように与えられている。

第一の部分である霊（geist）は人間の最高，最深，最貴の部分であり，人間はこれ
より理解しがたく，目に見えない永遠の事物を把捉することができる。そして短く

いえばそれは家であり，そこに信仰と神の言葉が内住する。第二の部分である魂

（seele）は自然本性によればまさに同じ霊であるが，他なる働きうちにある。すな
わち魂が身体を生けるものとなし，身体をとおして活動する働きのうにある。……

第三の部分は身体（leip）であり，四肢を備えている。身体の働きは，魂が認識し，
霊が信じるものにしたがって実行し適用するにある（WA. 7, 550, 28-551, 13）。

カルヴァンはその初期の作品『プシコパニキア（魂の目覚め）』（1534）で「霊」の重
要性を指摘している（7）。

この「霊」（ルーアッハ；プネウマ）は聖書において人間を表す概念であった。その

内容を説明するためにアウグスティヌスは「心」（cor）を，ルターは「良心」
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（conscientia; Gewissen）を，シュライアマッハーは「心情」（Gemüt）をそれぞれ用い
た（8）。この概念は一見するとわかりにくいので一つの際立った例を提示しておきたい。

それはゲーテの『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』第 6巻に収められている「あ
る美しい魂の告白」であって，そこにはドイツ敬虔主義の指導者ツインツエンドルフ伯

爵のヘルンフート派に入信した女性の信仰の記録が見事に保存されており，信仰の神秘

的な働きが次のように述べられている。ここに霊性の作用がはっきりと示されている。

信仰とは一体なんでしょうか。ある出来事の話を本当だと思うこと（fürwahrhalten），
それが私になんの役に立ちましょう。私はその話の効果やその結果を自分のものに

することができなければなりません。そしてこの自分のものにするという信仰こそ

が，一種特別な，自然の人間には見られない心境でなくてはなりません。……私の

魂は，ある引力（Ein Zug）によって，イエスがかつて最期をお遂げになった十字
架の方へ導かれました。それは引力としか言いようのない，ちょうど私たちの心が

そこにいない恋人にひかれるような，そういう力でした。恐らく私たちが想像する

よりはるかに本質的な，真実な接近でした。こうして私の魂は，人間の肉体をえら

れてついに十字架に架かりたもうたお方に近づきました。そしてその瞬間に私は信

仰とはなんであるかを知ったのです。「これが信仰なのだ」と私はいって，半ば驚

いたように飛びあがりました。……そして間もなく自分の精神が，これまで全く知

らなかった高く飛翔する力をえていることを確信しました（9）。

ところで問題になるのはこの三分法のなかの「霊」が現実には無視され，ほとんど自

覚されていないことである。この点を理解するために同時代のフランドルの画家ブルー

ゲルの幻想画「バベルの塔」を参照してみよう。この塔は上部が欠けた円錐形で描かれ

ているが，実は欠けているところが「霊」に相当し，その下部が魂と身体になってい

る。霊の部分の損傷は激しくその痕跡がわずかに残っているところがきわめて象徴的で

ある。霊はあるにはあるがその残滓だけである。この事態が有する意義を現代の哲学史

家フランクリン・バウマー（Franklin, L. Baumer, 1913-）は『西欧思想の主流』でとり
あげ，現代における二つの世界大戦以降のヨーロッパの思想的境位を形容するのに

Truncated Europeという言葉を使っている。truncateとは「切り取る」「円錐などの上
部を切断する」という意味である。したがって「頂点が切り取られた円錐」（a truncate 
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cone）こそ 20世紀の世界像，つまり世俗化された近現代のヨーロッパ思想の全体像な
のである（10）。

ところでこの「霊」を理解するためには信仰対象と信仰機能とを区別する必要があ

る。つまり信仰には（1）「信仰対象」と（2）「信仰作用」が含意される。信仰対象は神
の存在とその教えである。たとえば三位一体・創造・堕罪・受肉・救済・完成などであ

る。それに対して信仰作用というのは信仰の内的な機能であり，恩恵の賜物の受容・変

容・愛のわざなどの人間の心の働きである。教義は理性によって理解し伝達することが

可能であるが，教義の背景にある心の霊的な経験のほうはその独自性のゆえに理解と継

承が困難であった。ルターが言う「実験的な知恵」は伝統的な神秘神学がそれまで伝承

してきたものであって，ディオニシオス・アレオパギテース，ボナヴェントウラ，フー

バー，タウラー，作者不明の『ドイツ神学』などの神秘神学が彼に影響し，さらにドイ

ツ神秘主義の最後を飾るルースベルクの影響を受けたへールト・フローテから始まる

「新しい敬虔」（Devotio moderna）運動となって直接エラスムスやルターに影響するよ
うになった（11）。この神秘思想はルターの下で変貌し，たとえばタウラーの「魂の根底」

説がルターによって「霊」に置き換えられ，霊性神学となったばかりか，神秘主義の

「民衆化」をもたらした。

（2）宗教改革者たちの「霊性神学」
宗教改革者たちは先の「キリスト教的三分法」からそれぞれ特徴ある「霊性神学」を

確立した。

（1）エラスムスは人文主義者であっても，同時に優れた聖書神学者であって，聖書の
実例に則して霊的な人間学を形成した。たとえば「もしあなたに身体が与えられていな

かったら，あなたは神のような存在であったでしょうし，もし精神が付与されていな

かったら，あなたは獣であったことでしょう。相互にかくも相違せる二つの本性をかの

創造者は至福の調和へと結び合わせました」（12）と言う。ところが現実を見ると至福の

調和などどこにもない。そこでアダムの堕罪物語を用いてこの調和を悪魔の蛇が乱し，

罪に陥れたが，キリストによって霊的に再生するに至ったと説いた。彼が「霊」を自然

本性としてのみならず，霊的な生き方として主体的に捉えるとき，キリスト中心主義と

もいうべき宗教的な理解が開かれる。こうして外的に敬虔を装う偽善がその内的意図か

らあばかれ，肉的人間として判断される。なぜなら神は霊であり，断食が外的に敬虔さ
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を装っても内的には他人を裁いたりする自己中心の動機を「肉」とみなすからである。

この場合，肉とはもはや食物や身体のことではなく，他人を無視して自分のことばかり

を神に向かって主張する態度である。このようにエラスムスはキリストの姿を依然とし

て倫理的特性たる徳行によって述べてはいても，「霊的に」（spiritualiter）は，もはや
「精神的に」というプラトン主義的な精神性ではなく，キリスト教本来の意味で把握さ

れる。このような宗教的な意味で次の勧めがなされている。

もしあなたが肉であるなら，あなたは主を観ないでしょう。もしあなたが主を観て

いないとしたら，あなたの魂は救われないでしょう。だから，あなたが霊となるよ

うに配慮しなさい（Cura igitur, ut sis spiritus）（13）。

（2）ルターにとって「霊」は，先に指摘したように，心の最上位の部分であり，この
場所で神の言葉と一つになる経験が生じる。この霊の働きは宗教的な「良心」の機能に

よって具体的に説かれた（14）。その再生の様子は『キリスト者の自由』で霊性において

神の言葉であるキリストと一つになることとして説かれた。たとえば花婿と花嫁の結婚

というかたちで次のように言われる。

信仰は単に魂が神的な言と等しくなり，すべての恩恵に満ち自由にかつ祝福される

ようにするばかりでなく，さらに魂をして，あたかも新婦をその新郎にめ合わすよ

うにキリストと一体ならしめる。……このように富裕な高貴な義なる新郎キリスト

が貧しい卑しい悪い娼婦を娶って，あらゆる悪からこれを解放し，あらゆる善きも

のをもってこれを飾りたもうのだとしたら，それは何とすばらしい取り引きではな

いか（15）。

ここでの花婿と花嫁との結婚はキリストが「富裕な高貴な義なる花婿」であるのに対

し魂のほうは「貧しい卑しい悪い娼婦」であると規定される。それゆえ両者の結合関係

は常識的な対応関係を完全に覆す「逆対応」となっており，パウロは「罪の増したとこ

ろには恵みはなおいっそう満ちあふれた」（ロマ 5・12）とあるような「超過の論理」
（リクール）となっている（16）。

（3）カルヴァンはルターから人間本性の堕落という原罪説を受け継ぎ，「自然的な賜
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物」である「精神の健全さと，心情の公正さ」は罪によって腐敗したが，「知性と判断

力とのなにがしかの残余は意志ととも残っている」と説くようになった。ここにルター

のみならずエラスムスの影響も認められる。このことは知性，敬虔，キリストとの合一

を通して組織的に論じられた。最後にあげた「キリストとの合一」についてのみここで

は指摘してみたい。「霊・魂・身体」という三分法の「霊」に聖霊が働きかけてキリス

トとの合一が次のように実現する。

主〔イエス〕はこの恵みを御自身の御霊によってわたしたちにほどこしたまい，わ

たしたちを，彼と一つのからだ，一つの霊，一つの魂としたもう。それゆえ，この

結合のきずなはキリストの御霊であり，これによってわたしたちは一つに結ばれる。

また，これはいわば水路のようなものであって，この水路に導かれて，キリストそ

のもののいっさいも，彼の持ちたもうもののいっさいも，わたしたちに流れ入って

来るのである（クリュソストモス「聖霊についての説教」）（17）。

このキリストとの合一は「神秘的な合一」とも呼ばれる。彼は言う，「したがって肢

体であるわたしたちとわたしたちの頭との結合，キリストのわたしたちの心の中への内

住，そして最後にわたしたちが彼を喜び受ける神秘的合一がわたしたちにとって最高位

に位置する」（18）と。この合一は実体的な融合ではなく，双方の意志による一体となる

ことから生じる。それはまた花嫁神秘主義と同じく「聖なる婚姻」とも呼ばれる。

（3）霊性神学の方法 ――『ルター全集』に寄せられた二つの「序文」の関連
ところで宗教改革の運動は贖宥問題から発し，それに続く公開討論では自由意志の問

題が中心となり，『奴隷意志論』にまで発展した。この問題は青年時代における後期ス

コラ神学との対決に淵源するものであって，それは「神の義の発見」という新しい教義

学を創始させた「ラテン語の全集」第一巻に寄せられた「序文」における「自伝的な文

章」に初めて明瞭に述べられている「神の義」の解釈という教義学的な問題であった。

この序文によってルターの神学研究の中心に教義学的な「神の義」があったことが知ら

れるようになった。それに対し「ドイツ語の全集」第一巻の「序文」には「ルターの神

学方法」として「祈り・省察・試練」（oratio, meditatio, tentatio）が簡潔明瞭に論じら
れ，彼の根本思想がその形式と内容からして中世に発展してきた神秘主義の影響下に
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あったことが初めて明らかになった。教義神学と霊性神学との関連を問題にしてきたわ

たしたちは最晩年に書かれた二つの序文に両者の関係が述べられていることを見いだす

ことができる。

それでは，わたしたちはこの二つの序文をどのように関係づけるべきであろうか。こ

れこそ教義神学と霊性神学との関係という問題を提起しているのではなかろうか。こう

してわたしたちはこの関連はどのように探求すべきであるかということがわたしにとっ

ても重要な課題となってきた。つまりスコラ神学との対決が決定的に重要か，それとも

神秘主義との関連が重要かと，これまで論じられてきた。だが真の問題はそのいずれか

を選択することではなくて，教義神学と霊性神学との関係にあると思われる。宗教改革

者ルターはキリスト教の教義の改革者であるが，同時に霊性を強調した神学者でもあっ

た。しかも教義学的な義認論の背景には霊性的な省察がつねに伴われていたのである。

したがって教義神学と霊性神学との関係は「外と内」との関係であって，この視点は同

時代の宗教改革者であるエラスムスやカルヴァンにも妥当する。わたしたちはこの事態

を信仰概念がもっている二面性，つまり信仰の対象と信仰作用との二面性として解明す

ることができるといえよう。

（4）ルターの神学方法「祈り・省察・試練」（oratio, meditatio, tentatio）の意義
そこでルターが自分の神学方法であると説いた「祈り・省察・試練」について最後に

考察してみたい。ルターは大学教授として生涯にわたって聖書を講解する任に当たって

きた。そして生涯の終わりになって初めてこの「霊性神学の方法」を明らかにした。そ

れは有名なフーゴーの方法「思惟・省察・観想」（cogitatio, meditatio, cotemplatio）と
も，ガブリエル・ビールの方法「聖書朗読・省察・祈り」（lectio, meditatio, oratio）と
も相違する。これに対しルターの方法の特質はどこに求められるのか。

（1）ルターは理性によって神学を開始することを危険視し，「思惟」の代わりに「祈り」
を置いた。もちろんそれは聖書朗読を前提としている。彼は「まず第一に，ただ聖書の他

には何者も永遠の生命を教えていないがゆえに，聖書が他のすべての書物の知恵を愚かな

ものとなすような書物であることを知らなければならない」と言う。このことはルターの

神学が理性によって確立されたのではなく，信仰や霊性によることを示している。

（2）それに加えてルターは新たに「試練」（tentatio）を立てている。というのも彼の
神学思想の形成に対して試練が大きな役割を演じていたからである。試練は神との関係
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が外から来るもろもろの力によって様々に試みられる経験であって，苦難とほぼ同義語

である。この苦難をどのように受容するかに彼の思想は集中する。同じことはカルヴァ

ンでも言えるのであって，試練は彼を亡命生活へと追いやったばかりか，同じく亡命を

強いられている友人を力づけるために彼は著作活動に入っていったのである。

（3）終わりに「省察」が神学の方法としてもっとも重要である。というのも「省察」
は，誤りやすい理性とは異なり，人間の心の深みに向かう傾向をもっているからであ

る。つまり，この「省察する」（meditari）働きは理性的（rationalis）ではあっても，単
なるスコラ学のような論証的な思惟とは異なり，最内奥の自己に向かう運動である。彼

は言う，「省察の能力は理性的ではない。というのは，省察とは注意深く，深淵的に，

熱心に考えることであり，心における沈思熟考を本来意味しているからである」（WA 3, 
19, 24-30）と。また「この省察は人間を本質から変える」（WA 2, 139,14）と説い
た（19）。

この省察はキリスト者の自由に向けられた。ルターによると真の自由を「あたかも天

が高く地を超えているように，高くあらゆる他の自由に優っている自由」であって，そ

れは力の満ちあふれた愛となって働いている。しかもこの愛を神は隣人に向け，しかも

貧困と罪に呻吟する者たちを援助するように欲するがゆえに，愛は自由の高みから愛が

低いところにいる隣人をめざして降りてゆくようになり，そこに生まれる落差から信仰

の燃えるエネルギーが生じ，新しい創造的な形成力が発生する。そのさい身体が重要な

役割を演じる。先に考察したルターの「霊・魂・身体」の三分法では，「第三の部分は

身体（leip）であり，四肢を備えている。身体の働きは，魂が認識し，霊が信じるもの
にしたがって実行し適用するにある」との規定が授けられていた。そこで「四肢」とは

共同体を意味する。この共同体に向かう愛を内なる信仰の生命である「霊」は可視化さ

れる。見えない霊の信仰は今や目に見える行為となって目に見えるものとなっている。

目に見えない神の愛がサクラメントにおいて可視化されているように，霊性は身体の活

動を通して可視化される。キリスト者がもっている信仰の生命は信仰する心の深部であ

る霊に淵源するが，この霊は身体の社会活動を通して可視化される。わたしたちは宗教

改革から 500年を経過し，信仰の生命が枯渇した社会，つまり霊性を喪失した世俗主義
化した現代の社会に生きているが，宗教改革者たちの霊性思想から生きる希望を新たに

見いだすことができるのではなかろうか。

 （本稿は 2017年 10月 20日ルター学会での講演に加筆したものである）
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注

（1） この講演はその著作『ルーテル伝講演集』岩波書店，1921年に収められて，ヴォルムスの国
会四百年記念として刊行され，「ルーテル伝講話」が 1910年に七回にわたり講演され，「ルーテ
ル論叢」が 1917年に発表され，「彼〔ルター〕は鋭い良心の人であった，……如何にして清き艮
心を以て神の前に立たん乎，是れが幼時より彼を苦しめた問題であった」，「十六世紀の大改革は

文学者に由て起されし思想の改革ではない，信仰に由て興されし良心の改革である」内村鑑三，

前掲書，37；98頁。
（2） 代表的著作として佐藤繁彦『ローマ書講解に現れたルッターの根本思想』聖文舎，1961年（第

2版）；北森嘉蔵『宗教改革の神学』新教出版社，1960年など参照。
（3） マックス・ヴェーバーがこの点を『プロテスタントの倫理と資本主義の精神』の後半で指摘し
て以来，この事実が重要な反省を強いることになった。

（4） この定義はジェルソンの神秘神学の定義「神秘神学とは神との霊的情愛の結合によって達成さ
れた神についての実験的認識（cognitio experimentalis）である」（Gerson, De mystica 
Theologia, ed. Andre Combes, 1958,p.72.）から影響を受けている。

（5） 『エラスムス神学著作集』金子晴勇訳，教文館，2016年 57頁。
（6） 詳しくは金子晴勇『エラスムスの人間学』知泉書館 2011年，85-96頁参照。
（7） 詳しくは金子晴勇『キリスト教霊性思想史』教文館 2012年，293-303頁参照
（8） 詳しくは金子晴勇，前掲書 106-114，285，452-456頁を参照。
（9） 『ゲーテ全集』第 5巻，高橋義孝訳 1960年，340-41頁
（10） F. L. Baumer, Main Currents of Western Thought, 1978, p. 653.  この円錐の上部を切り捨てた

20世紀の時代思潮の特徴はバウアーによると「喪失感」，「超越性の存在への信仰の喪失」であり，
そしてこの「喪失感」は，実存主義文学の中の随所に見られ，やがて「不条理」（absurd）「疎外」
（alienation）「不安」（anxiety）によって示される。金子晴勇『ヨーロッパ人間学の歴史』知泉書
館 2008年，188-189頁参照。

（11） これらの神秘的思想家の中でルターが最初は受容したがやがて激しく批判したのはディオニシ
オス・アレオパギテースであるが，他の神秘家の思想は受容した。このディオニシオスに対する

批判がすべて神秘思想に及んでいない点がフォーゲルザンクによって解明され，ルターに影響し

た神秘主義の区別が行われるようになった。詳しくは金子晴勇『ルターとドイツ神秘主義』創文

社 2000年 29-88頁参照。
（12） 『エラスムス神学的著作集』（前出），40頁。
（13） エラスムス，前掲訳書，56頁。
（14） ルターの宗教は「良心宗教」（カール・ホル）であるが，厳密には「試練を受けた良心の宗教」
（金子晴勇）である。彼の良心は絶えず試練の前に立たされている。それは内発的な「誘惑」

（Versuchung）ではなく，外から襲ってくる「攻撃」（Anfechtung）として外発的に把握される。
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（15） Luther, WA., 7, 25, 26-26, 7.　徳前義和はこの婚姻が「比喩」にすぎないと言う（『キリスト者
の自由　翻訳と解説』教文館参照）。ここにはクレルボーのベルナールが『雅歌の説教』で説いた

「花嫁 -神秘主義」の影響が明らかであって，単なる比喩以上の神秘的な体験が認められる。
（16） 一般的な「対応」ではよい花婿とよい花嫁とが結ばれるが，ここでは善い花婿と悪い花嫁とが
結ばれているので，その関係は逆対応となっている。リクールについては金子晴勇，『現代ヨー

ロッパの人間学』知泉書館，2010年，167頁参照。
（17） カルヴァン『キリスト教綱要』渡辺信夫訳，新教出版社，IV-I，1965年，第 4編，第 17章，

12節，邦訳，91頁。
（18） カルヴァン前掲訳書，III，1962年，第 3編，第 11章，10節，邦訳，247頁。
（19） この省察は同時代にスペインのカトリック神秘主義者のよって具体的に組織化されている。た
とえばイグナティウス・デ・ロヨラの『霊操』やアビラのテレサの「念祷」の勧めによくそれが

示されている（金子晴勇『キリスト教霊性思想史』教文館，2012年 311-346頁参照）。こういう
訓練がプロテスタントでは欠如していることは問題であると言えよう。
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ルター神学の方法
── Oratio・Meditatio・Tentatio の意義

金 子　晴 勇

はじめに
ルターは「ドイツ語全集」（ヴィッテンベルク版全集，1539）第一巻の「序文」で

「神学を研究する正しい方法をあなたに示したい。というのはわたしはこれまで実行し

てきているから。……そこにあなたは詩編の全体が豊かに言い表している三つの原理を

見出すであろう。すなわち，祈り・省察・試練である」（WA 50, 658, 29ff.）と語り，
生涯の終わりにいたって初めて自己の神学の方法を明らかにした。同じ頃「ラテン語全

集」第 1巻（1545）に「序文」として寄せた「自伝的文章」で語られた「神の義」の発
見から，ルター神学の全体があたかも一点突破の出来事として強調されてきた。しか

し，そこで説かれた「受動的な義」という概念は，『ガラテヤ書講義』（1534）の「序
論」において，最初でなくとも，少なくとも初めて，詳細に神学的に解明されたので

あった（1）。ここから彼の神学は教義学的に解釈されるようになり，その背景にあった神

秘的な経験は軽視されてしまった。だが，「ドイツ語全集」の序文にルターが「神学を

研究する正しい方法」として提示した神学方法論は，教義学的な方法論が彼によって明

示されていないかぎり，彼の神学方法として考察すべきではなかろうか。

そこでまず「神学を研究する正しい方法」である「祈り・省察・試練」についてル

ターが語っている全文を引用してから，それをこれまで伝統となっていた中世神秘主義

の方法やルター時代のスコラ神学者の方法と比較して考察してみたい。

（1）神学方法としての「祈り・省察・試練」
ルターの「ドイツ語全集」（ヴィッテンベルク版 ,1539年）第一巻への序文には神秘
主義的色彩を伴った彼の神学研究の方法が次のように語られている。

まず第一に，ただ聖書の他には何者も永遠の生命を教えていないがゆえに，聖書が

他のすべての書物の知恵を愚かなものとなすような書物であることを知らなければ
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ならない。それゆえに，あなたは自分の感覚と理性とに直ちに失望するに相違ない。

……あなたは自分の小さな部屋の中でひざまずき，正しい謙虚さと真剣さをもって

神に祈願し，神があなたにその愛する御子によって聖霊を賜わるように祈りなさい。

聖霊はあなたを照明し，導き，理解力を授けたもう。……それは彼が聖書に中で理

性でもって転倒しないためであり，自分が〔理性を用いて〕自分自身の教師となら

ないためである。というのはそこから暴動を起こそうとする人たちが起こってくる

が，彼らは聖書を自分自身に従属させているからである。彼らは聖霊も祈ることも

必要としていない。

第二に，あなたは省察すべきである。つまり単に心のなかでだけでなく，外的に口

に出して語り，聖書の中に語られている言葉をつねに追い求め，摩り込み，読み，

再読し，聖霊がそれをもって何を考えているかを熱心に注目し，熟考すべきである。

……というのは神は外的な言葉なしにその聖霊をあなたに与えたもうとはなさらな

いのだから。それに立ち向かいなさい。外的なみ言葉を書いたり，説教したり，読

んだり，聞いたり，歌ったり，述べたりなどすることを彼〔ダビデ〕は命じている

が，それは無益ではないから。

第三に，試練が現存している。試練は試金石であり，単に知ることや理解すること

を教えるのではなく，神の言葉がいかに正しく，いかに真実であり，いかに甘美で

愛すべく，いかに強力で慰めに満ちているか，すなわちあらゆる知恵に優る知恵で

あるかを経験することを教える。……神の言葉があなたのうちに立ち現われると，

悪魔があなたを襲ってきて〔試練によって〕あなたを正しい教師となし，悪魔の試

練を通して神の言葉を求め愛するように教える。（WA 50,658,29-660, 4）。

次に，わたしたちはこの神学方法を中世の神秘主義の伝統と比較して考察してみよ

う。まず神秘主義者フーゴーの「神秘的階程」における「聖書朗読」・「省察」・「祈り」

の三段階説を最初に考察し，次に神秘主義の方法として意義深いボナヴェントゥラの

『三様の道』と対比させて考察し，さらにフーゴーの三段階説に対するガブリエル・ビー

ルの解釈を検討してみよう。この「三様の道」というのは人間が霊において神に至る道

程であって，ディオニシウスの『神秘神学』以来「浄罪の道」（via purgativa）・「照明の
道」（via illuminativa）・「合一の道」（via unitiva）として説かれている（2）。この三様の

方法をどのように捉えるかによって神秘思想の特質が解明される。たとえばフーゴーの
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「神秘的階梯」やボナヴェントウラの「三様の道」のように道徳的な「浄罪」や理性的

な「照明」を「合一」への準備段階として説くと，そこには「神化」や「功績」の観念

が必然的に侵入してきてしまう。そうすると信仰義認に立つルターの宗教改革的な教え

と真っ正面からぶつかり，彼から排除されてしまう。もちろんルターはこの種の神秘主

義の伝統的な方法にしたがっていない。そこでまずフーゴーが説いた「神秘的階梯」に

ある「聖書朗読」の意味を考察し，その上でボナヴェントゥラの神秘神学の方法を有名

な『三様の道』にもとづいてその特質を要約して示し，それを青年時代のルターがどの

ように受容したかを考察してみたい。

（2）フーゴーの「神秘的階程」における「聖書朗読」「省察」「祈り」
フーゴーは『ディダスカリコン』（学習論）第五巻，第九章「四つの段階について」

の中で神秘的階梯について次のように言う。

正しい人々の生が，いまや，それらにおいて修練されるものが四つあり，いわばそ

れらの四つの段階を通じて，正しい人々の生は未来の完成へと高められる。すなわ

ち読解（lectio）ないし教学（doctrina）であり，省察（meditatio）であり，祈り
（oratio）であり，行為（opeeratio）である。それらに引き続く第五の段階は観想
（contemplatio）であるが，そこにおいては，あたかも先立つ四つの段階の果実と
してでもあるかのように，善い行為の未来の報酬であるところのものが，この生に

おいてさえも，あらかじめ味わわれるのである。……第一の段階すなわち読解は初

心者たちの段階である。最高の段階すなわち観想は完成者たちの段階である。そし

て中間の段階については，確かに，より多くの段階を経て人が上昇していけばいく

ほど，それだけ彼はより完成された者になるであろう。たとえば第一の読解は理解

を与える。第二の黙想は熟慮を提供する。第三の祈りは請い願う。第四の行為は探

し求める。第五の観想は見出す（3）。

人間の認識力は神からの援助がないと弱々しく実行力に欠けるので，祈りによって神

の援助を乞い求めなければならない。というのも神の恩恵は，人間に先行することに

よって照明し，後続することによって完成に導くがゆえに，人間の意志だけでは善い行

為を実現できないからである。神は人間を助けようとする。もし神だけが行為するな
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ら，報いを得るに値しない。したがって神はあなたが行為することができるように助け

たもう。この道には豊かな観想という報酬がある。それゆえ祈りは探し求め，観想は見

出すことを実現する。「したがって，これらの段階を経て上昇する人々に，どのように

して完成が出来するのかをあなたは目の当たりにする。その下に残留した人は完成者で

はありえない」（4）。

フーゴーはアウグスティヌスとディオニシオス・アレオパギテースの影響を受けてい

るために認識が世界と人間とに広く及んでいる。『ディダスカリオン』は実はその広範

囲に及ぶ百科全書的な考察である。彼によると人間は神の栄光をあらわすために創ら

れ，世界は人間のために創られた。神はすべてのものの創造者であり，維持者である。

したがってすべての被造物は神の力と知恵をあらわしている。それゆえ神の啓示は二つ

であって，一つは「自然」であり，もう一つはキリストである。「自然」は神の「知恵」

が外に向かって表現された作品であり，神を表す書物である。人間は感覚によってこの

見える「自然」を把捉し，理性によって「自然」の創造者なる神を知ることができる

が，この最後の観想に至るためには認識の段階的な考察が不可欠である。

彼によると認識には思惟（cogitatio）・省察（meditatio）・観想（cotemplatio）とい
う三つの方法がある。思惟は感覚と記憶作用によって心にもたらされた印象を考察し，

複雑多様な印象を認識するのが省察であり，そこで得られた全体を包括的に直観するの

が観想である。最後の観想はさらに二段階に分かれる。第一段階は被造物と世界を対象

とし，第二段階は神を対象とする。フーゴーによれば「格言の書（箴言）」は省察の立

場にあたり，「コヘレトの言葉」は第一の観想の立場であるが，「雅歌」は第二の観想の

立場にあたる。

この最高の段階において知は愛と結びつく。フーゴーはベルナールにしたがって神の

観想を霊魂と神との愛における合一と考え，雅歌における花婿と花嫁の関係が神と霊魂

との関係を象徴すると考える。彼の思想はボナヴェントウラに強く影響するようなった。

（3）ボナヴェントゥラの神秘主義の方法
ボナヴェントゥラの「神秘神学のスンマ」と称せられている『三様の道』において神

秘的な方法が組織的に論じられており，ディオニシオス・アレオパギテースによる浄化・

照明・完成あるいは合一の三つの道が継承され，いっそう明快に説かれた。これはベル

ナールでは短く触れられた程度のものであったが，ボナヴェントゥラによって具体的に
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叙述された。たとえば浄化の道は「良心の針」を刺激し，鋭くし，真直ぐにすることに

より，罪の想起・自己告発・善の考察に向かわせる。この良心によって自己告発がなさ

れる場合，良心判断の規準となるものは一般には神の戒めなのであるが，彼は「迫りつ

つある死の日・鮮かなる十字架の聖き血・眼前にある審判主の聖顔」をあげて，心情に

厳しく迫っている。また三様の道は「黙想・祈祷・観照」の三段階のそれぞれに適用さ

れていて，一般の見方よりもはるかに体系的に構成された。その中でも第二段階の祈祷

は礼拝において行なわれており，そこでは自己の悲惨を知り，神の恵みが祈り求められ

る。この祈りが花婿と花嫁の相互の語らいとして次のように語られる。「もしも順序正

しく行なわれるならば，この語らいの中には妙なる欣喜雀躍と歓声が起こり，それによ

り霊魂は離脱のうちに導き入れられ，ここにいるのはわたしたちにとって良いことであ

ると言うほどである」（5）。ここに神秘的離脱が語られるが，このことは真理の照明に至

る七段階，つまり①理性の聴従，②共苦の愛情，③感嘆の注視，④全我献入の離脱，⑤

キリストを同化的に着る，⑥十字架の抱擁，⑦真理の凝視となり，さらに第四段階の叙

述にも次のように語られる。「第四にキリストが苦難を受けたもうのは如何なる理由に

よるかを考察せよ。そして全我献入の離脱により，汝自身を忘れること。なぜなら贖罪・

照明・聖化・栄光のために彼は苦難を受けたもうからである」（6）。

それゆえボナヴェントゥラの神秘主義は苦難のキリストの省察から忘我の状態に入っ

ていって，そこにキリストの真理を観照しようとする。ここにキリスト神秘主義の特質

が顕著に示される。なかでも彼の「観想」（contemplatio）を導いているのは合一をもた
らす愛であり，愛においては情意が協力する。したがって愛に満ちた眼差しは神との直

接無媒介的な経験である「脱魂」（exstasis）とは異なる。また観想は「拉致」（raptus）
とも，至福「直観」（contuitus）とも異なる。というのは観想において「情感」
（affectus）が第一で「知性」の活動は第二だからである。さらに観想の「眼差し」は被
造物から逸れることはない。なぜなら被造物の内に神は現存するからであり，創造の宗

教的意味が観想者に対して明らかにされ，神への飛躍を助けるからである。こうして

「合一の道」の諸段階が次のように区別される。

目覚めて注意深くあれ，花婿はすみやかに通りすぎるからである。信頼して意を強

くもて，彼は必ず来るからである。願望に抱かれてあれ，彼は甘美だからである。

熱意に高揚せよ，彼は至高の方だからである。彼への思いに安らぎを覚えよ，彼は
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美しいからである。歓びに酔え，彼は愛に満ちているからである。愛着によって彼

に合一せよ，彼の愛は強いからである（7）。

この愛による合一の道をボナヴェントゥラは『完徳への道』で修道女に勧める。まず

「祈りとは神に心を向けることである」と教え，霊性が祈りにおいて神への対向性とし

て説かれ，「愛し奉る御者とともに心の奥所（cubiculum cordis）に入って内省し，一人
その御者とのみとどまり，一切の外部のものを忘れて，貴姉の心のすべて，精神のすべ

て，愛情のすべて，信心のすべてを挙げて，自分を超えて高めななければなりません」

と勧められる。その上で信心の熱意をもって「奇しき幕屋」である「神の宮居（みや

い）」（domus Dei）にまで高く昇り，心の眼でもって愛すべき御者を観たてまつり，「主
は甘美にいまし，しかもその甘美がいかに大であるかを味わい知ったなら直ちに，主の

腕に走り行き，心から深い信心の接吻をし，かくて貴姉は全く離脱され，天に挙げら

れ，全くキリストに改造されて，もはや貴姉は自分の霊を自分のうちに閉じ込めておく

ことができず，神を思い出して歓ぶ」と叫ばざるをえなくなる（8）。このような心の離脱

に導かれるのは，大いなる信心・驚嘆・歓喜という三つの原因によるのであって，この

大いなる驚嘆によって霊魂が自己から離脱すると説かれた（9）。

 

（4）ガブリエル・ビールの「聖書朗読」「省察」「祈り」の特質
ルター時代のノミナリズムを代表するガブリエル・ビールは「新しい敬虔」の神秘思

想を受容し，独自の神秘思想を説くようになった。彼は神の愛が人間の心にいかに注が

れるかという点にその議論を集中して展開する。とりわけ彼はオッカム主義の恩恵を受

ける準備という教説を神秘主義者フーゴーの「神秘的階程」をもって説明して次のよう

に語っている。

注入のためのもっとも直接的で最終的な準備とは，心を尽くして主を現に愛するこ

とである。実際この起こっている愛が魂のなかに確立されるや否や，いな，そのよ

うな愛と同時に聖なる愛（charitas）が注がれる。だが，どうしたらこの愛にわた
したちは達するであろうか。答え。フーゴーが天上への階梯として立てている三つ

の段階を通してである。それは聖書朗読（lectio）・省察（meditatio）・祈り（oratio）
であり，それに観想（contemplatio）が続く（10）。
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この階梯というのはディオニシオス・アレオパギテースの『神秘神学』やボナヴェン

トゥラの『三様の道』以来伝統となっている神秘的方法（浄化・照明・合一の三段階）

と並んで採用されてきたものである。しかも観想という完成に至る発展が示され，最高

段階への道は恩恵の下にある一般信徒である「旅する人」の教育階梯，つまり信徒の訓

練方法として採用されてきた。先の引用にあったようにサンヴィクトール派のフーゴー

はこれを「聖書朗読」「省察」「祈り」として説いており，これがビールに伝わって初心

者に適応され，義認への準備段階とみなされた。それゆえジェルソンの神秘神学に言及

しながらこの階梯の最後である「祈り」において神秘的な脱自と超越とが次のように語

られている。

祈りというものは敬虔で謙虚な情意によって神へと精神を上昇させていくことであ

る（Oratio est ascensus mentis in deum per pium et humilem affectum） 。情意は
聖書朗読と省察によって準備される（praeparatur）（11）。

ここに明らかなように，ノミナリズムの主意主義の中に神秘主義が組み入れられてい

る。ところでフーゴーの下ではこの神秘的階梯は義人の訓練として説かれていたもので

あった。「義人の生活が今や訓練され，ある種の段階を経ていくように，将来の完全に

向けて高められる四段階がある。すなわち，聖書朗読（lectio）もしくは教義（doctrina）・
省察（meditatio）・祈り（oratio）・活動（operatio）である。第五として観想
（contemplatio）がこれに続く」（12）と説かれた。こうした義人の訓練として定められた

ものが，ビールによって初心者の義認への準備段階として用いられたところに，ノミナ

リズムと神秘主義との結合が見られる。そこからこの階梯が恩恵への準備として功績思

想を伴って示される。

わたしたちはそれ〔神の愛〕によって神に対し神ご自身のために正しく意志し，神

の愛の完成を喜び，神の意志にわたしたちが一致すること（conformare）を求め
る。こうしてこの愛は神意にかなわしめる恩恵（gratia gratum faciens）への最短
の準備であり，恩恵が〔わたしたちの〕内にいまして協働したもうことによって永

遠の生命に対する功績となる（13）。
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ここに明らかなようにビールは徳の階梯を「神意にかなわしめる恩恵」の注入以前に

位置している「悔い改め」への途上に置いており，人間的な最善の努力を要請してい

る。それゆえ次のように語られる。「救われるために人は律法を実現しなければならな

い。つまり心を尽くして神を愛さなければならない。神意にかなわしめる恩恵が注入さ

れる以前に人はこの愛を造り出すことができる。こうして最善を尽くすならば，すべて

に優って神を愛する点に達する瞬間に直ちに聖化する恩恵の賜物を受けるであろう」（14）

と。

（5）ルターによるボナヴェントゥラの受容と批判
ルターは 1507年にペトルス・ロンバルドゥスの『命題集』を注解し始めているが，
それ以前に，したがってアウグスティヌスを知るに先立って，ジェルソンやボナヴェン

トウラの著作に親しんでいた（15）。この時期に彼はボナヴェントゥラに導かれて知性と

意志との統合によって神と魂との神秘的な合一に至ろうと試みたことを告白している。

この合一を味わおうと願ったにもかかわらず，それを実現することができなかった。彼

は後年になって当時を回顧し『卓上語録』で次のように自己の経験を批判的に述べてい

る。

神学者たちの思弁的な知識は純粋に空虚である。それに関するボナヴェントゥラの

理論をわたしは読んだのであるが，彼はわたしをひどく熱狂させた。わたしは知性

と意志との統合によってわたしの魂と神との合一を感得しようと願った。（彼は合

一に関して駄弁を弄している）。彼らはまったく熱狂的な精神の持ち主である。真

の思弁的な知識は，実践的なものよりすぐれており，その内容は「キリストを信じ，

あなたの為すべきことを行なえ」というにある。したがって，ディオニシウスの神

秘神学は純粋なおしゃべり以外の何物でもない。というのは，プラトンが「すべて

は非存在であり，すべては存在である」と駄弁を弄しているように，かの神秘神学

もまた「感覚と知性とを放棄し，存在と非存在とを超越せよ」と言っているからで

ある。あの闇のなかに存在があるというのか。神がすべてである，等々（WA. TR. 
I, Nr. 644 ; Herbst 1533）。
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ルターはボナヴェントゥラの個々の著作にも親しんでいたようである。そこにはアウ

グスティヌス主義と新プラトン主義とが固く結びついており，同時にアリストテレス主

義がその背景となっている点でオッカミストであった彼に共感を与えたと思われる。そ

れゆえ後になってから尊敬の念をもって回顧し，次のように語る。「教父たちと昔の博

士たち，つまりアウグスティヌスやボナヴェントゥラその他は尊敬すべきであり，最高

の価値あるものとして支持すべきである。というのは彼らのうちにわたしたちは教会が

その当時イエス・キリストを信じていたことを認めているからである」（WA. TR. I, Nr. 
435）と。したがって彼はボナヴェントゥラをベルナールに直ちに続くものと考えてい
た（16）。だが，こうした歴史的な状況は一般的な影響の範囲を越えるものではなく，両

者の間にはそれ以上の内面的な関係がとくにあったとはいえない。

したがって思想の全体的な傾向から理解すると，ルターはボナヴェントウラが先に述

べた神秘神学のスンマにおいて提示した六つの段階からなる階梯説を否定しており，天

にまで届く「ヤコブの梯子」をキリストその人にのみ限定する。もちろんボナヴェン

トゥラもキリストを梯子であると説いているが，六つの段階の最後にこれを位置づけて

いる。また，こうした諸段階の人間学的な基礎として説かれていた自然本性の認識能力

に関してもルターはそれが聖書的根拠をもっていないとみなして批判的に対処してい

る。したがって 「精神の切っ先」（apex mentis） や 「シンデレシス」（synderesis）はジェ
ルソンを通してルターに一時的に受容されるが，それはやがて「信仰」（fides）や「霊」
（spiritus）に置き換えられた（17）。また六つの段階のなかで第五段階と第六段階に展開す

る形而上学的考察に彼は関心を示していない。つまり神がその第一義的名称「在るこ

と」によって世界統括の原理「一性」（unitas）として観照される形而上学的考察，およ
び三位一体が「善なるもの」という名称によって説かれる神学的方法をも，それらがい

かにアウグスティヌスの精神にしたがっているとしても，彼はそれらを哲学的思弁とし

て退けたであろうし，また総じて関心を寄せることもなかったであろう。したがって彼

はこの神秘主義者との間に精神的な親近感を抱いており，その思想を理解していても，

その神秘的合一の方法には従がっていないし，神と人との関係を統一的に考える点で一

致していても，それを追体験するにいたっていない（18）。

（6）ルターにおける「祈り・省察・試練」の意義
これまで伝統的な神秘神学の方法を考察してきたが，それとルターとの関連について
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考察してみたい。ルターが提示した三原理「祈り（oratio）・省察（meditatio）・試練
（tentatio）」は先のボナヴェントウラの三様の道と比較すると，その特質がおのずと明ら
かになる。

（1）第一に，「祈り」があげられており，「三様の道」の第一の「浄罪の道」が全く排
除されている。中世の神秘主義はこの道徳的な勧めという「道」のゆえに広く一般道徳

と結びつき大衆の支持を受けて大きな影響力を発揮した（19）。だが，ルターでは浄罪の

道は道徳主義的色彩を併せもっているがゆえに，すべて排除された。その代わりに「祈

り」が説かれているが，中世の神秘主義者たちも祈りにより恩恵を求めているがゆえ

に，ルターと同じであるにしても，ルターでは祈りによって神秘的な階程を上昇すると

いう一般的傾向はまったく認められず，祈りが試練の中でもっぱら聖霊の助けを求める

ことに集中している。この自我を全く超越している他なる神から来る聖霊の媒介作用こ

そルターに神秘経験を生じさせる（20）。それゆえ彼のもとでは，信仰のみが求められ，

自我の全面的な「離脱」というような行為的な「放棄」が入る余地がない。

（2）第二に，「省察」が「観想」の代りに入っている点に注意すべきである。ボナヴェ
ントウラの「三様の道」は「省察・祈り・観想」（meditatio,oratio,contemplatio）の三
段階からなっていたが，ルターでは知性的な「観想」が抜けている。それは理性に対す

る態度が伝統的な理解と相違しているからである。「三様の道」では理性が良心を告発

し，真理にしたがっているのに，ルターでは理性が自己自身の教師となることによって

人は転倒した道に導かれるとされる。ところがルターでは「省察」が，誤りやすい理性

とは異なり，人間の心の深みに向かう傾向を帯びている。すなわち，この「省察」

（meditari）の働きは理性的（rationalis）ではあっても，単なる論証的な思惟とは異な
り，最内奥の自己に向かう運動となっている。この点について『第一回詩編講義』では

次のように語られている。

……省察の能力は理性的ではない。というのは，省察とは注意深く，深淵的に，熱

心に考えることであり，心において沈思熟考することを本来意味しているからであ

る。それゆえ，いわば中心に向けて追い立てること（in medio agitare），あるいは
中心や最深部そのものにおいて揺り動かされることである。それゆえ内心から熱心

に考え，探求し，論じる人は省察している（WA 3,19,24-30）。
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このテクストに示される「最深部」（intimus）は「深淵的に」（profunde）とともに
ドイツ神秘主義の「魂の根底」（Seelengrund）に近い表現であることに注意すべきであ
る。省察は人間の深部である「内奥」（sinus）をめざし，しかもそれが「隠れ場」や
「空洞」を意味し，神を受容する「根底」（Grund）に接近している。
さらに，この省察がキリストに向けられると「キリストを仰ぎ見て，その受難に心か

ら戦慄し，自己の良心を絶望のなかに沈める者たちが，キリストの受難を正しく省察し

ているのである。この戦慄は，あなたが罪と罪人とに対する神の峻厳なる怒りと仮借な

き真摯とを見ることから生じるべきである」（WA.2,137,10ff.）との自己認識が起こっ
てくる。

（3）第三に，ルターの神学研究の三原理のなかで「試練」が最大の特質となってい
る。ボナヴェントゥラの場合「省察・祈り・観照」の三段階は下から上に上昇し発展す

るものであり，ルターの三原理と用語の上ではよく似ていても，内容的には相違してい

る。この点はとくに「観想」の代わりに「試練」が導入されているところに明らかであ

る。ここでは人間的な成長や発展の契機がなく，その上昇運動は試練の否定的契機に

よって断ち切られている。したがって省察が観想の高みに向かわず，反対に試練の深み

に入っていくところにルターの神秘的方法の特質がある。したがって試練の状況では，

省察は自己の罪をキリストの受難のなかに認め，偽りの安心をのぞき，自己自身を嘆き

悲しみ，キリストとの同形に導いていく。「なぜなら，キリストの受難の本来のわざは，

人間をキリストと同形になし（gleych formig mache），キリストがわたしたちの罪のた
め痛ましくもその身体と魂に責苦を負わせたように，わたしたちも彼に倣って良心にお

いて罪の責苦を負わなければならないから」（ibid.138,19ff.）。ここでいうキリストとの
同形化はシュタウピッツにおけると同様に何らの功績思想をも含んでいない。むしろ同

形となることによってキリストの受難の正しい省察が行なわれ，自己の罪の徹底的な認

識と生き方の根本的変容に導かれる。「この省察は人間を本質から変える」（diesses 
bedencken wandelt den menschen wessentlich,ibid.139,14）とルターが語っているとお
りである。

このように上昇傾向が否定されるとそこには「深部からの神学」（Theologia ab 
imo ）という，いわば「下からの神学」の特徴があきらかである（21）。それゆえ彼の神

学は「試練を受けた良心の神学」である（22）。この試練の経験は通常の経験を超えてお

り，しかも信仰と関連している。そこから信仰と経験との関係が問われてくる。
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ルターがジェルソンの神秘神学の定義「神秘神学とは神との霊的情愛の結合によって

達成された神についての実験的認識（cognitio experimentalis）である」（23）にしたがっ

て，自己の神学を「教義的ではない，実験的知恵」sapitentia experimentalis non 
doctrinalis（WA 11,98）から生じたものとして規定し，通常の経験を超えた神秘経験に
立っていることには疑いの余地がない。したがって神秘的経験というのは通常の経験と

はかけ離れており，信仰そのものが試練に見舞われて，絶望的な自己喪失の認識とそこ

からの救済を求める事態を意味している。したがって，「ルターが経験に言及する場合，

彼は信仰そのものを経験としているのではなく，信仰が神の怒りの諸力との出会いの状

況において，したがって，この点で経験にもとづいているのだが，このような良心が御

言葉に寄りすがるもの（adhaesio）として理解されるべきであると言っている」（24）。そ

れゆえ神秘的経験は試煉の状況で生じてはいても，それはこの試練の経験そのものから

生じているのではなく，この経験を超えて関与してくる御言葉に主体的に結び付いて

「合一」することの経験なのである。したがってカントが批判哲学の根本命題で，認識

が経験と「ともに」（mit）生じるが，経験「から」（aus）ではないと言ったように，経
験に対する批判的な一線が引かれなければならない。さらに信仰と経験という二つの表

現が相互に矛盾している点が指摘される。つまり信仰は一方において通常の経験なしに

成立し，他方，生活の経験と結びついている。それゆえに信仰は一般的に言って自然的

経験から鋭く区別され，「超自然的経験」（über-naturliche Empirie）と呼ばれたり，「聖
霊により生じた経験」とも言われる（25）。

試練の状況は神から攻撃を受けている経験に比せられる。そこでは神の怒りやサタン

のみならず，宗教的な表象に属する煉獄・地獄・天国もこの試練の状況として解釈され

る。「そのようにわたしたちの心でそれは起こっている」（Sic in corde nostro.WA 
40,I,583,1）。だから死や不安の試練において人間は自己の無なる様に引きもどされ（ad 
nihilum redactus），頼るべき何ものも残されれないがゆえに，とりわけタウラーが強調
し，ルターが一時期受容した神秘主義の説く「地獄への放棄」（resignatio ad 
infernum）に達しているように思われる（26）。

もちろんペーテルズが言うように「このような徹底した自己放棄は神に向かう人間の

愛の運動から生じる行為として遂行されているのではなく，自己放棄はわたしたちの良

心に対する，したがってわたしたちの実存の心髄（Herzpunkt unserer Existenz）に対
する神の攻撃として受苦される（wird erlitten）」（27）。このような神の攻撃という意味で
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の試練において，ヤーコブは「われとなんじ」の出会いがあると次のように説いてい

る。すなわち「＜出会うこと＞（Treffen）として，すなわちわれとなんじとの遭遇
（Begegnung）としての試練は，人間が襲われる状況に比較されうる。試練は，威嚇す
る方法で人間の上に落ちかかり，相まみえて格闘しなければならない力との現実的な戦

いである。このわれと外側からわれに侵入してくるなんじとの二者のあいだの戦いにお

いて，試練にとり構成的である諸状況が生じてくる」（28）と。だがここでは「言葉に表

わせない呻き」（gemitus inenarrabilis）に陥って，人間の存在の全体が一つの問いに化
している。こうした根本状況についてルターは言う，「言葉でもって人はそれを語れず，

ただ心の激しい動きによる（Mit dem worten redt mans nicht,sed tantum affectu.」（WA 
40, I, 586, 7）と。
このように試練の経験を受けてルターは神秘主義に繋がっているが，「放棄」の内容

を検討すると，そこには人間的な意志にもとづく道徳的な功績思想が入る余地が全くな

い程に，試練によって自己が全面的に否定され，「ただ信仰によって」（sola fide）立つ
自己の在り方が力説された。このような自己否定こそ超越的な上からの契機を導き入れ

ていることは，とりわけ「拉致」体験で明瞭になる。

（7）ルターとシュタウピッツ
ヨーロッパ一六世紀の宗教改革は，周知にように，贖宥の効力について問題を提起し

た「九五カ条の提題」の発表によって開始した。そこには「悔い改め」が冒頭から強調

された。ルターはこの悔い改めの意義を，当時行われた宗教的な免罪の儀式としてでは

なく，心の全面的な方向転換として理解することによって宗教改革の道を実質的に拓い

たのであった。ヴィツテンベルク大学の直接の上司で，ルターの霊的な指導者であった

シュタウピッツは当時のアウグスティヌス派隠修道士会のドイツ支部長であり，アウグ

スティヌスの精神に基づいて「恩恵のみ」（sola misericordia）を強調する恩恵論を確立
していた。彼はルターの深刻な試練に対し牧会的配慮をなし，「悔い改め」の正しい理

解と「罪人の義認」および「キリストの御傷の省察」を説き，それと合一する「キリス

ト神秘主義」の教えを伝えている。ルターが『贖宥の効力についての討論の解説』

（Resolutationes disputationum de indulgentiarum virtute, 1518）に付した序文による
と，シュタウピッツはプロテスタントの宗教改革の先駆者であるばかりか，その父でも

あることになる。なぜなら，この序文における「悔い改め」（poenitentia）の解釈が直
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接シュタウピッツに由来するならば，宗教改革の発端は彼に淵源すると言えるからであ

る。しかし，この序文を注意して読むならば「真実の悔い改めが神の愛と義から開始す

る以外になく，他の人々によれば悔い改めの目標であり完成であると見なされているも

のが，むしろその反対に悔い改めの初めであるということを，あなたが天から語られた

かのようにわたしたちは受け取った」（WA. 1, 525, 11-14）と語られているが，それに
続く「悔い改め」のギリシア語の意味の発見は古典語の専門家の示唆に負うていること

が明らかに示される。この古典語の専門家がだれであるかは明確には示されていない。

しかし『校訂：語新約聖書』第二版を参照するならば，「心を再び立て直すこと」

（resipicentia）としてのメタノイアの語義を初めて世界に示したのはエラスムスである
ことは明白である。歴史家ベイントンによると，ルターはこの事実をあえて隠している

としか考えられない（29）。この「悔い改め」の中世的サクラメントとしての意義を彼が

突破したことこそ，贖宥問題に端を発する宗教改革の運動を引き起こしたのである。

ルターにはシュタウピッツの言葉が「ますらおの鋭い矢」（詩二六・四）のように突

き刺さり，聖書研究によって悔い改めの意義を探求していき，悔い改めが彼にとり心地

よいものとして理解されるようになつた。その理由が次のように語られている。

こうして神の戒めは，ただ書物においてではなく，救い主のきわめて柔和な御傷に

おいて読まれるべきであるとわたしたちが理解するとき，好ましいものとなるから

である（ibid., 21-23）。

この文章にある「救い主の極めて柔和な御傷のもとで読まれるべきである」（in 
vulneribus dulcissimi Salvatoris legenda）という言葉は，シュタウピッツの神秘思想の
決定的影響が示されている。なぜなら「救い主の極めて柔和な御傷」という言葉には

シュタウピッツの根本思想「キリストの御傷の省察」が反映しているからである（30）。

さらに先の文章には「読まれるべきである」とあって，「朗読」（lectio）と「省察」
（meditatio）が示唆されている。というのはすでに考察したように「読む」という行為，
すなわち lectioはmeditatioと oratioと共にフーゴー以来，神秘主義の教育階梯として
よく用いられていたからである。

このように考察すると，わたしたちはシュタウピッツの影響がきわめて大きかったこ

とをルター神学の方法においても認めざるをえないといえよう。とりわけ「キリストの
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御傷」の「省察」や「同形化」および「試練」において両者の思想は一致している。ま

た両者ともアウグスティヌスを受容しながら自己の思想を形成して行った点でも同じで

あるが，シュタウピッツがアウグスティヌスの予定説を全面的に受容しているのに対

し，ルターは自己の信仰体験にもとづいてアウグスティヌスの義認論をも批判的に受容

していった。ここに両者の相違点が示されているといえよう。
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低地ドイツ語圏における
ルター派領邦教会の成立

― 教会規定と職制の問題 ―

多　田　　哲

はじめに：ルター派教会（ルーテル教会）とは何か
2017年に宗教改革 500年を迎え，その前年にはスウェーデンのルンド大聖堂でルーテ
ル教会とローマ・カトリック教会との共同の祈りが行われた。ルーテル世界連盟の議長と

ローマ教皇とが互いに抱き合う姿は，500年に及ぶ教会対立の終わりを予感させるもので
あった。しかし，記念すべき 500年が過ぎ去った以降は目立った進展もなく，現実には，
両教会の隔たりは，なお多く残されている。ルンドでの共同声明において「わたしたちの

共同体の多くの会員たちは，十全な一致の具体的な表れとして，ひとつの聖卓で聖餐を受

けることを心から願っています。全生活を共にしながら，聖餐の聖卓において神の救いの

現臨を分かち合うことができない人々の痛みを経験しています。わたしたちはキリストに

あってひとつとなるという人々の霊的な渇きと飢えとに応えるべき，わたしたちの牧会的

な共同の責任を認識しています。わたしたちはキリストのからだにおけるこの傷が癒され

ることを切に願っています。これは神学的な対話へのわたしたちの関わりを新たにしてい

くことによってもまた，わたしたちのエキュメニカルな努力の目指すところなのです」（1）

と表明されているように，両教会を隔てる最大の痛みは聖餐に共に与ることができないと

いうことであるが，それはもはや，聖餐論の相違というよりも，むしろ職制の問題である

ことが『争いから交わりへ』において指摘されている（2）。教会の「使徒継承」がローマ

教皇を中心とする歴史的司教制の下で守られてきたとするローマ・カトリック教会の職制

に対し，ルーテル教会の職制は，どのようなものであろうか。あるいは，牧師とは，どの

ような存在であろうかということについて，様々な見解がある。

エキュメニカルな対話の中で出された見解の中には，例えば『洗礼，聖餐，職務』，

いわゆる「リマ文書」において「使徒的継承の第一のしるしは，全体教会の使徒的伝承

のうちに見出される」（3）としながらも，「監督職の継承が教会の歴史的な継続性と一致

を保障するとまではゆかないにしても，少なくともその象徴としての意味がある」（4）と
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述べられており，「こんにち，教会合同に向かっての具体的な交渉にはいっているもの

をも含めて，諸教会は全体教会の生活の使徒性をあらわすしるしとして監督職の継承を

認めたらどうかという意志を示す方向にあるといえる」（5）と指摘した上で，「監督職の

継承をおこなってはいないが，信仰と宣教における使徒性の継続性に忠実であろうとす

る諸教会はみことばと聖礼典の職務を維持しており，それはこれらの諸教会の信仰と実

践と生活からあきらかである。これらの諸教会は，使徒的な教会の継続性が，監督（司

教）による按手を歴史的に継承してゆくかたちのなかに深く表現されていること，そし

てしかも，自分たちの教会がそのかたちをとっていないにもかかわらず，使徒的伝承の

継続性には決して欠けていないと考えつつもなお，こうした監督職による使徒的継承の

行為が，その継承性をさらに強化し深めるしるしとなっていることをよく理解すること

が求められる。そしてその認識のもとに，監督による使徒的継承のかたちを取らないこ

れらの諸教会も，監督職による使徒的継承が回復される必要性を認めるようになるかも

しれない」（6）と述べられているのである。このことは，監督制を採用していない教会に

対して，それとは異なる形での使徒継承を認めながらも，実質的には監督制による使徒

継承を採用することが望ましいことを奨励していると言える。

リマ文書において，監督制とか監督職と言った場合，単に監督という職務についてだ

けでなく，監督，長老，執事という三段階職制を前提としている。というのも，「新約

聖書が職制の固定したパターンを示していないにもかかわらず，また聖霊が教会に対し

てしばしば，その環境や状況からくるニードに応じた職制のかたちをとりいれるように

導きをおあたえになったにもかかわらず，そして更に，今まで知られなかったような新

しいかたちの職制が，聖霊の賜物をあたえられることによって聖別されるようなことが

あったにもかかわらず，監督，長老，執事より成る三種の職制の形態は，私たちが模索

している一致の表現として，またこの一致にいたる手だてとして効果的に用いることが

できるであろう。歴史的にいえば，まさにこの三種の職制の形態が初期の教会において

一般的に受容された形態となったし，今日でも多くの教会がそれを保持している形態な

のである」（7）と述べられている。

さらに，リマ文書ではそのような職制への叙任について，そのサクラメンタルな性格

を重視している。「任職は決して，共同体の内部のひとつの制度にかかわるものにすぎ

ないというのではなく，またこの教会の職制に任じられる人物個人にかかわるにすぎな

いというものでもないのである。特に，任職式をつかさどるように指名された人びとが
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按手することによっておこなう任職の行為自体は，聖霊を求める祈りのわざ（エピク

レーシス epiklesis）であると同時に，秘義的なしるし」（8）であり，「教会が祈る聖霊を

求める祈り（エピクレーシス）に対する応答は，神の自由にゆだねられていることでは

あるが，キリストにおいて約束されたことがらに真実をもって臨まれる神が，人間関係

という偶然的な歴史的なかたちのなかに秘義的に宿られ，そのかたちを神御自身のみ旨

にしたがって用い給うことを教会は確信して，任職するのである。任職の行為は，そこ

で意味されている霊的な関係が，そこで語られるみことばと，そこでおこなわれる儀式

的所作と，そこで用いられる儀式的な形式のなかに，またそれらと共に，そしてまたそ

れらを通して現実になると信じて，とりおこなわれるしるしなのである」（9）。このサク

ラメンタルな性格から，一般的な役職への任命あるいは雇用関係とは異なり，叙任の行

為は一度限り行われるのであって，その教職から離れて後に復帰する場合の再按手は行

うべきでないことが述べられているのである。すなわち，「任職をうけた教職が最初の

任務に就く場合に，その教職としての職務に年限を課することがあってはならないとい

うのが通常である。しかし賜暇による一時的な離任は，この任職の原則に矛盾するもの

ではない。教会の職務への復帰に教会の同意が必要ではある。しかしその場合にもう一

度任職式をやりなおすようなことはありえない。教会の職制のいずれかの種類の職務に

任職されるということは，その職務のために神がおあたえになった霊の賜物（カリス

マ）を認めることを意味するのであって，この意味からいって任職式をくりかえすこと

はありえないのである」（10）と述べられている。

この「リマ文書」の見解は，かなり伝統的な教会の立場であるとの印象を与えるにし

ても，実際に北欧のルーテル教会では歴史的監督職と使徒継承とが保持されているし，

ドイツのルーテル教会でも歴史の中で多少の変遷はあれども，教会制度として監督職を

保持している。日本のルーテル教会は，いずれの教会組織も監督職を置いていないが，

アメリカ福音ルーテル教会のように聖公会との関係の中で歴史的監督職を再導入した例

もある。エキュメニズムの時代が徒労に終わろうとしている今，ルーテル教会とは何か

を考える時に，このような教会制度，特に，その職制について改めて考察する必要があ

るのでは無いかと考える。

ルーテル教会の職制を考える時，その成立過程，すなわち，宗教改革期の職制に目を

向けることは一つの有効なやり方である。そして，それは領邦教会の成立とも大きく関

わっている。本稿では，特に，ブラウンシュヴァイク・ヴォルフェンビュッテル公国を
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中心に，シュトイアヴァルトとパイネ，ハノーファー，メクレンブルク公国といった低

地ドイツ語圏における監督の職務について述べる。ブラウンシュヴァイク・ヴォルフェ

ンビュッテル公国を中心として低地ドイツ語圏を対象にした理由は，次の 3つである。
（1）低地ドイツ語圏へのルター派の受容は，当初，低地ドイツ語を介して行われたが，
ブラウンシュヴァイク・ヴォルフェンビュッテル公国では一致信条書の成立までの間で

約 20年ごとに３つの教会規定が出されており，最初の 2つはブーゲンハーゲンによる
もので，3つ目はケムニッツによるものである。ブーゲンハーゲンは低地ドイツ語圏の
改革者として低地ドイツ語にルター聖書を翻訳した人物であり，ケムニッツは一致信条

書の編纂をした人物であり，どちらも宗教改革期のルター派にとって重要な役割を果た

している。約 20年ごとに 3回，すなわち，1528年，1543年，1569年という 40年の
時代の流れを見ることができるということ。（2）ルターが編集に関わったザクセン教会
規定は多くの研究があるが，ブラウンシュヴァイク・ヴォルフェンビュッテル教会規定

や低地ドイツ語圏の教会規定についての研究は少数であること。これは，低地ドイツ語

圏における文書が，特に，宗教改革期前半では低地ドイツ語で記されており，いわゆ

る，現代標準ドイツ語につながる高地ドイツ語の系統ではないため，周辺的な史料と見

なされているのかもしれない。実際，16世紀後半になると低地ドイツ語圏でも公文書
が高地ドイツ語で記されるようになっている。（3）一致信条書の編纂をしたもう一人の
人物であるアンドレーエが携わり，ケムニッツのブラウンシュヴァイク・ヴォルフェン

ビュッテル教会規定にも影響を与えたヴュルテンベルク教会規定大全について私自身が

神学校卒業論文で取り上げたことである。つまり，ルターによって宗教改革運動が牽引

されていた 16世紀前半は，ルターというカリスマ的存在を中心に運動が展開していた
のであり，むしろ，ルーテル教会の成立や特徴づけるものは，ルターの死後に体系化，

制度化していく過程で整えられていったのではないかと考えるゆえに，ブラウンシュ

ヴァイク・ヴォルフェンビュッテル公国教会規定や低地ドイツ語圏の教会規定について

考察することは意義があると考えるのである。

先行研究：職制について
宗教改革期の職制についての研究で比較的に新しいものではKrarup（2007）があり，
ルターの職制に対する考え方やヴィッテンベルクにおける叙任についての考察が詳細に

なされている。Krarup（2007）では，先行研究の検討に際して，宗教改革期の叙任に
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関する研究の嚆矢はGeorg Rietschelが 1889年に発表した Luther und die Ordinationで

あると述べている（11）。これは 19世紀の半ばに起こった Friedrich Julius Stahlと
Johann Wilhelm Friedrich Höflingとの間で起こった教会の職制についての対立に関連
しており，その争点は教会の職制の起源についてであった。Stahlは職制における神の
制定を強調したが，Höflingは全信徒祭司性における会衆の委託を強調したのである。
その対立に RietschelはHöflingの立場を擁護し，叙任は共同体の委託によって制定さ
れたものであると主張した。1535年からヴィッテンベルクで行われた共同の叙任式に
ついても礼典的側面より法的側面から解釈を行い，ルターにとっては叙任と召命をほぼ

同義であって，会衆と叙任される者の召命の確認行為として公の礼典が行われると考え

たのである。しかし，Krarup（2007）では，ルターの叙任に対する考え方とヴィッテ
ンベルクにおける叙任の経緯を詳細に記し，その上で，『アウグスブルク信仰告白』の

第 14条を引き合いに出し，「教会の職務にとって祈りと按手による叙任は必要な前提条
件であった」（12）と指摘している。

Braaten（1998）は，今日のエキュメニズムの文脈でルーテル教会の教会論を概観し
ている。ルーテル教会は『アウグスブルク信仰告白』の第 7条にある “satis est”（十分
である）という言葉によってエキュメニズムに貢献してきた。つまり，一致のための条

件を最低限に設定することで，一致の可能性の幅を広げたということである。それ以外

の諸条件は一致に必須ではない，いわゆる，アディアフォラとして扱われてきた。しか

し，アメリカ福音ルーテル教会とアメリカ聖公会との一致の際，アメリカ福音ルーテル

教会が歴史的監督職を再び制定したことで，“satis est” が問い直されたのである。「ルー
テル教会が今や再び歴史的監督職を制定すべきであるとすれば，教会の一致のために御

言葉とサクラメントが必要だという合意以上に何か譲歩しているのだろうか。アディア

フォラ（本質的でないこと）を本質的な教会のしるしの段階に引き上げたことに対する

責任があるのだろうか。その上で，ルーテル教会の信仰告白にある satis est の原則に反
しているのだろうか」（13）という問いを述べ，その答えとして「satis est の原則の光に照
らして，監督，長老，執事という伝統的な三段階職制に反対する共通のルーテル教会の

論争は，完全に時代錯誤である。第 7条が書かれた時，改革者たちが属していた教会は
三段階職制を持つ教会であった。改革者たちはそれを取り除こうとはしなかったし，単

一の職制に引き下げようともしなかった。あるいは，教皇制から抜け出そうともしな

かったのである。もしも，その信仰告白をした者たちが教会の職制を拒絶したかったの
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だとすれば，明確な目標を持っていたはずである。…（中略）… 改革者たちの関心は，
第一に救済論であって，教会論ではない。我々がこの信仰告白文書の中から教会論につ

いてわかることは，氷山の一角に過ぎないのである。残りの部分は隠されており，多く

は前提になっている。全体像は改革者たちの他の著作から構成していかなければならな

い」（14）と述べている。Braaten（1998）の指摘で重要なことは，アディアフォラとして
扱われている事柄が不当に周辺に追いやられているのではないかということである。

Hellmut Lieberg（1962）は，ルターにおける職制とメランヒトンにおける職制を比
較し，全信徒祭司性と叙任による職制が共に必要であると考えたルターの双極的な考え

方について，召命と叙任という職制を支える二本の柱があると指摘している。すなわ

ち，「ルターによれば，召命が決定的であって叙任はそうでないとも，叙任が決定的で

あって召命はそうでないとも言うことはできない」（15）のである。つまり，全信徒祭司

性においてある人が召命を受けたならば，その人は叙任されなければならないし，叙任

されるならば召命を受けていることが前提であるということである。

Smith（1996）では，福音主義教会内における叙任の成立過程が詳しく検討されてい
る。ルターが宗教改革運動を牽引していく中でも 1520年代はローマの司教制による叙
階が続けられていた。福音主義教会内における独自の按手は１，２例の記録があるのみ

である。つまり，宗教改革を担う若手の牧師たちもローマの司教制による司祭に叙階さ

れて教会に派遣されていたのである。しかし，1530年以降，ローマの司教制による叙
階は急速に減少していき，深刻な牧師不足により独自の按手の必要性に迫られたのであ

る。そのことで「カトリック教会の司教制を経ていない候補者が現れ始め，さらに彼ら

は福音主義教会の礼典によって確定されていなかった。そのように召命されたが，しか

し聖別されてなければ，叙任されてもいない牧師たちは，彼らの職位の正当性に関する

良心の危機に面した」（16）と指摘されているのである。

日本のルーテル教会においては，三浦謙によって宗教改革期の職制に関する論文がい

くつか出されており，宗教改革初期のルターの職制論と中期以降の職制論とでは，明ら

かに強調点が変わっており，初期においては全信徒祭司性を強調したが，中期以降は領

主の権威の下での叙任に重きを置くようになったことが指摘されている（17）。

低地ドイツ語について
ドイツ語は大きく高地ドイツ語と低地ドイツ語とに区分される。概ね，高地ドイツ語
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はドイツ南部，オーストリア，スイスなどアルプス北側の標高の高い地域が言語圏と

なっている。そのため，高地ドイツ語と呼ばれる。低地ドイツ語はドイツ北部やオラン

ダ，ベルギーなど，北海やバルト海沿岸，ライン河岸などの標高の低い地域が言語圏と

なっている。そのため，低地ドイツ語と呼ばれる。高地ドイツ語と低地ドイツ語とを分

ける概念上の境界線はベンラート線と呼ばれる。デュッセルドルフのベンラートを起点

にフランクフルト・アン・デア・オーダーに至るこの境界線より北側が低地ドイツ語

圏，南側が高地ドイツ語圏であるが，もちろん，実際の言語境界は複雑に入り組んでい

る。ベンラート線は，線というよりも帯であり，かなりの幅を持っている。この帯状の

地域を，特に，中部ドイツ語圏と呼ぶ場合もある。そこの言語は高地ドイツ語と低地ド

イツ語との両方の特徴を有している。また，帯の南岸線をシュパイアー線として区別す

る場合もある。高地ドイツ語と低地ドイツ語とは，もともとゲルマン祖語の西方言に由

来するとされ，西ゲルマン諸語に分類されている。西ゲルマン諸語は，他に，英語，フ

リジア語などがある。また，現代ではオランダ語はドイツ語と別言語として分類されて

いるが，これは低地ドイツ語から分化したもので，16世紀の時点では低地ドイツ語の
方言とみなす立場と中期オランダ語としてみなす立場がある。同様に，ルクセンブルク

語もドイツ語の方言とみなす立場がある。これらのことは，言語と方言との定義が明確

でなく，しかも，常に変化している言語を固定的に捉えることの難しさを表している。

高地ドイツ語と低地ドイツ語との特徴的な違いは子音である。6世紀頃から第二次子
音推移という規則的な子音の音変化が起こり，高地ドイツ諸語が発生した。そのため，

第二次子音推移は高地ドイツ語子音推移とも呼ばれる。ベンラート線は，この第二次子

音推移の有無を概念化したものである。第二次子音推移はアルプス地方で発生し，約

300年かけてベンラート線まで到達して停止した。最も第二次子音推移の影響が強かっ
たスイスの古アレマン語は，最高地ドイツ語と呼ばれている。この地域はスイスの中で

も特に標高の高い山岳地帯で，そのため，最高地ドイツ語と呼ばれる。

低地ドイツ語圏では 12世紀ごろ，低地ドイツ語の文学が興隆し，中低フランク語が
中低ドイツ語の代表的言語と見なされるようになったが，13世紀にハンザ同盟が広が
ると，中低ザクセン語もドイツ北部の主要言語となった。低地フランク語のうち，低地

地方（ネーデルラント）のフランク語が次第に分化して中期オランダ語となって，現代

オランダ語の元となった。この時期の有名な文学作品としては『狐ラインケ』や『ザク

センシュピーゲル』などがある。15世紀頃になると高地ドイツ語圏で長母音が二重母
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音化する母音推移が起こり始め，初期新高ドイツ語期に入る。この母音推移は高地フラ

ンク語から起こったと考えられている。例として，/u:/ > /au/ （ex. ûß > aus）, /i:/ > /ai/ 
（ex. zît > zeit） などがある。ルターが活動し，宗教改革運動が起こった 16世紀はこの初
期新高ドイツ語期の範囲である。それゆえ，16世紀の低地ドイツ語と高地ドイツ語と
は，第二次子音推移による子音の違いに加え，新高ドイツ語の母音推移による母音の違

いもあり，それぞれ大きく異なった特徴を有していたのである。たとえば，前掲の例を

挙げれば，高地ドイツ語 aus に相当する低地ドイツ語は ût であり，高地ドイツ語 Zeit 
に相当する低地ドイツ語は tîd である。低地ドイツ語の音は，むしろ，第二次子音推移
や母音推移を経ていない北欧の諸語と共通点が多く，また，大母音推移を経たものの第

二次子音推移を経ていない英語の方が高地ドイツ語よりも近いのである。たとえば，低

地ドイツ語 ût に相当する英語は out であり，低地ドイツ語 tîd に相当する英語は tide で
ある。それぞれ，スウェーデン語では ut と tid である。
しかしながら，16世紀ごろから低地ドイツ語圏の領邦の官房において高地ドイツ語
で文書を記す傾向が現れる。これはハンザ同盟の影響力の低下も一因であるが，活版印

刷技術の伝播が大きく影響している。活版印刷技術は高地ドイツ語圏で先に発達し，16
世紀の段階で既に南ドイツや上部ライン地方では普及が進んでいたが，低地ドイツ語圏

では新しい技術であったため，高地ドイツ語による印刷物が低地ドイツ語圏に流入して

いたのである（18）。また，宗教改革運動も高地ドイツ語圏の拡大に影響を及ぼしている。

ルターやメランヒトンなど，運動を牽引した者たちは高地ドイツ語話者であったし，改

革者たちは運動の中心地であるヴィッテンベルクやハレなどの高地ドイツ語圏で学んだ

ことを持ち帰ったのである。ただし，領邦の官房や教会が高地ドイツ語を導入していっ

たからと言って，民衆の話し言葉まで高地ドイツ語に移行したわけではない。アンド

レーゼンは「16世紀を通して，低地ドイツ語は北ドイツ全体において説教の言葉であ
り，讃美歌，祈り，牧会，そして，実務の言葉であった」（19）と述べている。高地ドイ

ツ語に移行していったのは，官房の書記言語としてであり，人々の話し言葉はなお低地

ドイツ語であった。

領邦教会成立の背景：巡察と臨時司教
ルターは 1526年にザクセン選帝侯に対して領邦内の巡察を行うように要請した。こ
れは，各教会で福音主義の説教と正しい聖礼典が執行されているかどうかを監督するた
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めであった。これに応じて，1527年から 1528年にかけて最初の巡察が行われた。その
結果，様々な現実的な問題に直面したことで，『ザクセン選帝侯国の牧師に対する巡察

使の指導書』が作られた。これによって，1528年から 1529年にかけて領邦を 6つの区
域に分割した全面的な巡察が行われ，ルターも自ら巡察使として赴いた。この巡察を基

に『巡察条例』が発布された。この条例では，事実上ルター派以外の教会を認めないこ

とが示され，従わない者には選帝侯の権力をもって厳しく対処することが定められてい

る。このことは領邦教会の成立の萌芽であり，このザクセン選帝侯国で行われた領邦巡

察が，その他の領邦における教会規定の土台となったのである。

領邦君主は教会の巡察を行うことで自領内の教会を実質的な管轄下に置くことになっ

たが，ここから臨時司教（Notbischof）という考えが出てくることになる。1542年の
『実例，一人の真のキリスト教的司教の聖別』には「今や，我々の世俗君主たちは臨時

司教であらねばならない。そして，我々牧師たちや説教者たちが説教し，教会や学校に

仕えることができるように我々を守り助けなければならない」（20）と記されている。こ

れには，次のような経緯があった。1541年，ナウムブルクとフライジングの司教であっ
たフィリップ・フォン・プファルツが死去したことで，後任を誰にするか聖堂参事会の

中に混乱があった。フライジングは南ドイツのカトリック司教領で，司教は世俗領邦君

主としても有力であったが，フライジングから遠く離れたナウムブルクの司教職は名目

的なものであり，既に福音主義への改革が進んでいたナウムブルクにはルター派の監督

も置かれていたのである。一旦，聖堂参事会はユーリウス・フォン・プフルックをナウ

ムブルク司教に推挙したが，ザクセン選帝侯ヨハン・フリードリヒが福音主義のニコラ

ウス・フォン・アムスドルフを指名し，ルターもローマがその任を果たせないならばそ

れに代わって世俗君主が司教の職務を行うと考え，聖堂参事会は選帝侯の裁可なしに司

教を選ぶべきでないと主張したのである。しかし，この段階では臨時司教の職務は不明

瞭で，福音主義に移行した領邦に名目的なカトリック司教が残されているという状況を

解決するための緊急措置という側面が強い。この結果として，ナウムブルクではカト

リック司教のユーリウス・フォン・プフルックと福音主義司教であるニコラウス・フォ

ン・アムスドルフが並立するという状態になった。ルターは，近隣の監督あるいは司教

が叙任式に臨席することで「旧来の教会に必要であり旧来の教会法が，ある人を司教に

聖別する時は近隣の司教たちがそこに臨席すべきであると教えているように行ったので

ある」（21）と記し，この混乱に際して福音主義側の司教叙任が正しくキリスト教的な聖
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別であることを弁証している。この臨時司教という考え方と，既に行われていた教会巡

察とが結びつき，外見上は極めてカトリック教会の司教制に近い監督制が成立していっ

たと推察できる。しかし，この制度は，ルターにとってあくまでも緊急措置であり臨時

であるに過ぎなかったのであるが，この「緊急」の状態は続き，領邦教会の成立へと向

かうのである。

『ブラウンシュヴァイク教会規定』（1528）
ヨハネス・ブーゲンハーゲンはザクセン選帝侯国で行われた教会巡察に基づいて

1528年の『ブラウンシュヴァイク教会規定』（Der Erbarn Stadt Brunswig Christlike 
ordeninge） の「監督とその補佐役について」（vam Superattendenten vnde synem 
hulpere） の項で監督の職務について規定している。

eynen SVPERATTENdenten / das is / eynnen vpsëher / dem̅ mit synem̅ Adiutor de 

gantze sake aller predigern̅ vnde der Scholen / …… Wy willen nicht liden mit vnsem̅ 

wëtende secten edder partyen des wördes haluen. Ock nicht liden mit valsche predigen 

wedder dat Euangelion / dat is / wedder de gnade Gades / vns dorch Jesum Christum 

vnsen HERRN geschenket / Ock nicht wedder den beuehl vnde insettinge der döpe 

vnde des sacramentes des liues vnde bludes vnses HEREN JESV Christi / van Christo 

mit klaren worden ingesettet vnde beualen.（22）

監督は，彼の監督補と共に，全ての説教者と学校とについてのあらゆる事柄を
監督する者 である。…［中略］… 我々はこれ以上の分派や異端を望まないし，
誤った説教によって我々の主イエス・キリストがくださった福音と神の恵みとを
失うことを望まない。また，キリストが明らかに設定し，命じた洗礼と，我々の
主イエス・キリストの体と血というサクラメントを失うことを望まない。

監督の職務は説教者が福音と神の恵みとを説教し，サクラメントを正しく執行してい

るかを巡察によって監督することであることが記されている。ただし，細かい規定は書

かれておらず，「これについて，これ以上のことはザクセンの巡察指導書を読むこと」

と書かれている。1528年版は，ほとんどが礼拝の規定と学校の規定，共同金庫の規定
で，教会制度についてはほとんど書かれていない。礼拝規定は，1526年にルターが出
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した『ドイツ・ミサ』に準拠し，言葉を低地ドイツ語に訳したものが載っている。例と

して，聖餐の設定辞を挙げる。

Vnse HERE Jesus Christus / in der nacht dön he vorraden wärt / nam dat bröt / 

dankede / vnd brackt / vnd gaf synen iungern̅ vnd sprack / Nemet hen vnd ëtet / dit is 

myn lÿff / dat vor iw gegeuen wert. Solk doht to myner gedechtnisse. 

Des geliken nam he ock den kelk / na dem̅ auent male / dankede / gaff en vnd sprak. 

Drinket alle dar vth / Disse kelk is eyn nye testament / in mynem̅ blude / dat vor iw vth 

gegaten wert / to vorgeuinge der sunden. Sulk doth / so vake̅ gy drinken to myner 

gedechtnisse.（23）

我々の主イエス・キリストは裏切られる夜，パンを取り，感謝し，割いて，弟
子たちに与えて，言った。取って食べなさい。これは私の体で，あなたたちに与
えられるものである。私の記念のために，そのように行いなさい。
晩餐の後，同じように盃を取り，感謝し，彼らに与えて，言った。皆，この盃
から飲みなさい。これは私の血における新しい契約で，罪の赦しのためにあなた
たちに与えられるものである。私の記念のために，あなたたちは繰り返し飲み，
そのように行いなさい。

また，説教者 （Prediger） という語は使われているものの，牧師 （Parner/Pastor） とい
う語は使われず，司祭 （Prester） が使われている。

Dar vp lëset de prester eynne dudesche Collecta / vnde dat volk ant werdet Amen. 

Denne keret sick de prester tom̅ volke vnde lest de Epistele also.（24）

さらに，司祭はドイツ語の特祷を読み，会衆はアーメンと応答する。そして，
司祭は会衆の方を向き，次のように書簡を読む。

司祭 （Prester / 高地ドイツ語では Priester） という語は，現代のドイツのルーテル教会
では一般的にあまり用いられない語であるが，ドイツ語の牧師 （低地ドイツ語 Parner / 
高地ドイツ語 Pfarrer） という語が元来 Pfarr「小教区」の Herr「主人」で，小教区付き
の司祭を指した言葉であって，カトリック教会における職制としてはギリシア語の 
presbyteros に由来する Priester であった。1559年の『ヴュルテンベルク教会規定大
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全』でも牧師按手の項目で Pristerweihe「司祭聖別」と記されいる例もあるが，
Visitatorn an den Parnere（25） 「牧師たちへの巡察使たち」のように記されている場合も
あり，使い分けの基準は不明瞭である。

Smith （1996） が指摘しているように，福音主義教会における牧師按手が本格的に始
まるのは 1530年代以降であるから，1528年に出されたこの教会規定は当座必要な実務
的な内容のみ書かれていると考えることができる。

『ブラウンシュヴァイク・ヴォルフェンビュッテル教会規定』（1543）
1543年の『ブラウンシュヴァイク・ヴォルフェンビュッテル教会規定』（Christlike 

Kerken-Ordeninge im lande Brunschwig-Wulffenbüttels deles） も，構成自体は 1528年
版と同様に，礼拝の規定，学校の規定，共同金庫の規定という三つの部に分かれてい

る。ただし，監督の職務がより具体的に規定されている。「監督について」（van den 
Superintendenten） の項を見ると，領内を 5つの区域に分けて，それぞれに監督を配置
している。それら 5人の監督は，ヴォルフェンビュッテルの宮廷説教者，ヘルムシュ
テットの牧師，ボッケネムの牧師，ガンダースハイムの牧師，アールフェルデの牧師で

ある。ここで，最初の 2人は Superintendent と記されているが，後の 3人は 
Superattendent と記されている。ただし，本文中には「これら 5人の牧師たちは次のよ
うに監督であらねばならない」（Disse vyff Pastoren scholen also Superintendenten 
syn）（26）と記されているため，職務としては同一のものであると判断できる。1528年
版のブラウンシュヴァイクの監督も Superattendent と記されている。

1543年版では新たな職位として der öuerste Superintendent が設置されている。訳す
ならば「最上監督」になる。これにはブラウンシュヴァイクの監督が就くことが規定さ

れている。また，ブラウンシュヴァイクには宗務局 （Consistorium Ecclesiasticum） が
設置され，神学教育と指導，巡察指導，調停などの役割を担うこととされた。

また，牧師 （Parner/Pastor） という語が使われるようになったが，なお，司祭 （Prester） 
という語も引き続き使われている。たとえば，de neuen Predicanten edder Cappellane 
scholen angenamen vam Parheren 「新しい説教者あるいはチャプレンは牧師に承認され
なければならない」（27）というように，元来の小教区を監督する者という意味で Parner 
（ここでは Parher） が用いられている例もある。あるいは，Vnse Prestere des Euangelij 
nemen nichts / van nemande in der Bicht / edder wenn se de Sacramente vorreken / 
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scholen ock van nemand wat forderen / sonder scholen den riken vn armen dienen / 
vorgeues glick 「我々の福音の司祭は告解の際に誰からも何も受け取らないし，また，サ
クラメントを行った時にも誰からもそういうものを要求すべきではない。そうではな

く，裕福な人にも貧しい人にも無償で喜んで奉仕すべきである」（28）という例もあり，

説教者としては Prediger / Predicant を，司式者としては Prester を，小教区（すなわ
ち，各個教会）の監督者としては Parner / Pastor を用いるというように，役割に応じて
使い分け，現代のように職制を示す語として牧師という語を使っているわけではないと

考えることができる。

『ハノーファー教会規定』（1544）
1544年の『ハノーファー教会規定』は通称で，原題は Christlike Kercken Ordeninge / 

Ceremonien vnde Gesenge となっており，ハノーファーとは明記されていないばかりか
地名も書かれていないが，序文に Allen Parheren vnde Kerckendenern des löffliken 
Förstendomes Hertogen Ericks 「エリック公爵の誉むべき侯国の全ての牧師たちと教会
奉仕者たちに」と書かれており，エリック公爵とはハノーファーに都を置いていたブラ

ウンシュヴァイク・リューネブルク侯国の領主であったエーリヒ２世である。それゆ

え，通称『ハノーファー教会規定』と呼ばれている。ブラウンシュヴァイク・リューネ

ブルク侯国は，先代領主のエーリヒ 1世がカトリックであったため公に教会規定が定め
られたのは 1544年が最初であるが，エーリヒ 1世はカトリックでありながら，隣接す
る領邦のヒルデスハイム司教と対立した経緯から宗教改革運動に寛容で，領内には既に

福音主義教会がいくつもできていた。また，配偶者のエリザベート・フォン・ブランデ

ンブルクは既に宗教改革を受容して福音主義に改宗していたブランデンブルク選帝侯ヨ

アヒム 1世の娘で，自身も福音主義であったので，エーリヒ 1世が 1540年に死去する
と，すぐにカレンベルクの宗教改革者であったアントン・コルヴィヌスと協力して領内

の巡察を開始し，福音主義化に努めた。

この教会規定は，教会規定というよりも原題にある通り礼拝のやり方と礼拝で歌うた

めの讃美歌とが記されている。そのため，領邦教会の制度や職制に関する記述はないの

であるが，序文に言語についての興味深い記述があるので引用する。

Nademmale sick dat meiste dël manck iuw so lange her beklaget / se können 
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sick yn der Ouerlendischen sprake / yn welckerer de vthgeghane Förstlike 

Ordeninge gedrücket / nicht wol schicken / Vnde darum me de sülue leuer yn 

Sassisscher sprake lesen wolden / So hebbe ick iuw vnde iuwen Parkinderen / de 

sunder twiuel ock gerne öhrer moder sprake leuer wenn eine frömde hören / tho 

gude / （29）

あなたがたの多くは上部地方の言語（訳注：高地ドイツ語）で出版された侯国
の規定にうまく適応できず，長い間ずっと嘆いていて，これらについてザクセン
語で読みたいと望んでいました。それで，私はあなたがたとあなたがたの教会の
子どもたちにとっても外国語より母語で間違いなく聞く方が良いと思い，

ここで「ザクセン語」と述べられているのは，ルターが用いた言語で高地ドイツ語に

分類されるザクセン語（上部ザクセン語）ではなく，低地ドイツ語に分類される低地ザ

クセン語（ニーダーザクセン語）のことである。当時の低地ドイツ語話者にとって，高

地ドイツ語の理解が困難であったことがわかる。

『メクレンブルク教会規定』（1554）
1554年にヴィッテンベルクで出された『メクレンブルク教会規定』（Kirchenordnung: 

Wie es mit Christlicher Lere, reichung der Sacrament, Ordination der Diener des 
Evangelij, ordenlichen Ceremonien, in den Kirchen, Visitation, Consistorio vnd Schulen, 
Jm Hertzogthumb zu Mecklenburg etc. gehalten wird）は高地ドイツ語で出版されてお
り，名義はメクレンブルク公ヨハン・アルブレヒトになっている。この教会規定はリヒ

ターの指摘によるとメランヒトンが編纂したものである（30）。内容は，全体の半分近くが

任用試験について記されている。福音主義の教理について教理問答の形式で，全 144葉
のうち第 6葉裏から第 68葉裏までの 125ページ分が占められている。「唯一の神の三つ
の位格について」や「キリストにおける二つの本性について」などの根本的な教理から

始まり，「なぜ教皇派が行っている犠牲のミサが誤りなのか」や「キリスト者にとって世

俗的権威は必要なく，キリスト者は世俗的権威に従うべきでないとする再洗礼の主張が

悪魔的な虚偽であることについて」などの宗教改革的な問題も設定されている。また，

ルターによる按手の式文が掲載されている。メクレンブルクは低地ドイツ語圏である

が，牧師の任用試験のための教理問答が高地ドイツ語で記されているということは，任
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用試験は口頭試問であるから，低地ドイツ語話者の受験者にとって大きな負担であった

ことが推察できる。『ハノーファー教会規定』の序文に「うまく適応できず，長い間ずっ

と嘆いていて」と書かれているのも，このような事情による可能性がある。

『シュトイアヴァルト・パイネ教会規定』（1562）
1562年にライプツィヒで出された『シュトイアヴァルト・パイネ教会規定』

（Kirchenordenung in Beiden Gerichten, Steurwolt und Peine）は，高地ドイツ語で書か
れ，当時，シュトイアヴァルトとパイネの領主であったシュレスヴィヒ・ホルシュタイ

ン・ゴットルプ公アドルフの名義となっている。この教会規定は巡察についてが主な内

容となっており，巡察の口頭試問で牧師が回答すべきことが記されている。問答は Vom 
Ampt der Pfarhernn 「牧師の職務について」と題され，1. Vom beruff. 「召命について」， 
2. Von der Lehre. 「教理について」， 3. Vom Leben 「生活について」， 4. Von Christlichen 
Ceremonijs / Predigen vnd jhren Ordentlichen Lectionibus. 「キリスト教的儀式，説教と
聖書日課について」の四部に分かれている。興味深いのは，最初の問答が教理ではなく

召命になっていることである。その第一問は Wer hat das Predigampt gestifftet / vnd 
eingesetzet? 「誰が説教の職務を創立し，設定したのですか」で，答えは Das hat vnser 
liber Herr Gott gethā 「それは私たちの愛する神がなさいました」となっており，第二問
は Wer hat denn euch Beruffen? 「では誰があなたがたを召したのですか」で，答えは 
Vnser Lieber Herr Gott mich Beruffen 「私たちの愛する神が私を召したのです」となっ
ている。教会巡察の性格から言えば，召命を確認するのは妥当であるが，『メクレンブ

ルク教会規定』において任用試験の問答がほぼ教理についてであり，教会による職務の

委託を重視しているのとは対照的である。

『ブラウンシュヴァイク・ヴォルフェンビュッテル教会規定』（1569）
1569年の『ブラウンシュヴァイク・ヴォルフェンビュッテル教会規定』（Kirchenordnung 

vnser von Gottes Genaden Julii Hertzogen zu Braunschweig und Lüneburg / etc. Wie es 
mit Lehr vnd Ceremonien vnsers Fürstenthumbs Braunschweig-Wulffenbütlischen Theils 
/ Auch derselben Kirchen anhangenden sachen vnd verrichtungen / hinfurt [ vermittelst 
Göttlicher Gnaden ] gehalten werden sol） は，マルティン・ケムニッツがチュービンゲン
のヤーコプ・アンドレーエの協力を得て編集したものである。『ヴュルテンベルク教会規
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定大全』と同様にタイトルが長く，高地ドイツ語で書かれている。この版では，新たに

総監督 （General Superintendent） と特別監督 （Special Superintendent） という職位が設置
されているが，1543年版で設置された 5つの監督が 1569年版では総監督として位置づ
けられ，その下に 2つから 5つの特別監督が置かれている。さらに，それぞれの特別監
督の下に何人の牧師がいて，どこに配属されているかも細かく規定されている。このや

り方は 1559年の『ヴュルテンベルク教会規定大全』の規定に倣ったものである。『ヴュ
ルテンベルク教会規定大全』の「監督と教会巡察」の項で「我々は我々の領邦において

以下の監督と教会巡察がある。地域を四分割して，それぞれに総監督を置き，そこに特

別監督を置くことを企図している」（31）と記されている。

また，巡察について『ヴュルテンベルク教会規定大全』の「特別監督の巡察と職務」

の項で「第一に，各々の特別監督は担当教区における各小教区を少なくとも年に二回は

巡察しなければならない。一回は四旬節の期間中，もう一回はバルトロマイの祝日

（8/24）の後に行う」（32）と記されているが，『ブラウンシュヴァイク・ヴォルフェン

ビュッテル教会規定』の「特別監督の巡察と職務」の項では「第一に，各々の特別監督

は担当教区における各小教区を少なくとも年に二回は巡察しなければならない。一回は

復活祭の後，もう一回はミカエルの祝日（9/29）の後に行う」（33）と記されている。内

容はほぼ同じであるのに，巡察の時期が少しずれている。

Erstlich / so sol ein jeder Special / ein jede Pfarr jme in seinem bezirck signiert / 

zum wenigsten Jerlichen zwey mahl visitiren / Nemlich / das ein mahl nach Ostern / 

das ander nach Michaelis.

さらに，巡察の際にチェックする項目も細かく規定されており，教義や礼拝に関する

ものが 11項目，学校に関するものが 2項目，財務に関するものが 12項目などである。
例えば，説教については以下のように質問が記されている。

Item / wieuiel er an Feyr vnd Sontagen / auch in der Wochen Predigen thue / zu 

welcher stundt vnd zeit / ob er auch die Euangelia Dominicalia / vnnd was er sonst für 

Bücher der heiligen Schrifft / Altes vnnd Newes Testaments außlege.（34）

項目。どのくらい祝祭日や日曜日に，また週のうちに説教をしているか。どの
時間か。また，主の福音書や他に旧新約聖書のどの書から語っているか。
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結論と展望
ブラウンシュヴァイク・ヴォルフェンビュッテル公国において出された 1528年，

1543年，1569年の 3つの教会規定における監督職についての項目からは，段々と教会
規定が細かくなり，領邦教会が制度化していく一端を見ることができた。今後は，監督

職の職務や宗務局との関係も見ていくことが課題である。1528年版は，ルターの『ド
イツ・ミサ』やザクセン選帝侯国での巡察に関する事柄を低地ドイツ語に訳して編集し

たものである。低地ドイツ語圏ではブーゲンハーゲンが 1534年に低地ドイツ語版ル
ター聖書を出版するなど，高地ドイツ語圏で始まった宗教改革がそのまま受容されたわ

けではない。『ハノーファー教会規定』の序文に記されているように，低地ドイツ語話

者にとって高地ドイツ語で書かれた教理や規定を読みこなすのは困難があった。そのこ

とを考慮に入れるならば，1543年の『ブラウンシュヴァイク・ヴォルフェンビュッテ
ル教会規定』は，低地ドイツ語で書かれた教会規定としてはかなり体系的で，低地ドイ

ツ語での宗教改革の受容を知る上で大きな手がかりとなる。1569年版は『ヴュルテン
ベルク教会規定大全』を参考にかなり細かい規定になっている。ローマ・カトリック教

会から離れ，領邦君主の権威の下で独自の教会を形成した領邦教会は，教会規定の制定

と監督による教会巡察とによって，外見上，ローマ・カトリック教会の監督制にかなり

近いものとして制度化されたと考えることができる。

また，本稿では低地ドイツ語に注目したことで，Parnerや Presterなどの用語の使い分
けについて観察することもできた。現代のルーテル教会では職制として「牧師」という

語が使われており，同時に，各個教会の牧師をも意味し，それは説教者，司式者，牧会

者を総称しているとも言うことができる。いずれにせよ，様々な教会の働きを担う者を

「牧師」という一つの語で表している。しかし，当時の教会規定を見ると，現代のように

職制を示す語として牧師という語を使っているわけではなく，説教者としては Prediger / 
Predicant を，司式者としては Prester を，小教区（すなわち，各個教会）の監督者として
は Parner / Pastor を用いるというように，役割に応じて使い分けている。つまり，Parner / 
Pfarrer が元来の意味である Pfarr 「小教区」の Herr 「主人」というニュアンスをかなり残
しているということである。そして，司式者，特に，聖餐の執行者として Prester の語が
使われているのは，単なる役割の別による使い分けであるのかも今後のさらなる検討が

必要である。メランヒトンは『アウクスブルク信仰告白の弁証』の第 13条で「もし按手
がみことばの務めについてのものと理解されるならば，われわれは按手を聖礼典と，た
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めらいがちに呼ぶことはしないであろう。なぜならみことばの務めには神のご命令があ

り，大きな約束があるからである」と述べ，さらに，「もし按手がこのように理解される

ならば，手を置くことを聖礼典と呼ぶことをわれわれはためらわない」（35）と述べてい

る。しばしば，ルーテル教会では全信徒祭司性が強調されるあまり，牧師の位置づけに

ついての議論が避けられる傾向があるように思うが，未決事項（アディアフォラ）につ

いて神学的判断を示すのは後代の我々に課された使命ではないだろうか。

各総監督の管轄する特別監督と牧師の配属数
『ブラウンシュヴァイク・ヴォルフェンビュッテル教会規定』（1569）



47多田哲　　

注

（1） https://www.ewtn.com/catholicism/library/joint-statement-at-the-catholic-lutheran-
commemoration-of-the-reformation-13236 （2020年 8月 31日閲覧）

（2） 一致に関するルーテル＝ローマ・カトリック委員会『争いから交わりへ ― 2017年に宗教改革
を共同で記念するルーテル教会とカトリック教会』ルーテル／ローマ・カトリック共同員会・訳，

教文館，2015，111頁～ 116頁を参照。
（3） 世界教会協議会信仰職制委員会『洗礼・聖餐・職務　教会の見える一致をめざして』日本キリ
スト教協議会信仰と職制委員会／日本カトリック教会エキュメニズム委員会・編訳，日本基督教

団出版局，1985，第 35項。
（4） ibid., 第 38項。
（5） ibid.
（6） ibid., 第 53項。
（7） ibid., 第 22項。
（8） ibid., 第 41項。
（9） ibid., 第 43項。
（10） ibid., 第 48項。
（11） Krarup, Martin: Ordination in Wittenberg: Die Einsetzung in das kirchliche Amt in Kursachsen zur 

Zeit der Reformation, Beiträge zur historische Theologie, 141, Tübingen, 2007. S. 3.
（12） ibid., S. 316.
（13） Braaten, Carl E.: Mother Church: Ecclesiology and Ecumenism, Augsburg Fortress, 1998. p. 89.
（14） ibid., p. 90-91.
（15） Lieberg, Hellmut: Amt und Ordination bei Luther und Melanchthon, Forschungen zur Kirchen- 

und Dogmengeschichte, Band 11, Göttingen, 1962.
（16） Smith, Ralph F.: Luther, Ministry, and Ordination Rites in the Early Reformation Church, 

Renaissance and Baroque Studies and Texts, Vol. 15, Peter Lang, 1996. p. 62.
（17） 三浦謙「初期領邦教会法の展開とその中に現れた教職像 : 一六世紀ザクセン教会法をめぐって」
ルター研究 5, 17-54, 1989年を参照。

（18） Vgl.: Schröder, Ingrid: Die Bugenhagenbibel, Mitteldeutsche Forschungen 105, Köln & Weimar 
1991. S. 9.

（19） Andresen, D.: Anfänge kirchlicher Terminologie und theologischer Rede in niederdeutscher 

Sprache, Diss. Kiel, 1982. S. 7.
（20） WA Bd. 53, S. 255.
（21） ibid., S. 257.
（22） Bugenhagen, Johannes: Der Erbarn Stadt Brunswig Christlike ordeninge, Brunswig, 1528. 



48　　低地ドイツ語圏におけるルター派領邦教会の成立

ID00069.
（23） ibid., ID00243.
（24） ibid., ID00238.
（25） ibid., ID00093.
（26）  - : Christlike Kerken-Ordeninge im lande Brunschwig-Wulffenbüttels deles, Wittenberg 1543. S. 

71.
（27） ibid., S. 66.
（28） ibid., S. 65.
（29） Bugenhagen, J. & Corvinus, A.: Christlike Kercken Ordeninge / Ceremonien vnde Gesenge, 

Hannover, 1544. ID00007.
（30） Richter, Aemilius Ludwig （Hg.）: Die evangelischen Kirchenordnungen des sechzehnten 

Jahrhunderts, Zweiter Band, Nachdruck der Ausgabe Weimar, Landes-Industriecmotoir, 1846, B. 
De Graaf, 1967.

（31） Christoph: Von Gottes gnaden vnſer Chriſtoffs Hertzogen zů Würtemberg vnd zů Teckh / Grauen zů 

Mümpelgart / &c. Sum~ariſcher vnd einfaeltiger Begriff / wie es mit der Lehre vnd Ceremonien in den 

Kirchen vnſers Fürstenthumbs / auch derſelben Kirchen anhangenden Sachen vnd Verrichtungen / 

Bißher geuebt vnnd gebraucht / auch fürohin mit verleihung Goettlicher gnaden gehalten vnd volzogen 

werden ſolle, Tüwingen, 1559. Bl. 231.
（32） ibid., Bl. 232.
（33） Julius: Kirchenordnung vnser von Gottes Genaden Julii Hertzogen zu Braunschweig und Lüneburg 

/ etc. Wie es mit Lehr vnd Ceremonien vnsers Fürstenthumbs Braunschweig-Wulffenbütlischen Theils / 

Auch derselben Kirchen anhangenden sachen vnd verrichtungen / hinfurt [ vermittelst Göttlicher 

Gnaden ] gehalten werden sol, Wulffenbüttel, 1569. S. 222.
（34） ibid., S. 225.
（35） 信条集専門委員会・訳『一致信条書 ルーテル教会信条集』，教文館，2006年。302-303頁。



49

混乱のときにあって福音を語る：
1522-23 年の一ペトロの説教におけるルターの

聖書解釈と第二世代の宗教改革者たちによる受容（1）

高 村　敏 浩

1. 導入
聖書の解釈者であったマルティン・ルターは，聖書釈義の歴史においてどのような存

在なのであろう。ルターより前の解釈者たちから分断された，独立した存在なのであろ

うか。それとも，先行する解釈者たちの流れを汲む，数多の釈義家の一人なのであろう

か。本論文はルターを，先行する釈義の伝統から恩恵を受けた者として釈義の歴史の中

に捉える。ルターは，その独自性をも含めて，先行する解釈者たちの釈義との対話を通

して聖書を理解したからである。同時にルターは，出版された講解や説教を通して彼に

続く世代の聖書解釈者との対話をも行ったのである。

2. 序論
D.スタインメッツ（David Steinmetz）は，1980年に発表した小論文『前批判的聖書
解釈の優位性について』（The Superiority of Pre-Critical Exegesis）の中で，現代聖書学
が無批判に受け入れている前提に対して批判的な立場を表明する（2）。スタインメッツは

B.ジョウェットが 1859年に発表した小論文で示した聖書解釈の目的，テキストには著
者が意図した意味だけがあり，聖書解釈はそのただ一つの意味を探求することが目的で

あるという理解を批判するが，ジョウェットはさらにその一世紀前に同じ理解を示した

J. P. ガブラーを追認しているに過ぎない（3）。ジョウェットやガブラーによれば，そのた

だ一つの意味に到達しない（できない）聖書解釈の試みは無意味となる。そして，その

無意味な試みの中には，マルティン・ルターと彼の同時代人たち，また中世の聖書解釈

者たちの解釈が含まれる。つまり，近現代聖書学の用いる高等批評の方法論に則らずに

行われた解釈がすべて含まれるのである。

このような理解に対して，スタインメッツは前批判的聖書解釈の意義を主張する。歴史

の文脈の中でどのようにテキストが受け取られ，理解されたのかということ，つまりは，



50　　混乱のときにあって福音を語る

聖書がどのように解釈されてきたのかということには意味があると主張するのである。

G. エーベリングが言うように，教会の歴史は聖書解釈の歴史以外の何ものでもないからで
ある（4）。20世紀半ばに，新しい運動があらわれる。それは，聖書解釈史という運動であ
り，そこにおいて歴史的人物の聖書解釈の方法や結果，技術や前提といったものがあらた

めて検証されるようになっていった（5）。その中には，ルターが再び含まれている。そのよ

うは再検証と再評価はまず，ヤロスラフ・ペリカンの『ルターの聖書解釈』（アメリカ版

Luther’s WorksのCompanion Volume）などに見られるように，ルターの聖書釈義全体か
ら抽出したものを方法論としてまとめるかたちで結実した（6）。このような試みは有用であ

るが，批判もある。それは，抽出してまとめるという作業は，具体的な文脈から切り離し，

ほかにも適用されうるように抽象化することだからである。つまり，抽象化することによっ

て，ルターや改革者たちが行った解釈のうち，一貫性を持たないとされたものについては

十分な注意が向けられない可能性をはらむということである。そのため，運動の次の段階

は，ルターが具体的にどのように与えられたテキストに取り組み，解釈をするのかという

ことへと関心を広げていった。スタインメッツは，このような流れの中で研究を進める。

スタインメッツとその生徒たちは，改革者たちの聖書解釈を，一つの歴史的イベント

して捉える（7）。それは言い換えれば，与えられた聖書解釈を，その行われた歴史的文脈

の中に置き，そのテキストが解釈を行った改革者によってどのように理解され，受け取

られたのかを検証するということである。そしてこのようなイベントが集まり，聖書解

釈史を形成しているのである。本研究もまた，この流れを汲んだものである。

3. 方法論と資料
本研究は，ルターが 1522年に行ったペトロの手紙一（以下，1ペトロ）の説教をまと
めた「説教注解書」（sermonic commentary）を主要テキストとする。1521年からルター
は，ワルトブルク城で隠れて過ごした。その期間に行った神学活動はいくつもあるが，

その中でも特に重要なものは，新約聖書のドイツ語への翻訳であろう。ルターは 1522年
3月に，彼の不在中に起こった騒乱を受けてヴィッテンベルクへと帰還する。その際に行
われた Invocavitの説教として知られる 8つの説教は有名であるが，ルターが，日課は別
として，ヴィッテンベルク帰還後に説教のために最初に取り上げた聖書の書物が 1ペト
ロであることはあまり知られていない。ルターは，1ペトロの説教を 5月末から開始し，
翌年 1月まで行っている。ヴァイマール版ルター著作集の編纂が行われ始めたころ，こ
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の 1ペトロの説教がいつ行われたのかということについては不確定な部分があった。そ
のため，編者は説教を一年後の 1523年に行われたものと理解し，そのように扱った（8）。

そのためであろうか，1ペトロの「説教注解書」は，あまり注目されることがなかった。
しかし，WA版の出版が済んだあとに，1ペトロに続いて行われたペトロの手紙二およ
びユダの手紙の説教が行われた日付がわかり，結果として 1ペトロの説教が確かに 1522
年に行われたということで決着がつけられた。それにも拘わらず，1ペトロの「説教注解
書」が注目を集めてこなかったのは，WA版の影響であろうと思われる。

1ペトロの説教が 1522年 5月から行われたということ，そしてヴィッテンベルク帰還後
の最初の連続講解のために 1ペトロが特に選ばれたということは，本研究で扱う 1ペトロ
「説教注解書」の重要性を証明するのに十分であろう。実際，ルターが 1ペトロを特別なも
のとして理解していたことは，その序文でガラテヤ書，ローマ書，ヨハネの福音書などと一

緒に，福音をもっとも明確に伝える書であると言っていることからも明らかである（9）。そ

れにも拘わらず研究が行われてこなかったこのテキストを取り上げることには意義がある。

1ペトロの説教は，ドイツ語で行われた。それを誰かがまとめ，1523年末から 24年に
かけて出版した（10）。出版されたものは，元々の説教の形式が薄れ，どこからどこまでが一

つの説教を形成していたのかも不明である（おそらく，23の説教が行われたであろうと考
えられている）（11）。しかし，ルターがその出版を承認したであろうことに疑いはなく，さ

らに，改革者としての初期に属する書物であるにも拘わらず，後年ルターが内容を否定し

たりしていないことから，その内容の信用性も確保される。ドイツ語版の出版のすぐ後に

は，マルティン・ブーツァーによってラテン語に訳されている（12）。これは，ルターがどの

ようなことを考えていたのかを，同時代人の翻訳―解釈―との比較の中で検証できるとい

うことでもある。

本研究の方法論は，次のとおりである。一次資料および主要テキストとして，上記の

「説教注解書」を用いる。英語翻訳がアメリカ版 Luther’s Worksから出ているので，そ
れを用いつつ，WA （Band 12）とブーツァーのラテン語版，さらに 1600年ごろにトー
マス・ニュートンによって翻訳された英語版（13）を参照する。

本研究の狙いは，ルターを解釈史の中に位置づけることであるため，研究の具体的な

方法論としては，ルターが受けた影響と，ルターが与えた影響を検証することとする。

そのため，一次資料としてルターが 1ペトロを解釈するために用いたと考えられる書物
と，ルターがどのように受容されたかを知るための書物を用いる。前者は，グロッサ・ 
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オーディナリア（14），リラのニコラス（15），偽トマス（ゴッランのニコラス）（16），エラス

ムス （ParaphrasesとAnnotationes）（17）である。後者は，第二世代改革者の手による

1560年代に出版された説教や注解であるが，特に次の四人による四点とする。ニコラ
ス・ゼルネッカー（18），ヒエロニムス・ヴェラー（19），ヴィクトール・ストリーゲル（20），

そしてニルス・ヘミングセン（21）である。後者はいずれも，ルターかメランヒトン，も

しくは二人の生徒であり，ルーテル教会の中で指導力を発揮した神学者や牧師である。

前者に関しては，1536年のヴィッテンベルクの図書館の蔵書録の研究があるため，そ
れを参考にした（22）。これは，たとえ有名な注解があっても，それをルターが使ってい

ないなら比較検証する意義が薄いとの判断からである。つまり，ルターが実際に目にし

たもののうち，何を使い，また使わなかったのかを検証するということである。

また，ルターの 1ペトロ「説教注解書」すべてを分析・検証することは難しいため，
ルターの説教の神学，キリスト者の共通の祭司性，および十字架としての苦しみ（迫

害）をテーマとして，次の箇所を選ぶこととする。それらは，序文，1章 1-2節，3-9
節，22-25節，2章 1-5節，6-10節，4章 12-19節である。

4. 本論
ここでは，実際にルターがどのように先行する聖書解釈を受け，またルターの聖書解

釈がどのように次世代に受容されたのかを，1ペトロ説教のうち，序文についての箇所
を検証しながら見ていくこととする。

4.1. ルターと先行する聖書解釈
ルターはまず，説教への序として短い講義を行い，この書簡が何についてのものなのか

を明らかにする。それは，福音についてである。四福音記者によって四福音書があるにも拘

わらず，福音は一つであることを強調したのち，ルターは福音という言葉が，主イエス・キ

リストとその死によって与えられた神の恵みと憐れみに関する説教であり報告を意味すると

言う。しかしそれは，本の中や文字によって記された「説教や報告」ではなく，公の場で宣

べ伝えられる口頭による説教であり，生きたみことばである。そのためルターは福音の音声

としての性質にこだわり，そのこだわりは書かれたものを否定するほどである（23）。

ルターが避けようとしているのは，福音が書き留められ，実践され，それによって人々

が frumとなる（義，または裁きを避けること）律法のような教えと誤解されることであ
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る。ルターによれば，このような誤解は過去に一般的であった（24）。グロッサ・オーディ

ナリアにおいてAdvenisを説明するベーダの言葉は，ルターが正しいことを証ししてい
る。「…聖なる戒め，もしくはキリスト教の律法を守ることは，そしてその結果は，キリ

スト教の信仰であり，つまりは福音である。」（25）ルターはしかし，福音はむしろ神の恵

みによってキリストが私たちを義とするという知らせであると主張するのである（26）。

この真で，唯一の福音はしかし，異なった記者・著者によって異なって書き記され

た。なぜなら，すべての著者は，その人に特有の書体を持っているからである（27）。エ

ラスムスは，Paraphrasesの献呈辞において書体の特徴について似たような観察をして
いるが，ペトロの書体は，パウロのそれよりも複雑であるとする（28）。

書体の複雑さはしかし，福音という内容とそれを明確に語ることに比べて，ルターには

それほど大きな重要性を持っていなかった。ルターは言う。「だから，使徒はほかの使徒

の書物に見つかるようなことを書いている。しかし，頻繁に，またすべてに優先して，キ

リストへの信仰以外の何も我々を義としないと強調する者が最高の福音宣教者であるとす

る。」（29）ルターはさらに，キリストの行為や奇跡よりも，その教えと言葉の重要性を，次

のように言って主張する。「だからキリストの奇跡でさえ，存在しないのである。そして

もし，私たちがそれらのことを全く知らなくても，キリストの言葉は私たちにとって十分

なのである。それらを無くして，私たちは命を持つことができない。」（30）ルターにとっ

て，キリストの行為ではなくその語ることの方が重要だということが明らかである。この

理解に立って，ルターは使徒たちと福音記者たちとをランク付けする。そして，1ペトロ
は新約聖書の中でもっともすぐれた本の一つであるとされるのである（31）。

ルターは実際，1ペトロを，福音記者たちがするように，「本当の信仰を教え，私たち
にキリストが私たちのために与えられ，その罪を取り除き，私たちを救うのだと伝え

る」「本物の，純粋な福音」であるとする（32）。ルターがここで，また序文の最後で発す

る次の言葉は，彼の同時代人たちを驚かせたであろう。「このゆえに，あなたは今や，

すべての書物と教えについて，何が福音で何が福音でないかを峻別することができる。

このように説教され，また記されていないものはすべて，たとえそれがどれほどよく見

えても，嘘であると判断しなければならない。教皇や公会議ではなく，すべてキリスト

者が，判断する力を持つのである。」（33）そうしてルターは，バビロン捕囚状態の教会と

その偏った中心に対して，キリスト教の中心を定義し，また確立しようとし，それを必

要とする者―つまりすべてのキリスト者であるが―に慰めを与えるのである。言い換
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えれば，異なった表現がありつつも，核としての福音は決して変わらないのである。

ルターが，その不在時のカールシュタットの拙速な改革の試みを念頭においていた可

能性もある。なぜならカールシュタットは，改革を統一性（もしくは画一性）の元に行

おうと試み，その異なった表出や表現の可能性を否定したからである。パウロと，新約

聖書の中で最も優れているとするローマ書の代わりに 1ペトロを選ぶことによって，ル
ターは福音の異なった，多様な表現の正当性を示そうとしたのかもしれない。

ルターの序文は，同じような導入文と比べて大きく異なっている。グロッサ・オー

ディナリアはプロローグを持っているが，それは単純に，ヒエロニムスのDe Illustribus 
Virisのシモン・ペトロの項目を使っただけである（34）。リラは，特に導入部を分けて設

けてはいないが，第一章の最初の部分で，ペトロの二つの手紙という分割された構成

と，1ペトロ内での構成について触れている（35）。それによってリラが何をしようとして

いたのかは明らかではないが，偽トマスとして出回っていたであろうゴッランのニコラ

スはそのヒントを提示する。それは，リラがおそらくゴッランを参考にしていたからで

ある。ゴッランによれば，ペトロの二つの手紙は，実際には一つの手紙の二つの部分の

ようなもので，最初の部分，1ペトロはキリスト者の行動についての教えであり，二番
目の部分，2ペトロは信仰についてである（36）。リラは二つ目の分割と構成についての説

明の方を明瞭に行う。リラは，1ペトロは，Praefatioと PersecutioとConclusioの三部
に分かれるとする（37）。ゴッランは，若干異なる言葉を使う。ExordiumとNarratioと
Conclusioである（38）。このことは，リラのポスティッラのついたグロッサ・オーディナ

リアを入手することができた者は誰でも，1ペトロの修辞学的な性質について知ってい
たことを示す。そしてそれは，ルターにもあてはまるのである。ルターの 1539年の
ヴィッテンベルク版は，序文をなくし，その代わりにルター訳新約聖書の序文を付して

いる。この序文は 1ペトロの主要なテーマとトピックとを章ごとに要約しているが，
1522年の説教注解書に見られるような福音とその定義についての執着はない（39）。エラ

スムスの Paraphrasesにも似たような序文が付されている。しかし，ルターとは違い，
エラスムスは書簡の中心命題は倫理であるとする（40）。エラスムスはリラと同じ線で解

釈しているが，ルターとは明確な対比を見せている。

ルターの序文は，上に述べた先行する注解書や彼自身の新約聖書の序文と比べても独

特である。その独自性は 1522年にルターが感じた，キリスト教の中心，つまり福音を
明確に定義する緊急の必要性の結果かもしれない。また，このような，歴史的文脈から
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緊急性が派生したであろうという理解は，なぜ 1539年版からは本来の序文が抜け落ち
ているのかを説明するかもしれない。つまり，1539年のヴィッテンベルク版の 1ペト
ロ説教注解書においては，もっと一般的で，対立構造から自由な序文の方が好まれたと

いうことである。序文におけるルターの重要性は，ルターが 1ペトロの第一の，そして
最も大切な強調点は福音であり，先行する聖書解釈者たちのうち幾人かが主張するよう

な倫理ではないということを明確に示していることである。

4.2. ルターの受容
ニコラス・ゼルネッカーのは，彼自身の解釈にとどまらず，ルターやフィリップ・メ

ランヒトン，フィート・ディートリック，カスパー・クルーシガーの解釈の要約なども

含んでいるゆえに興味深い書物である。これはつまり，ゼルネッカーがルターの 1ペト
ロの解釈の存在を知っていただけでなく，実際に入手が可能であったということだから

である。しかしながら，彼はその長い序文でクレメントやクリソストム，アウグスティ

ヌスなどの教父には言及しつつ，ルターにはしていない。実際，Summa Epistolaeとい
う部分では，ルター特有と言えるものは見受けられない（41）。

ヒエロニムス・ヴェラーはその序文で，ルターの 1ペトロの解釈について触れてお
り，ルターがすでに多くを書いているため，もう一つ講解を書くことは「ホメロスの後

に『イーリアス』を書くようなもの」だと評している（42）。そのようにルターを持ち上

げつつも，ヴェラーが実際に講解―彼自身の言葉によればスコーリアであるが―を書

いているという事実が，ルターの解釈に満足していなかった可能性を示唆する。ヴェ

ラーは，教皇庁認可の教えや反律法主義者たちの教えといった，偽使徒たちの多数の

誤った教えを問題視しているが，これは彼が，ルターもまた同様の問題意識を抱えてい

たと理解していたことを示している。さらに，序文の最後でルターの『ガラテヤ書講

解』に触れていることから，ヴェラーは 1ペトロとガラテヤ書が基本的に同じ問題につ
いて書かれていると理解していたことが分かる（43）。ヴェラーは序文で，福音と説教に

ついてはっきりとは書いていない。しかし，ヴェラーが「彼のペトロ」の行為義化論や

反律法主義に対する葛藤そのものを福音の明確な表現として理解していた可能性はある。

ヴィクトール・ストリーゲルもまた，ヴェラーと同じような視点から 1ペトロを読ん
でいる。ストリーゲルはしかし，ローマと反律法主義に関してヴェラーほどはっきりと

言及するわけではない。ストリーゲルがここで書いているキリスト者の生の二つの要素
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は，むしろルターの『キリスト者の自由』を想起させる（44）。

1・2ペトロ，及びユダ書の注解書の献呈文の中で，ニルス・ヘミングセンはルターの説
教と説教職への関心をはっきりと共有している。ヘミングセンは教会における福音の中心

性と説教職の重要性を強調する（45）。これらは，ルターの教会における主要な関心事である。

ヘミングセンの序文は，1ペトロについての四つの点―著者は誰か，書かれた状況は
どのようなものか，目的や内容は何か，構成や方法論は何か―を論じることによって講

解を読む準備をする。第三の点として，ヘミングセンは次のように書いている。「この

書簡全体は，警告的な声によって特徴づけられていて，二つの点に要約される。第一

は，著者がその宛先である異邦人に，福音の説教によって彼らに与えられた恵みに堅く

立つように勇気づけていること。第二に，彼らにこの恵みに相応しく，腐敗しやすい今

生を終わりまで生きるようにと説いていることである。」（46）1ペトロに関するヘミング
センの理解は，他の著者とそれほど変わらない。しかし，ルターがそうしたように，彼

もまた福音の説教にはっきりと言及していることは重要な点である。

献呈文を含むこれら四人の序文から，彼らがルターや他のルター派の改革者たちの講

解や解釈について知っていたことが分かる。そしてまた，これらの序文は彼らが 1ペト
ロを義認論とキリスト者の生について書かれたものだと理解していたことも示している。

5. 結論
マルティン・ルターは，聖書解釈の歴史の一部である。彼は，先行する解釈との対話

を通して聖書を理解した。同時に，印刷された彼の説教や講解は，ルターに続く世代の

改革者たちにとっての対話の相手であり，ルターはそのようにして受容された。そし

て，今なおされているのである。ルターが教会の伝統において果たした役割は特別であ

るが，それは決して彼に先行する時代からの断絶によるものではなく，むしろ継続性の

中に存在するのである。本稿は本研究の紹介に過ぎないが，そのような継続性を垣間見

せるかたちで証しする役割を果たせたのではないだろうか。
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ルターのいわゆる『卓上語録』
木 村　あ す か

１．はじめに：いわゆる『卓上語録』の重要性と問題点
前号『ルターと宗教改革』第 7巻（2017）で「ルターの手紙」について寄稿させてい
ただいた。本稿はそれに続き，ルターに関する著作物の中でも広範な読者層を獲得し読

み継がれてきた書物であるのに，その史料性，筆記・編集・出版過程における諸問題に

ついて日本で語られることの少なかった，いわゆる『卓上語録』について概観を提示す

ることを目指す。

師の最晩年 1年ほどその住まいに下宿した弟子が，死後 20年に教師の発言記録を編
集，出版した書物がベストセラーになった。人々はその本に記された人物像を読み，信

じたが，実は最初の編集者による様々な改変があった。19世紀後半他の弟子たちの日記
が出版され，ドイツ文献学の成果を用いた史料批判が行われた結果，編集者アウリファー

バーによる恣意的な改変や誤訳が判明したが，語られた言葉の「原型」を知るのはほぼ

不可能に近い。これがまさに，ルターのいわゆる『卓上語録』に起きたことである。

ルターの人生，思想，日常生活を知るために手紙と『語録』は共に用いられる。後者

は 1530年のアウグスブルク信仰告白によって，新たな教会が帝国内に立場を確立した
後，1531年夏～ 1546年 2月に死去する前まで，48～ 63歳の『後期ルター』の発言や
会話を，弟子たちが交替で，あるいは同時並行で記録したものである（1）。しかしごく親

しい者たちのメモであり，多くの情報は前提としてグループ内で共有されていたため，

情報を共有しない相手にわかりやすく内容を伝えるために必要とされる 5W1H：When
（いつ），Where（どこで），Who（だれが），What（なにを），Why（なぜ），How（ど
のように）が揃っている記事は少ない。また速記記録を事後的に清書・編集・出版した

ため，各段階で錯誤や改変が生じる可能性があった。問題となるのは以下の点である（2）。

①発話者であるルター自身の発言内容の正確性，一貫性。ルター本人が誤情報を語った

例，同席者によって同じ出来事について異なる語り方をした例，その場を盛り上げるた

めの誇張，あまり深く考えずに喋った，などの可能性がある。
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②発言記録の正確さの問題。筆記者がルターの発話内容を十分に理解するだけの神学的・

言語的素養を持ち，自己の見解や感情をまじえず忠実に書き留めたか，疑問の残るもの

もある。たとえばコルダトゥスは，ルターの妻カタリーナ・フォン・ボラに対して否定

的な記述を残しているが，それ以外のテーマについて偏りは見られない（3）。公表を前提

としない私的なメモとして筆記されたため，弟子たちは特に自分が興味を持つ事柄に集

中して記録する傾向があり，興味のないテーマに関しては記載しないこともあった（4）。

逐語性の程度も筆記者によって差があり，どこまでルターの語調を再現しているかわか

らない。

③他者の発言の混入。メランヒトンやブーゲンハーゲンの発言が誤って，ルターのもの

として伝えられた例が指摘されている。

④ルター本人の承認，確認を得ていない（5）。ルターの死後に出版されたため，本人に確

認と訂正の機会はなかった。生前彼自身は，『語録』印刷出版の可能性を明確に否定し

ていた。ごく親しい友人たちに語った言葉を，後に他人が記録・編集した印刷物を，本

人が執筆し世に問うた書物と同じように扱ってよいものか，一考の余地がある。

⑤ルターの著作を参考とした事後的補完，つじつま合わせ。手稿の清書時，あるいは弟

子たちが相互に貸出複写したことで生じた修正や改変。記録者による書き間違いの拡散。

⑥アウリファーバー版の出版に際する編集で行われた，「ルターにふさわしくない」と

判断された語彙やテーマの削除・改変と，同版に依拠した後世の出版物における改変の

再生産。

これらの問題について，現存する他の資料によって出来うる限り確認される必要があ

り，いわゆる『卓上語録』は無批判に引用しうる性質のものではない。

そもそも『語録』には，食卓だけではなく，旅行中，庭で，あるいは病床で語られた

言葉，説教や講義の一部など様々な要素が混在しているのだが，1566年に刊行された
アウリファーバーの出版物が Tischreden『卓上語録』と命名され，広範に読者を獲得し
たためにその呼び方が定着し（6），現在もそれ以外の名称では逆に一般の理解を得られな

い状況である。

成立過程で以上のような問題を持つ資料ではあるが，この『語録』がルター研究におい

て，他の神学的著作には見られない，あるいはそれらを補う情報と視点を提供するのも確

かである。気のおけない友人や弟子たちに折々に語った言葉は，ルター神学のみならず彼

の人柄，生い立ち，家庭生活，時事問題や人物評価などを知るため重要な資料となる。
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本稿ではルターのいわゆる『卓上語録』（以下『語録』と記載する）に関して有用な

情報，現在の研究状況と今後の展望を提示しつつ，『語録』読解に当たって留意すべき

事項をまとめる。

２．『語録』の成立過程と特徴
２．１　Colloquia の伝統
対話あるいは討論しながら食卓を囲む伝統は，ギリシア・ローマに遡る。プルタルコ

スの『食卓歓談集』（7），ローマの詩人アウルス・ゲッリウスの『アッティカの夜』（8）は

宗教改革期のフマニストたちにも広く知られていた（9）。さらに筆記者たちは『砂漠の師

父の言葉』，教父文学をも念頭に置いていたと想定されている。同時代ロッテルダムの

エラスムスも，様々な語録，格言集を出版していた。ヴィッテンベルクの宗教改革者た

ちは，そのモットーである ad fontesによって「食卓歓談」の伝統の復活を試みた。修道

院の食事では，担当朗読者が詩編を読み上げるのを聞きながら，他の者は沈黙を保って

食事を摂った。ルター家の食卓にはこれらの伝統が並存し，主人であるルターの気分が

当日の作法を決めた。筆記者の一人マテジウスは以下のように記している。

「われわれの博士が食卓でしばしば沈思黙考するとき，食事時間は終始かつての修道

院における沈黙を保ち，ひとことも語られることはなかった。（中略）彼がわれわれと

語ろうとする際には，『何か新しい話題はないか？』と問いかけた」（10）。

食卓での会話は一般的な情報交換，学問，哲学，宗教的問題についての討論を目的と

していた（11）。

２．２　食卓の様子と同席者
1524年から 1546年までルターは「黒い修道院」に住んだ。日の出と共に起床し，食
事時間は 10時と 17時の二度と決まっていた。午前の食事は家族，（実子だけでなく，
親の死後引き取った親戚の子どもたちもいた），使用人，費用を支払っていた寄宿者だ

けで常に 20～ 30人にもなったという。夕方の食事はさらに多くの客が加わって共に取
るのが慣例で，メランヒトン，ヨナス，ブーゲンハーゲン，クルツィガーら同僚たちだ

けでなく，来客や逗留者の中には選定侯の宮廷関係者，貴族もいた。ルーカス・クラ

ナッハが妻を伴って来ることもあった。移り住んだ当初は旧修道院の共同食堂が用いら

れ，1530年代半ばからは現在の Luther Stubeが会食の場となった（12）。
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２．３　筆記者（13）とその年代（14）

Famulusと呼ばれる，まかない付き下宿生の形で弟子たちはルターハウス内に居住し
ていた。以下，主な筆記者を紹介する。弟子や学生といっても，現代のわれわれが想像

するような 10代後半から 20代前半の若者だけでなく壮年男性も多く，中にはコルダ
トゥスのようにルターより年長の者もいた（15）。

①Veit Dietrich （1506-1549） ：1522年以降ヴィッテンベルクで学ぶ。1529年マールブ
ルク会談，1530年アウグスブルク帝国議会にルターの秘書として同行。1535年から
ニュルンベルクの聖ゼーバルト教会で説教師となった。ルターの『家庭説教集』の筆記

者でもある。ルターの正確な言葉遣いを書き残すことに留意した。

②Conrad Cordatus （1480-1546）：1501年ウィーン，その後ローマで学び，1508年フェ
ラーラで神学博士号を得た。1524年からヴィッテンベルクで学ぶ。1529年ツヴィカウで
牧師となったが不和のため 1531年失意のうちに失職。その前後ルター家に住み，『語録』
の多くを書き留めた。後にメランヒトン，クルツィガーと信仰義認をめぐって激しく争っ

た。1885 年 “Apophthegmata Lutheri: Tagebuch über Dr. Martin Luther :geführt von 
Conrad Cordatus 1537”が出版された。

③ Johann Schlaginhaufen（生年不詳 -1560）（16）：出身地不明だが，1536年のイース
ター前に「自分は年だと感じる」と語ったことから，それなりの年齢であったと推測さ

れている。1510年ハイデルベルク大学に学ぶ。その後シュパラティンと知り合い，
1520年にヴィッテンベルクへ。1531年 11月からルター宅に住んだ。1888年
“Tischreden Luthers aus den Jahren 1531 und 1532: nach den Aufzeichungen von 
Johann Schlaginhaufen”が出版された。

④Hieronymus Besold（1522-1562）：1537年よりヴィッテンベルクで学ぶ。1542年
からルターの食卓に参加。ルター死後はメランヒトン宅に転居。1546年 11月以降は故
郷のニュルンベルクで働き，聖ローレンツ教会の牧師も務めた。

⑤Georg Rörer（1492-1557）：1511年からライプツィヒで学ぶ。1522年よりヴィッテ
ンベルクへ。自己流のラテン語速記術を持ち，他の者たちと比較して最も早く詳しく書

き留めることができたが，表現そのものの再現性は低い。1531年からヴィッテンベル
ク聖書翻訳改訂作業グループの記録係となる。1535年神学博士，1537年からルターの
協力者として勤務。1539-45年に刊行された全 3巻のルター全集は，その多くをレー
ラーの記録に拠っている。DFGのプロジェクトとして資料がデジタル化され，http://
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roerer.thulb.uni-jena.de/roerer/start.htmlで閲覧出来る。
⑥Anton Lauterbach（1502-1569）：1517年からライプツィヒで学ぶ。その後ヴィッテ
ンベルクでルター宅に住む。1533年ライスニック，1537年ヴィッテンベルクで
Diakonusとなった。1539年ピルナの教区監督として赴任。ヴィッテンベルク滞在時に
多くのルター語録を残した。また，1872年に刊行された彼の日記 “M. Anton 
Lauterbach's, Diaconi zu Wittenberg, Tagebuch auf das Jahr 1538: die Hauptquelle der 
Tischreden Luther's”は，『語録』研究における重要史料である。
⑦ Johannes Mathesius （1504-1565）: 1523/24年インゴルシュタットで学ぶ。1529/30
年にウィッテンベルクで学んだ後，アルテンベルクで教師となったが，1540-42年再び
ヴィッテンベルクに戻った。この時期頻繁にルターの食卓に連なり，多くの記録を残し

た。1542年 3月から説教師としてヨアヒムスタールに赴任，その後同地の牧師となっ
た。1892 年 ”Analecta Lutherana et Melanthoniana: Tischreden Luthers und 
Aussprüche Melanthons hauptsächlich nach Aufzeichnungen des Johannes Mathesius”

が出版された。

⑧Kaspar Heidenreich（1516-1586）（17）：1528/29年ヴィッテンベルクで学ぶ。1541
年からルター家に寄宿，『語録』の筆記者となった。1543年から 10年間宮廷説教師を
勤め，その後牧師，教区監督としてトルガウに赴任。晩年に宗教的摩擦による怨恨から

中傷され，『隠れカルヴァン主義者』の疑いで裁判に出頭するよう求められたが，その

直前に死亡した。

⑨ Johannes Aurifaber（1519-1575）（18）：1537-1540年ヴィッテンベルクで学ぶ。その
後マンスフェルト伯の息子の家庭教師となる。1545年から 1546年ルター家に住み，最
後の Famulusとなった。ルターの死後「純正ルター派」の一員として著作の管理者と
自認し，イエナ版ルター全集の出版（1553-56），二巻本の書簡集（1556/1565）を編集，
『卓上語録』（1566）の出版に尽力した。

1531年夏から 1546年の間，弟子たちの記録量も質も一定ではない。1534年の記述
は少なく，1535年はほぼ存在しない。1541年の記録に日付が確実に特定できる記録も
ないが，1542年から 1546年までの多くは日付特定が可能である（19）。同じコルダトゥ

スの記録であっても，初期と後期では記録の細やかさに差が見られ，ブロイニンガーは

それを，ルターが明確に『語録』出版の可能性を否定したことによる，モチベーション
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の低下と推測している（20）。

ルターの言葉を熱心に書き留める弟子たちに対して，ルターの妻カタリーナ・フォ

ン・ボラは代金徴収を提案したという。1540年 8月 24日の『語録』に以下の会話が伝
えられている。

「ある者が聖書箇所について博士に質問したとき，博士夫人はそれを遮って冗談を言っ

た。『博士，無償で教えないでください！彼らは多くのことを書き留めています。実際

ラウターバッハはもっとも多く。それらはためになる言葉ばかりです』博士は拒否し

た。『30年間私は金銭を受け取ることなく教え，説教してきた。どうして年をとってか
ら，謝礼を取り始めねばならないのか』」（WAT 4, Nr.5187）
ルターは『語録』を公刊するつもりはなかったが，弟子たちに「メモを取れ」（“Hoc 

scribere et notate!”, WAT1, Nr.246）と言うこともあり，惜しみなく自分の考えを分か
ちあおうとしたのか，皮肉であったのかは不明である。

２．４　使用言語（21）

当時のヨーロッパ共通の学術言語はラテン語であったため，ルター家の食卓でもラテ

ン語が話されたが，ラテン語を解さない客が同席する場合にはドイツ語も用いられた。

さらにギリシャ語，ヘブライ語が使われることもあった。二言語混淆文はルターとその

周辺に特有のものではまったくなく，学術・儀式言語と日常生活語が並行して用いられ

る環境下では時代・地域を問わず広範に見られる。ローマ帝国では，ラテン語とギリ

シャ語の混淆という形で多くの文献が残されているし，その他の地域でも学術語として

のアラビア語と現地語，教会スラヴ語とロシア語の例もある（22）。

Birgit Stolt（1927-2020）はこの二言語混淆文に着目し，様々な研究を残した。『語
録』だけでなく，手紙，メモ，講義の際にも両言語は並行して用いられている（23）。ア

ウリファーバーはラテン語部分もドイツ語に訳して刊行した。ドイツ語で統一されてい

るため大変読みやすい。それに対して二言語混淆文は，読みづらいテクストである。文

意が通じない箇所もある。それゆえ長期間に渡って，アウリファーバーのテクストの方

が筆記者の記録よりも高く評価され権威を持つ，という倒錯した状況が見られた。

現在はアウリファーバーの問題点が指摘され，読む際に注意を要することが知られつ

つあるが，引用注にはWA原文を記しつつ実はアウリファーバー版の読解に頼った著
作，論文もある。この事実はシュトルトや Ingo Klitzsch （1976-）によって，実例を挙
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げて指摘されている（24）。

その他にも，当時神学言語としては発達途上にあったドイツ語に該当する語彙がない

場合にラテン語を，ラテン語にない感情を表す際にドイツ語をというようにも用いたと

想定されている（25）。

２．５　用紙
筆記に用いられた紙は軽く，持ち運びやすく，扱いやすいもので，大判の紙を折り畳

んだもの，あるいはノートのように綴じられたもので，ばらばらの一枚紙に書かれるこ

とはなかったであろうと想定されている（26）。

２．６　速記術
宗教改革以前に学生たちの間では，簡単な速記術が普及し，省略記号や符号が共有され

ていた。ラテン語の講義を書き留めるためのものであったため，まだドイツ語の速記術は

存在していなかった。『語録』も速記記号によって書き留められ，その後清書されたと想

定されているが，筆記当時のメモはすべて失われている。以上の事情から，ドイツ語の発

言がラテン語で書き留められることは多くあったが，その逆の可能性は低い（27）。

２．７　記録の名称
筆記メモを記憶に基づいて補完し，整理する段階で，欄外に見出しが付けられた。弟

子たちの筆記録には，“meditationes”, “consolationes”, “consilia”, “iudicia”, “sententiae”, 

“narrationes”, “responsa“, “dicta”,“Apophtegmata Luteri”,“colloquia”, “condimenta 

mensae”といったタイトルが与えられている（28）。

２．８　記録の相互貸借と並行記事
ルターの『語録』の記録と伝承過程は，彼の説教集と似た成立過程をたどってい

る（29）。また研究においては新約聖書の成立過程研究，テクスト分析の方法論が用いら

れる。前述したように，発話当時のメモは残されていないので，清書（Reinschrift）さ
れた各筆記録を比較することとなる。

同一のテーマに対して，複数の記事が存在する理由は，ワイマール版の編集者クロー

カーによって以下のように説明される（30）。
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①Ursprüngliche Parallelen：発話時に別個独立した，複数の速記がなされたもの
②Abgeleitete Parallelen：発話後，速記あるいは手稿整理段階で作成されたコピー
③ Scheinbare Parallelen：外見上は並行記事に見えるが，同じ内容をルターが複数回異
なる機会に語ったため，結果として複数同内容の語録が残された。

しかし以上三つのいずれであるのかを特定することは，日時と貸借関係の確かな記録

がある場合を除いて，困難である。

前述したように，ルター本人による内容の確認作業はなされなかった。メランヒトン

は弟子たちのメモの内容チェックに関与しつつ，どちらかといえば記録を取ることに対

して否定的であった。コルダトゥスが内容確認のため何度も何度も聞いてくる，と苦情

をもらした記事が残されている。（WAT 2, Nr.2068）（31）

３．出版史
３．１　1566 年アウリファーバー版の出版に至る経緯と講読層
ルター及び筆記者たちに『語録』を出版する意思がなかったことについては争いがな

い。メモは日記的な性格を持ち，私的利用を目的としていた。しかしルター死後に起き

た「純正ルター派」（Gnesiolutheraner）と「フィリップ派」（Philippisten）の対立は，
ルターの著作の管理・出版を誰が担うか，という点にも及んだ。アウリファーバーは自

分たちこそが正統なるルター著作の継承者であるという自負・自意識のもと行動した。

1547年ルターの慰めの手紙（Trostschriften）を編集・出版したが，そのうち一通がメ
ランヒトン宛であるのが明白であるにもかかわらず「良き友」に宛てた手紙とし，1530
年 6月 30日の日付も 7月 9日と記載するなどしている（32）。

アウリファーバー自身は，最晩年の一年しかルター宅に下宿していなかったので，不

足を補うためほとんどの『語録』資料は，他の弟子たちから借り出し筆写することに

よって得られた。にもかかわらず事前に相談することなくなされた突然の出版は，他の

筆記者たちの怒りを買うものであった。しかも，アウリファーバーは序文謝辞に全員の

名前を挙げず，部分的にしか記載しなかった。

彼が想定した講読層は，ラテン語を解する知識層ではなく，より数の多いドイツ語読

者であった。信仰を養うこと，ルターの人となりや「偉大さ」を伝えることを目的と

し，「ルターの食卓での会話という宝を隠し続けること，忘れられたままにすることへ

の良心の呵責」ゆえに出版すると序文で述べている。
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“Tischreden oder Colloquia Doct. Mart. Luthers; so er in vielen Jaren gegen gelarten 

Leuten, auch frembden Gesten, und seinen Tischgesellen gefüret; nach den Heubtstücken 

unserer christlichen Lere zusammen getragen”とこの書籍は命名された。出版地はアイス

レーベン，ルターの出生と死去の地で，アウリファーバー自身もこの街の出身であった。

３．２　アウリファーバーの功罪
彼への批判は出版当時も，現在も数多くあるのだか，あえて彼が編集・出版しなけれ

ば，500年近くに渡って読み継がれることも，今日の様に広範な読者を得ることもな
かったであろう。

３．２．１　アウリファーバーの工夫

複数の弟子たちの記録を収集筆写し，わかりやすく「神の言葉について」「創造につ

いて」「主キリストについて」「教会について」というように，テーマごとに 82の見出
しに整理したのは編集者としての彼の功績である。ドイツ語に訳し多くの読者層を獲得

した。ラテン語で出版された他の『語録』の売れ行きは悪かったが，アウリファーバー

版は増刷を重ねた。

３．２．２　アウリファーバーに向けられた批判（33）

①借り受けた『語録』筆記者たちの了解を得ずに出版し，かつ名前もきちんと掲載しな

かった。1566年版の序文でラウターバッハ，ディートリッヒ，ベゾルディ，シュラー
ギンハウフェン，マテジウス，レーラーに加え筆記者としてはあまり重視されない

Johan Stolsi と Jacobi Webersに資料提供の謝辞を述べながら，コルダトゥス，カス
パー・ハイデンライヒ等の名を挙げないことは確かに不可解である（34）。

②アウリファーバーは功名心を持ち，自らの経済的，現世的利益の成就のためにルター

を利用したと批判された。

③ルターのイメージ形成に大きな影響を与えた。アウリファーバーは自分の意図に沿っ

たルター像を示すために，この書を「導きと慰め」とするため何もこぼれないようにし

た，と記しながら実際には自分の意図に沿う話題のみを選択し，誤った引用までした。

「陰鬱な気分に襲われたなら，食べ，飲んで，他の者たちと語り合え。もしそれが助

けとなるなら，女の子のことを考えよ」というような発言の後半は削除している。（WAT 
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1, Nr.122）（35）

ルターがガラテヤ書を信じ，愛好していたことを妻のカタリーナ・フォン・ボラにな

ぞらえた発言（WAT 1, Nr.146）も，アウリファーバー版には存在しない。
④俗語，卑語の言い換えと削除。“scheissen”を “schmeissen”とするなど。 
⑤恣意，無知による誤訳。

⑥話題となった人物の名が判明しているにもかかわらず，匿名にした。（WAT 4, Nr. 4397）
⑦形容詞が付加され，大げさになる。原文の短いながら要を得たテンポが失われ，冗長で

説教臭くなる。ロレンツォ・ヴァッラへの賛辞（WAT 1, Nr.259）が典型例とされる（36）。

⑧具体的な文脈におけるルターの観察や見解を，あたかも時を超えた一般的な真理

（timeless truth）であるかのように記す。（WAT 4, Nr. 5223）
⑨ 6つ以上の筆記録を使い，それらを修正しつつ継ぎ接ぎした。

３．３　アウリファーバーの焼き直し版
1571年Heinrich Peter Rebenstockはラテン語版『語録』を出版したが，売れ行きは
良くなかった。同年フランクフルト・アム・マインで，Andreas Stangewaldによって
アウリファーバー版に手を加えたドイツ語出版がなされた。さらに 1591年にはテクス
トの順番を入れ替え，食卓の会話らしからぬ記事を除いた版も出た。ラテン語で 43の
見出しが付けられた。

1577年にはNikolaus Selneckerによってシュタンゲヴァルト版と目次に至るまで同
一の書籍が刊行され，1581年まで三版を重ねた（37）。

３．４　1743 年 Johann Georg Walch 版
1739年から 1753年にかけて刊行されたヴァルヒ 24巻全集に当初『語録』は収録さ
れていなかったが，出版社と読者の要請によって不本意ながら付け加えた，と前書きに

記されている。1568年版アウリファーバー版に準拠し，それを当時のドイツ語に翻訳
した。ヴァルヒは，本人が刊行を意図しなかった発言を出版することに反対だった（38）。

３．５　アウリファーバー版への批判的検証
1844-1848年のKarl Eduard FöstermannとHeinrich Ernst Bindseilによる『語録』
出版によって，『語録』研究は新段階に入った。従来無批判に受容されてきたアウリ
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ファーバー版の，初版以降の異同の検証が始まったのである。この段階でルターの時代

には存在していなかったため筆記録にはない，クエスチョンマーク（？）が付加された。

３．６　記録の再発見
2．3筆記者の項で述べたように，弟子たちの日記が 19世紀後半に相次いで出版され
た。これによって，アウリファーバーのテクストに問題があることが提起，検証される

ようになった。

３．７　�Ernst Kroker（1859-1927）（39） 編 集 に よ る WAT（Weimarer Ausgabe 

Tischreden）（1912-1921）の出版
母方をたどると『語録』筆記者ヨハンネス・マテジウスの末裔にあたるクローカー

は，強い思い入れをもってワイマール版全集を編集した。

３．７．１　構成

年代は確定できないものも多く，ほぼ筆記録（Nachschrift）ごとに，その中で年代順
でまとめられている。7075の番号が与えられているが，ナンバリングに間違いがあり，
実際には 6075点しかない（40）。

WAT 1 （1912）： 1531年夏－ 1530年代前半（Nr.1-1231）
WAT 2 （1913）： 1531年 12月 4日以前－ 1532年 11月 24日（Nr. 1232-2802b）
WAT 3 （1914）： 1532年 11月 24日－ 1538年 6月 30日（Nr. 2803a-3906）
WAT 4 （1916）： 1538年 7月 1日－ 1540年 8月 24日（Nr. 3907-5188）
WAT 5 （1919）： 1540年 9月 2日－ 1544年， 年代不特定筆記（Nr. 5189-6507）
WAT 6 （1921）：アウリファーバーによる年代不特定筆記（Nr.6508-7075）（省略記号：FB）
WA 48 （1972）：S. 371-719， 並行記事と新発見の『語録』
WA 59 （1983）：S. 729-746， 補遺， S. 747-780， 書誌
Begleitheft （2000）: D. Martin Luthers Werke ［Abt. 2］， Begleitheft zu den Tischreden 

 1983年，ルター生誕 500周年を祝って，補遺版が刊行された。2002年には新装復
刻版全集の刊行を記念して，Begleitheftが出版された。
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３．７．２　ワイマール版の問題点

①依拠した筆記録：刊行当時 55点の筆記録が見つかっていたが，その中で 40点が用い
られた。現在では少なくとも 110点存在が確認されており（41），WATの補完作業が必要
である（42）。1545年のアウリファーバーによる記録のうち，並行記事が伝わっていない
ものが 600点もある（43）など，比較検証によって様々な考察が可能となる。

②なるべく「原文に近いテクスト」を見出そうとしたクローカーは，その点に集中し印

刷史や受容史にあまり注意を払わなかった。

③編集途中で，各筆記録に対する評価が変化した。クローカーはコルダトゥスを評価し

たが，その後研究の進展によって『語録』編集史上，彼の筆記録は大きな役割を果たし

ていないことが明らかとなった。

④編集者の判断による記事の順番の入れ替え，分割。筆記録にはないクエスチョンマー

クの付加。マークを取り除いて読むと異なった印象を得られる記事もある。

⑤アウリファーバーへの厳しすぎる批判。比較参照のために，彼のテクストは小さな

フォントで印刷された。

３．８　現代の出版物
アウリファーバーは『語録』を「覆い隠し，歪めた」と英語版の翻訳・編集者タッパー

トは評している（44）。アウリファーバーのもたらした歪みに大なり小なり影響されながら，

一般読者は『語録』を読んできた。当然ながら従来の研究，牧師の説教などもこの歪みと

無関係ではなく，今一度検証の必要がある。しかし，『語録』の現代語全訳は存在せず，

その分量と読解の困難さゆえに今後も出る見込みはない。現在出版されているドイツ語部

分訳の中には，WATの出典を明示せず，内容も「超訳」に近いアンソロジーのようなも
のも存在する。原文のわかりにくさを取り除き，読者に理解できる訳として提供するには

一つのやり方かもしれないが，もちろん研究に用いることはできないし本稿では取り上げ

ない。以下，ワイマール版の番号と照合可能な一般的な出版物を紹介する。

３．８．１ �Otto Clemen，“Luthers Werke in Auswahl， Bd. 8: Tischreden”，Vandenhoeck & 

Ruprecht， （1930/ 1962/ 2017）

WATの誤植や問題点を修正し，年代順に編集されている。各巻 650-700ページにも
なるWAT全 6巻を 400ページ弱の 1巻本にまとめたコンパクトな良書で，ラテン語・
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ドイツ語混淆文。年代順に構成され，WATの番号が記載されている。神学者だけでな
く，歴史，ドイツ文学，心理学，教育学を学ぶ者たちを読者と想定し，索引作成にも労

力を傾けたと前書きに記されている。

３．８．２ �Reinhard Buchwald，“Luther im Gespräch: Aufzeichnungen seiner Freunde und 

Tischgenossen”，Insel Verlag， （1938/1983）

11~46ページまで『語録』に関する詳細な説明がついている。年代順に編集され，
ページ上部にテーマが見出しとしてついており，読みやすい。WATの番号が記事末尾
に記載されている。

３．８．３ �Kurt Aland，“Luther Deutsch，Bd. 9，Tischreden”，Klotz Verlag （1948/ 第三版

全面改訂版 1960/ 第四版全面改訂版 1983）

Kurt Alandはすでにワイマール版が存在していたにもかかわらず，1948年の版では
あえて「広く知られていること」を理由としてアウリファーバー版を一般向け全集
“Luther Deutsch”に採用した。しかし 1960年に出版された全面改訂第 3版はWAT 
Nr.1-6507，すなわちアウリファーバーを除外した筆記録に基づくものに変更された。
章立てはテーマ分類で，「言葉」「新たな信仰」「教会と教会共同体」「政府と国家」「世

界の中のキリスト者」に分けられ，823の記事が収録されている。巻末に同書通し番号
とWATの番号対応表がある。この 1960年版準拠のレクラム文庫も版を重ねている。

３．８．４　�Theodore G. Tappert， “Luther’s Works vol. 54， Table Talk”， Fortress Press， 

（1967）

英語の研究で『語録』が引用される場合にはこの本が用いられる。WATにならい年
代順で，WAT番号が明記されている。WATのほぼ一割の分量の選集で，重複を避け，
重要なものを選んだ。アウリファーバーのみが筆記した真正性の低い記事は除き，啓

発，教化を目的としていない，とタッパートはXXIIIページで編集方針を説明してい
る。IX~XXVIまでの前文で，アウリファーバーの内容変更問題についてディートリッ
ヒ，マテジウスの筆記録と比較して，具体例をあげて述べている。
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３．８．５　日本語出版物

①藤田孫太郎『ルター自伝―卓上語録による』　新教新書，1958年，2017年復刊。
②前野正訳，『卓話（上・下）』キリスト教図書出版社， 1991年。
③植田兼義『卓上語録』教文館，2003年。WATに基づく訳。
④藤代幸一訳『ルターのテーブルトーク』三交社， 2004年。WATに基づく訳。「従来の
キリスト教信仰や神学を主題にした作品をできる限り中心に据えないことを基本方針」

とし， テーマごとにまとめられた 350編が選ばれ， 従来訳されて来なかった箇所が多く
訳されている。

４．構成と内容
４．１　テーマ別か年代順か
『語録』をテーマ別に編集した場合，ルターの発言時の流れや文脈，時の経過に伴う発展

や変遷が損なわれる。年代順では同じテーマの発言がばらばらになり，理解しづらくなる。

４．２．内容
ルターの日常生活における神学実践を見るのに得がたい資料である。神学上の疑問だ

けでなく，歴史・政治・教会政治上の問題，日常の出来事，経済問題，教会と学校の実

践，結婚問題などが語られた。預言者や族長たちについて，歴史上の人物（教父たち，

トマス・アクィナス），同時代の著名人（エラスムスやカール五世，教皇たち）同僚の

人物評価，噂話，家族についてなど，話題は多岐に渡る。弟子たちは，ルターの生い立

ちやこれまでの歩みについて質問した。シュラーギンハウフェンは，自分の人生につい

ての悩みや，神の愛に確信が持てない不安などについて語り，ルターだけでなく，ヨナ

スとの会話も収録されている。金銭的余裕のなかった弟子へのルターの配慮，隣人愛，

きめ細やかな心遣いなどがやりとりから伺える。ルターの言葉をさながらアポロンの神

託のように聞く者もいた。

読者がすでに持っているルター観によって，賛否双方の評価が可能となる情報源である。

４．３　問題とされる発言
本稿では深く立ち入らないが，『語録』において問題とされる発言には，大別して以

下のものがある。



73木村あすか　　

①ユダヤ人： ルターのユダヤ人に対する「敵対的発言」は，第二次世界大戦におけるユダ
ヤ人大量虐殺の理論的根拠を提供したものとして，多くの批判の対象となっている。宗教

改革 500周年に際しても，さまざまな観点から検討，反省がなされた。『語録』には約
200のユダヤ人に関する記事が収録されている（45）。マリア崇敬の強かったルターにとっ

て，ユダヤ人からマリアへの悪口雑言は耐え難いものであった。また「キリストに立ち返

らない頑なな態度」，隣人と物質を分かちあわない吝嗇などが，ルターの激しい批判の理

由であった。またルターがユダヤ人について何を知っていたのかを検証することも重要で

ある。インプットが偏っていた場合アウトプットが公正になることはありえない。

②トルコ人 /ムスリム：1529年のウィーン包囲など，オスマン・トルコの脅威は非常に
身近なものであった。クルアーンのドイツ語訳に序文を寄せ，教皇派と比較してムスリ

ムの信仰心を高く評価することもあったルターだが，食卓では「自分がサムソンだった

ら，一日に 1000人のトルコ人を撃ち殺し，一年に 35万人を殺してやるものを」など
と激しい言葉を口にしている。（WAT 1, Nr.289）
③魔女：魔女狩りが「中世の迷妄」ではなく，宗教改革以後により多くの処刑者が出たこ

と，その際プロテスタント牧師の説教が大きなマイナスの役割を果たしたことは，近年日

本語でも紹介されている（46）。ルターは魔女，幽霊などの存在を信じていた。1540年ブー
ゲンハーゲン不在時に，魔女とみなされた 4人の処刑も容認している。「聖書のみ」の原
則に基づいて，悪魔と関係をもった存在は排除されねばならないとルターは考えた。

④障害者：ルターには現代のわれわれが持つような医学的知識はなかった。「悪魔が関

与している」と考えることで，家族の心理的経済的負担を軽減しようとする意図もあっ

た。障害者に関するルターの発言を理解することは，時代背景や当時の社会通念もあり

大変困難である。ルターは聴覚の障害があっても神の福音は届くと語っていたし，彼の

家では精神的に障害があったと思われる下男が雇用されていた。ルターの死後も生活し

ていけるように，現金を与えるよう指示した言葉も残されている。一般的にルターは弱

者，手助けの必要な人々に対してあたたかな態度を示している。

ルターがデッサウの「取り替え子」，12歳の少年が「魂のない肉のかたまり」である
と言ったという記事（WAT 5, Nr. 5207）について，『語録』からの研究はあまり進んで
いないが，ルターから現代までの議論を通時的に扱った Thomas Hörnigの考察が参考
になる。またルターの障害者に関する発言を取り扱った論文の中で，ルター原典に当た

らず，三次四次文献に基づいて論ずるものほど激しく批判する傾向が，特にアメリカの
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論文に見られることも指摘されている（47）。

現在われわれがルターの発言を鵜呑みにせず，批判的に検証することができるようになっ

たのは進歩の証である。教会史の役割は，教会がかつてなした誤りを，当時の歴史的背景

や知識を再検討することで周知し，同じ轍を踏まないようにすることでもあると考える。

⑤女性への発言：歴史学，女性学においてルターの『語録』は批判的に取り上げられるこ

とが多い。ルターがボラの強情さ，口数の多さに閉口して，「もしもう一度結婚するなら従

順な，石で出来た女にしたい」と言ったことは知られているが（WAT 2, Nr.2034），他方
で「男性は女性をほめなければならない」と言ったのもルターである。（WAT 5, Nr.5610）
『語録』では弟子たちのボラへの悪感情が記述に反映した可能性もある。カタリーナに

嫌われることを弟子たちは恐れていたし，その恐れは根拠のないものではなかった。ゲス

トの宿泊，居住に関してカタリーナが拒否権を発動したと思われる例も存在する（48）。ル

ターの女性に関する『語録』の発言を，文脈や対話の相手と切り離すことは難しい。

５．調べ方，補助資料
以上見てきたように『語録』は豊かな内容を持つ。読むことは難しいが，原典に当た

らざるをえない場合も多い。以下，参考資料を挙げる。

５．１　WAT：手稿（Handschrift）の調べ方
現時点で『語録』には 110点の筆記録（Nachschrift）が確認されているが，クロー
カーはそのうち 40点ほどを参照している。WATを開いて左側のページ一番上に，“Veit 
Dietrichs Nachshriften”（VD.），“Die Sammlung von Konrad Cordatus”（Cord.）とい
う記載があるが，これはこの年代の主たる筆記者と筆記録を指す。B., Math.L., Clm.の
ような記号によって，その基礎となった筆記録と，並行筆記録が参照できるようになっ

ている。273のみであればページ表面，273bであればその裏面である。クローカーは
筆記録の記載順ではなく，順番を入れ替えたり，一つの記事を分割しているので，番号

を確認することが重要である。もちろんワイマール版にも各筆記録の所蔵図書館が記載

されているが，Wolf-Friedrich Schäufeleがその後発見された筆記録・手稿本も加えて
まとめた，一覧表が便利である（49）。インターネットサイトManuscripta　Mediaevalia 
http://www.manuscripta-mediaevalia.de　には 9万点以上の手稿本の情報が収められ，
英語でも検索できる。
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５．２　補助資料
単語の意味が変遷しため，現代ドイツ語の知識で読むと誤読の可能性がある。Hans-

Ulrich Deliusの “Frühneuhochdeutsches Glossar zur Luthersprache”（50）の他，後期中世あ

るいは初期近世のドイツ語辞書は必須である。詳しくはLuther Handbuch 17-18参照。

６．今後の課題と展望
今後編まれるWAの改訂版『語録』は冊子体ではないという意見が有力である。理由
は，冊子体では情報の配列が固定されてしまうが，電子版であれば必要に応じた筆記録

ごと，可能な限りでの年代順，テーマごと，など，用途に応じた情報の並べ替え，任意

のキーワード検索ができるからである。異なる版を呼び出して比較することも容易とな

る。また関連情報とのリンク，たとえば記事に関係するルター及び他の神学者の手紙，

聖書，教父著作の引用箇所への結びつけもあってほしい。また，新発見や訂正がある場

合にも，その理由と日時を明記した上で迅速に対応できる。

しかし誰がその労力と費用を担うのかだけでなく，Handschriftのデジタル化，アッ
プロードに各所蔵文書館が同意するかといった著作権の問題もある。誰がそこまで専門

的なシステムを必要とするのか，そもそもニーズがあるのかと問えば甚だ疑問である。

今後『語録』はどのように読み継がれていくのだろうか？

はじめに述べたように，『語録』の多くの記事には具体的な情報が欠けている。歴史

的な資料としては大きな欠陥であるが，それらの情報を必要としない読者にとっては，

中心のエピソードやメッセージに集中し，あたかも寓話や物語を読むような読み方を可

能にする。これは，ある程度の専門，前提となる知識を読解に必要とするルターの他の

書物との大きな違いであり，より広範な読者層を獲得できた理由でもある。

ルターの『語録』における諸発言は，賛否の両論にさらされる。ルターのいわゆる問

題発言を相対化しあやまった形で正当化する意図は筆者にないが，500年前の歴史的文
脈においてなされた発言を，今日の価値観で裁くのは無理がある。ルターが天動説を信

じていたことを非難する人は，まずいないと思われる。歴史的文書を読む後世の側に

も，当時とのさまざまな違いに留意しながら読む，相応の責任がある。本稿がまずはア

ウリファーバーのもたらした諸問題に対して注意を喚起し，その誤りの拡大再生産をゆ

るやかにではあっても是正していくことに寄与し，『語録』ワイマール版に興味を持つ

人が少しでも増える助けとなれば幸いである。
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近代ドイツにおけるキリスト教と文化
──ルターとニーチェ──

曽 田　長 人

序
ドイツ・ヨーロッパの思想史において，古代ギリシア・ローマの文化遺産に基づくヘ

レニズムとユダヤ・キリスト教によるヘブライズムの潮流は，対立と融合を繰り返して

きた。例えばルターは同時代の人文主義者と関わる際，人間の自由意志をめぐってエラ

スムスと論争を行った。他方，メランヒトンを自らの盟友として高く評価した。19世
紀ドイツの哲学者ニーチェは，学校での古典語教師，大学での古典文献学者として教鞭

を執り，ヘレニズムの強い影響下にあった。彼は「神は死んでいる」（1）という言葉を

残し，こうした言葉が代表する著述活動から，キリスト教を否定したと捉えられること

が多い。しかしここで忘れてならないのは，ニーチェの両親は代々，ザクセンでルター

派の牧師を務めた家系の出身であったことである（彼の父も牧師であった）。そういっ

た家系の中で育ったニーチェの思考の中に，キリスト教やルターの遺産は，いわば血肉

のように染みついていたことが考えられる。19世紀末期から現代に至るまで，ニーチェ
の思想は多大な影響を及ぼした。一方キリスト教の影響は，ドイツ・ヨーロッパにおい

て大きな流れとして低下している。こうした状況を前にしてキリスト教の神学者によっ

て，ニーチェの思想を忌避するのではなく，彼のキリスト教批判の真意を問い（2），彼

の著作から神学的な思考を取り出す試み（3）が行われている。

キリスト教の影響力が低下したといった場合，ドイツにおいては 19世紀以降，それ
に代わる価値の立ち上げを伴った。当時ドイツ市民階級の注目を浴びたのは，古代ギリ

シアを主たる規範として仰ぐ人文主義的な文化である。ヨーハン・ヨアヒム・ヴィンケ

ルマン（Johann Joachim Winckelmann）を嚆矢とする古代ギリシアという規範の再発
見は，19世紀初期，小国の分立状態にあったドイツの国民的なアイデンティティの形
成と結びついた（4）。当時「ギリシアとドイツの親縁性」が謳われ，古代ギリシアを模

範として仰ぐことによって，旧来のキリスト教（会），外来の（古代ローマを模範とし

て仰ぐラテン的な）フランス文化の影響からの脱却，ドイツの文化的・政治的な統一が
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目指された。19世紀ドイツの諸領邦国家において，人文主義ギムナジウムを初めとす
る中等教育機関では古代ギリシア語，ラテン語が中心的な学科として教授され，大学で

は古典文献学が人文学の正嫡の学問と見なされた。学問，文学，音楽，絵画，博物館な

どにおいて人文主義的な文化の影響は色濃く，ドイツの教養市民は共通の古典教養を介

して連帯感を培った（5）。

ニーチェが著作活動を始めたのは，普仏戦争でのプロイセンの勝利によってドイツの

政治的な統一が実現した（1871年）前後である。彼はこの戦争での勝利をドイツの文
化的な勝利として祝う傲慢を警告し，同時代のドイツにおける人文主義的な文化の形骸

化を先んじて批判した。他方，古代ギリシアのアッティカ悲劇を自らが構想する文化の

模範として仰いだ。これによってニーチェは，ドイツの文化改革を提唱したのである。

19世紀中期以降ドイツにおいて文化という言葉は，（キリスト教に代わる）価値体系の
重要な座標軸となりつつあった。このことは，文化闘争，文化批判といった言葉からも

看て取れる。文化闘争において，ビスマルクは文化（及びそれと結び付いたプロテスタ

ンティズム，国家の）の名の下に，ドイツにおけるカトリック教会の影響を弱めようと

努めた。文化批判とはニーチェの影響下，パウル・ド・ラガルド（Paul de Lagarde），
ユーリウス・ラングベーン（Julius Langbehn）などが当時の支配的な（特に人文主義
的な）文化を批判し，それに代わるゲルマン的な価値の立ち上げを図った運動である。

文化という価値の座標軸は，今日のドイツにおいても健在である。第二次世界大戦後，

主にイスラム系の数多くの移民，難民がドイツへやって来た。それに伴う多文化的な社

会状況を前にして，「指導文化 Leitkultur」の再建を求める声が，ドイツの主に保守派
の政治家，知識人から唱えられている（6）。

本論は，上のようなキリスト教から文化へという近代ドイツ思想史上の大きな流れを

踏まえた上で，キリスト教，特にルターの思想がニーチェの著作の中にどのように影響

しているのか，考察する。その際，ニーチェの処女作で彼による文化改革の構想が現れ

た『音楽の精神からの悲劇の誕生』（7）を，検討の主たる対象とする（以下『悲劇の誕

生』と略。本書は原則として翻訳（8）から引用を行い，引用を行う場合，引用部の後の

かっこの中にGTとページ数を記す）。それによってドイツにおけるヘレニズムとヘブ
ライズムの関わりに，一つの新しい光を当ててみたい。

論述の順序は，以下のとおりである。まず『悲劇の誕生』におけるニーチェの重要な

主張，意図，ルター観を要約する（Ⅰ）。引き続き，キリスト教やルターの思想の同書
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における反映を検討する（Ⅱ）。さらにニーチェの思想とルターの思想の関わりを，『悲

劇の誕生』以外の書も手がかりとして考察する（Ⅲ）。最後に，キリスト教と文化をめ

ぐるニーチェの思想とルターの思想の関わりを，20世紀ドイツの思想および国家・社
会の展開から振り返ってみたい（結語）。

Ⅰ．『悲劇の誕生』におけるニーチェの重要な主張，意図，ルター観
同書は，古代ギリシア文化のあり方の解明を一つの大きな目的としている。ニーチェ

は『悲劇の誕生』において，芸術をアポロン的なものとディオニュソス的なものという

二つの原理から捉える。アポロンとディオニュソスは，共に古代ギリシアの神である。

前者は個体化の原理であり，その比喩的な現われは夢，具体的な現われは像（彫刻）で

ある。それに対してディオニュソス的なものは個体化の原理の破壊であり，その比喩的

な現われは陶酔，具体的な現われは音楽であるという。ニーチェによれば，ディオニュ

ソス的なものがアポロン的なものの基底にあり，古代ギリシアの芸術はこの二つの原理

の対立によって展開した。そして前 5世紀アッティカ悲劇のサチュロス合唱団の中で，
類稀なる融合を遂げたという。ところがエウリピデスはソクラテスの助言の下，半神や

英雄ではなく一般の人物を悲劇の舞台で描いた。これによって，従来の神話に代わって

学問的な世界観が支配的となり，アッティカ悲劇を没落へ導いた。その結果，アポロン

的なものとディオニュソス的なもののあるべきものの結び付きからなる芸術的な悲劇的

文化に代わって，両者のあるべきでない結び付きからなる学問的なアレクサンドリア文

化が成立し，ニーチェの時代に至るまで後者の文化が支配的であるという（彼によれ

ば，文化は芸術と学問からなる）。彼はディオニュソス的なものの復活の先駆けをルター

の宗教改革，アッティカ悲劇の再生を同時代のヴァーグナーの楽劇の中に見出した。そ

してアレクサンドリア文化からの訣別，悲劇的文化の形成によるドイツの文化改革を唱

えたのである。

ニーチェは『悲劇の誕生』の出版（1872年）後，1886年に同書への「自己批評の試
み」を執筆した。この後年の回顧において，彼は同書が芸術に依拠することによって学

問（的なアレクサンドリア文化）のみならず，キリスト教に対する批判を意図してい

た，と述べている。すなわちニーチェは同書において，「世界の存在は美的現象として

のみ是認される」（GT， 16）という命題を，（小さな表現の変化を交えて）繰り返した。
そして，「純粋に美的な世界解釈と世界の是認に対しては，キリスト教の教え以上に大
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きく対立するものはない」（GT， 17）と説く。その理由として，キリスト教は仮象（現
象）を偶像として退けるなどの点を挙げている。上の引用の「是認する rechtfertigen」
とは，キリスト教神学においては主に「義認する」と訳され，救済とほぼ同義であり，

特にルター神学において重要な役割を果たした（彼は「塔の体験」という苦闘を経て，

神を前にした罪人の義認は，人間の何らかの正しい行為に基づくのではなく，信仰のみ

による，という理解を得た）。ルターは宗教的な義認を説いたのに対して，ニーチェは

世界の美的な是認を説いた。かかる相違のみに注目すると，ニーチェは芸術や文化に依

拠することによって，（ニーチェに関する一般的な理解が未だにそうであるように）キ

リスト教を挑発しているように見える。

このような，ニーチェ自らが言うところの反キリスト教的な姿勢にもかかわらず，ル

ターは『悲劇の誕生』において，アレクサンドリア文化に対する闘士として肯定的に描

かれている。これは，なぜなのだろうか。ここでまず，ニーチェがアレクサンドリア文

化という言葉によって意味しているものを，整理して起きたい。前 3世紀，エジプトの
アレクサンドリアの地に大図書館が築かれ，著名な文献学者が古代ギリシアの古典作品

の写本の校訂や訓詁注釈に従事した。ニーチェはアレクサンドリア文化の下に，歴史的

にはまずこの（芸術的な生産性を失った学問的な）文化を意味している。しかし彼はこ

の文化のみならず，ルネサンス，「普遍的な知識文化が可能であるという信仰」（GT， 
167）に基づき「人間の尊厳」や「労働の尊厳」を謳う近代の啓蒙主義，キリスト教で
あれ人文主義であれ自らが模範として仰ぐ聖典の校訂や訓詁注釈に携わる近代の歴史学

的－批判的な文献学，ローマ・ラテン的なフランス文化も，アレクサンドリア文化の中

に含めている。これらの現象の中には，楽天主義，浅薄さなどの共通点が見出されてい

る。ここで重要に思われるのは，ギリシア・ローマ古典古代のアレクサンドリアにおい

て，ヘレニズムとヘブライズムの融合が行われたことである。例えばアレクサンドリア

の大図書館の創設者プトレマイオス 2世はヘブライ人の経典を公用語の古代ギリシア語
に翻訳させ（『七十人訳聖書』），オリゲネスはプラトニズムをキリスト教神学の教義に

融合させるよう努めた。その結果アレクサンドリアにおける知的な営みはカトリック教

会を神学的に基礎付け，アウグスティヌスやトマスなど後世の著名なキリスト教神学者

はオリゲネスと同様，異教の伝統によってキリスト教の教義を補強することに尽力した。

ルターの時代のカトリック教会においてヘレニズムとヘブライズムの関わりは，融合

というよりも混淆の相を呈していた。ローマ教皇レオ 10世はルネサンス文化に理解を
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示し，サン・ピエトロ大聖堂を建築する費用を捻出するため贖宥状を販売するなど，聖

書の本来の教えを枉げることすら辞さなかった。かかるカトリック教会の堕落を批判し

たのが，言うまでもなくルターである。彼の批判は，ドイツ人の国民意識の覚醒の出発

点に位置した。ニーチェは『悲劇の誕生』において，アレクサンドリア文化とカトリッ

ク教会との深い関わりに言及していない。しかし，牧師の家系に生まれ古典文献学を修

めたニーチェが両者の関わりを知らなかったとは，考えにくい。そういった意味で，

（芸術，文化のみならず）ドイツ精神の名の下にアレクサンドリア文化に対する批判を

行ったニーチェが，カトリック教会に対する批判を行ったルターを『悲劇の誕生』にお

いて肯定的に描いているのは，不思議ではない（ルターは，ニーチェがディオニュソス

的なもの，ドイツ精神の担い手として引き合いに出すドイツの著名な作曲家，哲学者，

作家に，大きな影響を及ぼしていた）。その反面，後年ニーチェが『悲劇の誕生』の中

に読み込んだ反キリスト教的な側面は，表に出てこなかったと思われる。『悲劇の誕生』

は，ニーチェ自らの芸術論，文化論を開陳するに留まらなかった。それに基づいて，毀

誉褒貶の渦中にあったヴァーグナーの芸術運動を実践的に支援することを意図した。こ

うした関心からも，ニーチェが『悲劇の誕生』においてルターを自らの共闘の仲間とし

て描くことには，一種の戦術的な意味があったと思われる。

Ⅱ．キリスト教およびルターの思想の『悲劇の誕生』における反映
しかしニーチェによるキリスト教やルターへの関心は，単なる反発や（アレクサンド

リア文化への批判を目的とする）時局的な利用に留まるものだったのだろうか。バルバ

ラ・フォン・ライプニッツ（Barbara von Reibnitz）が同書の注釈（9）において明らかに

したように，『悲劇の誕生』の中には，聖書やキリスト教に関する比喩や象徴が数多く

散りばめられられている。

『悲劇の誕生』に深みを与えているのは，同書が生存の意味や救済の問題に触れてい

ることである。ニーチェは，「真に実在する根源的一者は，永遠に悩める者，矛盾にみ

ちた者（＜ディオニュソス的なもの―以下，引用文内のかっこは引用者による）とし

て，自分をたえず救済するために，同時に恍
こうこつ

惚たる幻
ヴィジョン

影，快感にみちた仮象（＜アポロ

ン的なもの）を必要とする」（GT， 50），「苦悶の世界（＜ディオニュソス的なもの）が
あればこそ，個々の人間は救済の幻

ヴィジョン

影（＜アポロン的なもの）を生み出すように迫られ

る」（GT， 52）と記している。この二つの引用において，ディオニュソス的なものは
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「生存の恐怖と驚愕」（GT， 45），アポロン的なものは，それに救済をもたらすものとし
て考えられている。

こうした古代ギリシアの芸術，文化の本来のあり方に対して，ニーチェは同時代の支

配的な芸術および（アレクサンドリア）文化は，「ギリシア的明朗」（GT， 91）からな
ると捉えていた。この「ギリシア的明朗」について彼は，「なんの危険にもおびやかさ

れない安逸の状態」（GT， 91），「まじめなことを，怖しいことをこのように女々しく避
け，安易な享楽に甘んじるこのような卑怯な自己満足」（GT， 110）などと性格付けて
いる。かかる明朗さは，かつてヴィンケルマンが「ベルヴェデーレのアポロン」の中に

見出したような古代ギリシア像が俗流化，楽天主義化したものであった。これに対して

ニーチェは，古代ギリシア本来の芸術の基底に深淵的で恐ろしいもの，文化の基底に芸

術を見出した。つまり彼は，芸術はアポロン的なものとディオニュソス的なもの，文化

は学問と芸術という，表層と基層の二重構造からなると捉えていた。

以下，ニーチェが古代ギリシアの二重構造としてのあり方をどこから汲み取ったの

か，キリスト教およびルターとの関連から考えてみたい。ディオニュソス的なものとア

ポロン的なもの，芸術と文化それぞれの（前者優位の下での）区別は，聖書における旧

約と新約の区別の反映ではないか，というのが筆者の仮説である。以下この仮説を，

1）ペシミズムからの仮象による救済，2）学問からの芸術による救済，という二つの観
点から検討する。

１） ペシミズムからの仮象による救済
ニーチェは，上で述べたディオニュソス的なものの一側面である「苦悩と認識の覆わ

れた基盤」（GT， 53）「シレノスの知恵（一番よいことは，生まれなかったこと，次善
のことはすぐに死ぬこと）」（GT， 46，44）「身の毛のよだつ夜」（GT， 91）「陰惨な深
淵」（GT， 164）などの体験を，「自己批判の試み」において古代ギリシア人による（楽
天主義の対極としての）ペシミズムとして定式化するに至る。このペシミズムから脱却

し，生きることができるために，古代ギリシア人は芸術の仮象を必要としたという。こ

のようなペシニズムが芸術の仮象によって救われる経緯は，旧約聖書に描かれた人間の

様々な罪，人間世界の混乱や混沌，神による人間への仮借ない（人間には不条理に見え

ることもある）試練や裁きや怒りが，新約聖書に描かれたイエスの十字架によって救済

される構図と似ている。ちなみにニーチェは「自己批評の試み」において，「幸福やあ
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ふれるばかりの健康，生存の充実」からなり「自分から怖ろしいものを求める」「強さ

のペシミズム」と，「下降の兆候」「頽廃と出来損いのしるし」としてのペシミズムを区

別している（GT， 8）。この「強さのペシミズム」は，「あなたが恵みの説教者であれ
ば，つくりものの恵みではなく，ほんものの恵みを説教しなさい。もしもそれがほんも

のの恵みであれば，つくりものの罪ではなく，ほんものの罪を負いなさい」（10）と説い

た，ルターの姿を彷彿させる。

２） 学問からの芸術による救済
ニーチェは，学問中心のアレクサンドリア文化が行き詰まり芸術を必要とせざるを得

ない経緯を，次のように記す。

「しかし今や学問は，その強力な妄想によって拍車をかけられ，止まる事なく自ら

の限界へ急ぎ，その限界において論理の本質の中に隠されていた楽天主義が挫折す

る。なぜなら，学問の圏域の周縁には無限に多くの点があり，いつになればその周

囲を完全に測り尽くすことができるのかまったく予測がつかない一方，高貴で才能

のある人間は，自らの人生の半ばで不可避的にそういった周縁の境界点に辿り着

き，この境界点で彼は明らかにし難いものを目前にして立ちすくんでしまうからな

のだ。この境界において彼が，論理が一つの円環をなしつつあり，ついには自らの

尾にかみつく様を恐る恐る見るならば，そこで新たな認識の形態である悲劇的認識

が突然現れる。この認識はただ耐えられるだけのためにも，保護と救済の手段とし

て芸術を必要とするのだ。」（11）

他方ルターは，旧約聖書と新約聖書の関わり，自らの義認論について，次のように記

している。

「戒め（律法）はわれわれにさまざまの善行を教え，規定するが，それによって善

行は生じない。なるほど，戒めは指示するが，助けない。人が何をなすべきかを教

えるが，それを実行する何らの力も与えない。だから戒めが定められているのは，

人間がそれによって善に対して無力なことを知り，自分自身に絶望することを学ぶ

ためである。だからこそ，それは旧約と呼ばれて，旧約聖書に属するのである。
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（中略）さて，いまや人間は戒めから自分の無力を学び，どうして戒めを満たすべ

きか――戒めは満たさなければならず，そうでなければ永遠の罰に定められる―

―という不安を感ずると，そのときにはまったく謙遜になり，みずからの目に無き

にひとしいものに映る。そして，みずからを義としうるようなものを何一つとして

自分のうちに見出さない。そのときにほかの言葉，すなわち神の約束，契約が来て

語るのである。（中略）それゆえ，神の約束は新約の言葉であって，新約聖書に属

するのである。」（12）

ここで，上の二つの引用の並行関係を考えてみたい。ニーチェからの引用（注 11）
における，（実証的な）学問研究による対象の無限性を前にして「恐る恐る」「明らかに

し難いものを目前にして立ちすく」む体験は，ルターからの引用（注 12）における，
律法の戒めを守ることができない「絶望」「無力」「不安」と重ねて読めないだろうか。

他方，ニーチェからの引用（注 11）において「突然現れる」「保護と救済の手段」とし
ての芸術，悲劇的認識は，ルターからの引用（注 12）における「ほかの言葉，すなわ
ち神の約束，契約が来て語る」新約聖書の福音と類比的に理解できないだろうか。

ニーチェは，一元的でステレオタイプ化した古代ギリシアの理解（楽天主義的な「例

の桃色の明朗色」［GT， 110］）を批判し，そこから得られる表面的な慰謝や救済に安住
しようとしなかった。むしろアポロン的な明るい古代ギリシア像の基底に，暗いディオ

ニュソス的なものを見出した。この姿は，同時代のカトリック教会の贖宥状による安易

な救済に盲従せず，旧約の律法の戒めを守ろうと苦闘し，それに敗れて神の義，新約の

福音の発見に至ったルターの（「塔の体験」の）姿と重なる（ここで，ニーチェが「悲

劇的認識」を描く際，ルターのような実存的な体験を経たのか，それとも後者の体験を

意識して，あるいは無意識のうちに修辞的に利用したのか，問うことができよう）。

以上 1）と 2）において，ニーチェの『悲劇の誕生』での「ディオニュソス的なもの
とアポロン的なもの，芸術と文化それぞれの（前者優位の下での）区別」の中に，聖書

やルターにおける「旧約と新約の区別」が反映しているのではないか，という仮説を掲

げた。この仮説を裏付けるものとして，ニーチェによる聖書の評価を挙げることができ

る。彼は（アポロン的なものに準えられる）新約聖書に比して，（ディオニュソス的な

ものに準えられる）旧約聖書をはるかに高く評価していたのである（13）。

ニーチェは「自己批評の試み」の中で，『悲劇の誕生』において「反キリスト教的な
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反対教義と逆評価を編み出した」（GT， 19）ことを自負している。しかしニーチェによ
る文化改革の構想は本章において考察したように，キリスト教を一概に否定するのでは

なく，キリスト教における旧約・新約の二重構造，ルターによる「塔の体験」を取り込

むものであったと思われる。19世紀中期のドイツのいわゆる文化プロテスタンティズ
ムにおいてはヘレニズムとヘブライズムの融合が行われ，これが支配的な文化・キリス

ト教のあり方と見なされた。ニーチェはかかるあり方に対して，文化の立場からキリス

ト教の枠組みをいわば換骨奪胎し，文化の純化を図ったと言えよう。他方ルターは彼の

時代における同様の融合（というか混淆）からなる支配的な文化・キリスト教のあり方

から，カトリック教会に対する批判，エラスムスとの論争などを通して，キリスト教の

純化を図ったと思われる。

こうしてニーチェとルターは，人文主義的な文化であれキリスト教であれ，共に同時

代に支配的であった深みを欠いた伝統の受容に抗い，源泉へ戻ることによって伝統の再

発見に至った。キリスト教から文化へ，という近代ドイツにおける思想の大きな趨勢に

あって，両者の伝統の混淆ないしは融合という伝統の形骸化を前にして，ルターはキリ

スト教，ニーチェは文化の改革を試みたと考えられる。

Ⅲ．ニーチェの思想とルターの思想の関わり

　　――『悲劇の誕生』以外の書も手がかりに

本章においては，『悲劇の誕生』以外の書も手がかりとして，ニーチェの思想とルター

の思想のさらなる関わりを検討する。

ニーチェは，形骸化し俗流化した人文主義的な文化の担い手に対して，仮借のない攻

撃を行った。彼は反時代的考察第一論文「信仰告白者と作家としてのダーフィト・シュ

トラウス」において，同時代の神学者シュトラウスを教養俗物の名の下に批判した。

シュトラウスは『イエス伝』において福音書を歴史学的－批判的に考察し，それが原始

キリスト教団が無意識的に生み出した神話であると主張した。彼はこうした主張の結

果，キリスト教会から排斥された。そしてシュトラウスは後年，キリスト教と文化の折

衷からなる一種の教養宗教を信奉するに至っていた。ところでニーチェにとってシュト

ラウスが描いたところの「文化」は，真の文化を冒涜するものに映った。それゆえニー

チェは，シュトラウスを批判したのである。こうしたニーチェの潔癖な姿は，同時代の

ローマ教皇の振る舞いをキリスト教の教えに悖るものとして批判したルターの姿と重な
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る。ルターは，人文主義者の盟友としてメランヒトンを得た。これと逆対応的にニー

チェは，プロテスタント神学者フランツ・オーファーベック（Franz Overbeck）と親
しく交わった。両者は共に歴史学的－批判的な研究に対して批判的であり，価値の座標

軸がキリスト教から文化へ移行することを肯定していた。

ニーチェとルターの間の類似は，両者が同時代の政治的な変革運動に対して取った姿

勢の中にも見出せると思われる。ニーチェは『悲劇の誕生』において，同時代のプロレ

タリアートを念頭に置き，「自分たちのあり方を不当と見ることを学び，自分たちのた

めばかりでなく，あらゆる世代のために復讐をたくらむようになった野蛮な奴隷階級ほ

ど，恐ろしいものはない」（GT， 167）と記している。実際に彼は 1871年パリ・コ
ミューンの蜂起でルーヴル美術館の傑作芸術が失われたという（後で誤報とわかった）

知らせに触れると，労働者の窮状に一定の理解を寄せつつも，「芸術の形而上学的な価

値」への信仰告白を行い，悲嘆にくれている（14）。ルターは周知のように，ドイツ農民

戦争に際して宗教改革が既成の秩序を転覆することに恐れを抱き，戦争に加わった農民

を弾圧する側に回った。

こうしてニーチェとルターは，それぞれが模範として仰ぐ文化，キリスト教の純化に

努め，純化した形態からの逸脱や妨げに見える人物を激しく批判した。しかしその批判

は主に内面の領域に向けられ，既存の社会秩序の変革を目指すものではなかった。これ

は 20世紀中期にトーマス・マン（Thomas Mann）がナチズムの経験を経て，ドイツ
市民階級による政治的な未成熟の精神的な背景として指摘したところのものであっ

た（15）。

結語
本論では，第一章において『悲劇の誕生』でのニーチェの重要な主張，意図，ルター

観を要約した。第二章においては，キリスト教やルターの思想の同書における反映を検

討した。第三章においては，『悲劇の誕生』以外の書も援用して，ニーチェの思想とル

ターの思想のさらなる関わりを考察した。こうした検討や考察の結果，文化とキリスト

教の融合ないしは混淆形態（これをニーチェはアレクサンドリア文化と名付けた）に対

する批判などの点に，ニーチェとルターの共通点が認められること，キリスト教やル

ターの体験がニーチェへ及ぼした影響が窺えることが明らかとなった。しかし文化ある

いはキリスト教を規範として仰ぐかによって，両者の間に根本的な相違のあることを確
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認した。

目に見えない神を信仰するキリスト教は，視覚，聴覚など感性的な手段に訴える文化

を，布教の手段としてきた。しかし感性化された神の姿は，被造物崇拝に屈しがちであ

る。キリスト教は偶像崇拝を禁ずることから，キリスト教信仰の純化を求める宗教改革

者は，文化に対して多くの場合，警戒的であった。しかしルター自身が音楽を好んだこ

ともあり，ドイツのプロテスタンティズム，特にルター派教会においては，（カトリッ

ク教会における絵画，ステンドグラス，装飾，建築の発達に代わって）音楽が大きな発

展を遂げた。ニーチェは『悲劇の誕生』の中で，芸術において視覚的な像よりも聴覚に

よる音楽が基底的であると見なした。かかる主張には，上で述べたキリスト教の宗派的

な背景も影響したのかもしれない。

ヘレニズムとヘブライズムの相違は，前者は視覚，後者は聴覚を重視する点にしばし

ば求められた（16）。これに対してニーチェは，ヘレニズムの本質を像（アポロン的なも

の）よりも音楽（ディオニュソス的なもの）の中に見出した。このような聴覚，音楽的

なものを重視する形でのヘレニズムの理解は，ヘブライズムの二重構造をヘレニズムの

中に取り入れる彼の試みに対応するものであったと思われる。かかる（旧約的なもの優

位での）ヘブライズムへの近さのためか，ユダヤ系の知識人の多くはフランクフルト学

派が代表するように，ニーチェに大きな関心を抱いてきた。またヘレニズムは人間の罪

を知らないが救済も知らず，ヘブライズムは人間の罪が原点にあるが罪からの救済を説

く，と言われた。これに対してニーチェは（ヘブライズムにおける）罪を（ヘレニズム

における）ペシミズムの問題として読み替えることによって，（ヘブライズムにおける

信仰による救済に代わって）芸術による救済を唱えた。その際に彼はディオニュソスと

アポロンという神々の「神秘に満ちた縁組」(GT, 55)を，ヘブライズムにおける「怒り
の神と恵みの神の一体性」に似たものとして捉えたと思われる。

最後にキリスト教と文化をめぐるルターとニーチェの関わりを，20世紀ドイツの思
想および国家・社会の展開から振り返り，まとめとする。

ニーチェは本論において述べたように，『悲劇の誕生』においてルターを高く評価し

ていた。しかし『悲劇の誕生』の執筆後，エラスムス，アレクサンドリア文化の末裔た

る啓蒙主義を肯定的に評価するに至る（17）。これと関連してルターに対して批判的な態

度に転じ，晩年にはキリスト教への明示的な批判を行った。ニーチェが後年ルターを批

判した主たる理由は，ルネサンスとの結び付きを強めその内実を失いつつあったヨー
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ロッパのキリスト教を，ルターが批判することによって再建した点にあった（18）。同様

のことがニーチェのキリスト教批判に関しても当てはまらないか，昨今，問われてい

る。彼は学問的－歴史的な知識，道徳としてのキリスト教に対する批判を行った。しか

しこうした批判によって，行為としての，道徳を超えたものとしてキリスト教は，傷つ

かなかった。ニーチェによるキリスト教批判を真摯に受け止め，それによってキリスト

教をある意味で再建したのは，カール・バルト（Karl Barth）である。バルトはオー
ファーベックの影響下，ニーチェによる歴史学的－批判的な研究に対する批判を評価し

た（19）。一方かつてのルターと同様，キリスト教を文化（ヘレニズム）から純化するこ

とに努めた。バルトのいわゆる弁証法神学は，20世紀に大きな影響を揮った。
しかしルターおよびニーチェの遺産は，20世紀ドイツにおいて建設的な方向のみへ
働いたわけではなかった。1920年代から 1930年代初期にかけてドイツのヴァイマル
共和国は，フランスのルール左岸進駐に触発された未曽有の大インフレ，右派・左派の

テロなどによる政情の不安，世界大恐慌による大量の失業者の発生など，混沌と不安と

いう一種のディオニュソス的な状態にあった。他方ニーチェによるディオニュソス的な

古代ギリシア像は，19世紀末期から 20世紀初期にかけてのドイツ・ヨーロッパの文化
に大きな影響を与え（20），ヴァイマル共和国期のドイツにおいて爛熟に達していた。こ

うしてヴァイマル共和国は，政治的・経済的な不安と文化的な活気が隣り合わせの中に

あった。ところでニーチェはアポロン的なものを国家形成の原理としても捉え，古代ギ

リシアのスパルタがその代表たる「ドーリス式国家
0 0 0 0 0 0 0

とドーリス式芸術」（GT， 54）を
「アポロ的なものの戦陣の継続」（GT， 54）と見なした。そしてスパルタにおけるよう
な「あれほど反抗的でそっけない芸術，あれほど軍事的で厳格な教育，あれほど残酷で

情け容赦ない国家制度がかなり長いあいだつづいたというのも，こうしたものがディオ

ニュソス的なものの巨人的・野蛮人的な本質に歯向かうたえまのない抵抗のうちにあっ

たからにほかならない」（GT， 54）と説いていた。かかるニーチェの観察を裏付けるか
のように，ドイツ第三帝国は一種のディオニュソス的な状態にあったヴァイマル共和国

の乗り越えを目指して成立し，アポロン的なものの具現とされたスパルタを模範として

仰ぐに至った（21）。ドイツ第三帝国においてキリスト教と文化は「強制的画一化」の下，

自立性を保ったり共闘することなく，政治権力に屈従した。ルターとニーチェはナチズ

ムの先駆者と見なされ，彼らが代表したドイツの非政治的な内面性の伝統は，政治的な

暴政に組織的に抗う術がなかった。こうしてルターおよびニーチェの遺産は，ナチズム
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の台頭に，ある意味で力を貸したのである。かろうじてバルトをその理論的指導者とす

る告白教会がナチズムに対する抵抗を行い，多くの犠牲者を出しつつ，キリスト教

（会）の面目を保った。その際バルトはルター派よりも，むしろ政治的な実践を重んじ

るスイスの改革派の影響を強く受けていた。

備考：本稿の中心部分は，2011年度，放送大学の面接授業で行った講義「ヘレニズム
とヘブライズム」に基づくものである。
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〈翻訳〉

メランヒトン『法の価値について』（1538 年）
『法を学ぶ価値について』（1543 年）

菱 刈　晃 夫

メランヒトン（Philipp Melanchthon, 1497-1560）が人文学者としての面目躍如たる
言語に関する業績―文法，修辞学，弁証法―はもちろんのこと，哲学―自然哲学（自

然学），道徳哲学（倫理学）―や神学にも多大な成果を残したことは，周知の通りであ

る〔拙著『メランヒトンの人間学と教育思想―研究と翻訳―』成文堂，2018年，18
頁以下，参照〕。

ルターによる宗教改革運動の進展につれて，早くは 1521/22年のヴィッテンベルク騒
擾，ひいては 1525年の農民戦争など，ザクセン選帝侯領内外でも数々の社会的不穏が
広がっていく。こうした外的状況を背景に，メランヒトン自身はヴィッテンベルク大学

教授として絶えずギリシア・ローマの古典および聖書という二つの原典へと（ad 
fontes）回帰しつつ，さまざまな体系的叙述としてのテキストや，今回ここで取り上げ
る演説等を著している。大学での古典原典および聖書原典に関する注解や講義は，まさ

にメランヒトン自身の現実への応答の基礎となる，内的な思想背景といえるであろう

〔拙著前掲書，22頁以下，参照〕。
熱狂者，心霊主義者，農民戦争による社会的不安定が増すにつれて，メランヒトンが

ますます強調するようになるのは，世の中の倫理的・道徳的安定を取り戻すのに必要不

可欠とされる，まさに「法の価値」あるいは「法を学ぶ価値」である。そこにアグリコ

ラ（Johann Agricola, 1492/94/95-1566）との反律法論争も一枚加わり，メランヒトン
は法あるいは律法の機能の充実とその再認識および再評価を促すが〔拙稿「メランヒト

ンとアグリコラ―カテキズムをめぐって―」国士舘大学文学部人文学会編『国士舘人

文学』10（通巻 52）号，2020年，21-45頁，同「メランヒトン『巡察指導書』の背景
と内容―法の価値と自由意志を強調する理由―」同誌 11（通巻 53）号，2021年，所
収予定，参照〕，自然法の積極的な働きに対しても多くを語るようになる。ここに収録

した二つの演説，①『法の価値について』（De dignitate legum, 1538）と②『法を学ぶ
価値について』（Oratio de dignitate studii iuris, 1543）にも，それは顕著である。
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大学教育におけるカリキュラム改革の一環として「演説」も定期的になされるように

なる中で〔拙著前掲書，94頁，参照〕，メランヒトンは自分用にも他人用にも多くの演
説を執筆している。ふだんの教育課程においても，また事あるごとに儀式としても，多

くの演説が行われた。メランヒトンによる法学等に関する主たる演説は，以下にあげる

Kischが 14編あげている。そこに今回の二編も含まれている。
モーセの法（律法）と自然法が一致し調和しており，それが人間の心の中に予め挿入

されて植え付けられてあるとの見方，そしてローマ法の有効性，法が学ばれなければな

らない理由，さらに政治や規律や秩序との密接な関連などが，熱心に語られる。当時の

社会的にも歴史的にも激動の時代をバックに，こうした演説により多くの識者や学生に

熱く呼びかけるメランヒトンの姿が，ここに見出されるであろう。

翻訳の底本としては，メランヒトン全集（Corpus Reformatorum）を用いた。①
CR11, S.357-364. ②CR11, S.630-636. 現代語訳としては，①Beyer, Michael / Konle, 
Armin / Leppin, Volker （Hg.） : Melanchthon deutsch. Bd.4. Leipzig 2012. S.303-314. 
② Kusukawa Sachiko （Hg.） : Philip Melanchthon. Orations on Philosophy and 
Education. Cambridge 1999. S.175-181. を参照した。
なおメランヒトンにおける自然法概念とその思想史上の由来や展開，さらにその意義

の解明については今後の課題としたいが，目ぼしい参考文献として，差し当たり以下の

ものだけ掲げておく。

・Kisch, Guido : Melanchthons Rechts- und Soziallehre. Berlin 1967.
・ Scattola, Merio : Das Naturrecht vor dem Naturrecht. Zur Geschichte des 〉ius 

naturae〈 im 16. Jahrhundert. Tübingen 1999.
・ Deflers, Isabelle : Lex und Ordo. Eine rechtshistorische Untersuchung der 

Rechtsauffassung Melanchthons. Berlin 2005.
・ Strohm, Christoph : Jurisprudenz. In : Frank, Günter （Hg.） : Philipp Melanchthon. 

Der Reformator zwischen Glauben und Wissen. Ein Handbuch. Berlin 2017. S.495-
506.
・ Jensen, Mads Langballe : A Humanist in Reformation Politics. Philipp Melanchthon 

on Political Philosophy and Natural Law. Leiden 2020.
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法の価値について（1538 年）
De dignitate legum.

法に関する善であり高潔な見解〔観念〕を〔人間の〕魂に植え付け定着させることほ

ど，人生において有益なことはありません。〔反対に〕法を軽んじ嘲るように魂を習慣

づけようとすることほど，〔人間の〕生と死にとってこれ以上に破滅的なことはありま

せん。これ〔法の観念〕がしばしば若者に教え込まれるのはもっとも有益なことですの

で，この昇任のお披露目行事で，法の価値について同じ主題がしばしば繰り返されるこ

とを，私は正しいことだと判断いたします。神からの贈り物を賞賛しこれに敬意を表す

るという，これ以上に高潔なこと，そしてこうした事柄を理解しこれに敬意を表するよ

うに未熟な若者を刺激するという，これ以上に人生において有益なことはあるでしょう

か〔あるはずはありません〕。あるいは，〔他に〕どのような事柄に言及することで，学

識ある者たちの集まりに対して，何をより〔広く〕響き渡らせねばならないというので

しょうか。神の栄光を飾り，若者の教育にとって役立つことを話すという，これ以上に

はありません。〔反対に〕とくに無教養で悪しき人々の集まりでは，法への嘲笑が溢れ

ているのではないでしょうか。さらに私の中では，しばしば次のような考えが浮かびま

す。つまり，こうした法の嘲笑は，ある種の人間の素朴な正しさや無知から生じている

だけではなく，悪魔によって未熟な精神を傷つけるべく，いわば槍のように放たれてい

るのだ，と。それは，法への畏敬が消し去られてしまうためであり，これには規律の解

体が続くのです。これは宗教と共同体の平安を損ないます。しかし私たちの主題は，そ

うした矢を引き抜くこと，それが専らの仕事です。つまり，人間の魂から誤った確信を

追い払うことです。演説をすることで，さらに実例を示して，そして法（lex）と法律
（jus）の価値を論じて（1），私たちは規律をできるだけ保持することが可能なのです。し

たがってこの主題において，他にも傑出した人物であるヒエロニムス博士が（2），もっと

も威厳をもって私たちすべてが法に敬意を払うようにと，そして私たち聴衆を学びにお

ける注意深さへと，駆り立ててくれることでしょう。私は彼を，ただ私に個人的に非常

に多くの恩恵をもたらしてくれただけではなく，その優れた徳と学識のゆえに尊敬して

いて，あたかも父のように敬愛しています。

ゆえに私はこの時に，たとえ〔彼とは〕近くとも，また別の議論を選択しようと思い

ます。すなわち，私は学生にとって有益な学問的議論を取り上げましょう。それは，キ
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リスト者にとってモーセの法の使用が避けられないというのではなく，そうした法の使

用は許されているということです。たとえ〔これが当時〕異教徒の当局によって作られ

たにせよ，これは自然法（jus naturae）と一致し調和しています。次に，私はローマ法
が他の種族による法よりも優れていて，しかもある種の哲学であることを明らかにしよ

うと思います。というのも私は何年か前から，あるユダヤ的な気質をもった人たちに

よって，公然とここで次のように主張しているのを知っているからです。キリスト者に

は異教徒の法を用いることは許されていない，と。なぜならキリスト者は神の言葉に

よって支配されなければならないから，と。後に公の集まりでその追従者たちは盗みに

対して罰を用いるのを非難し，この時代の領地の，市民的な他のほとんどの掟も非難し

ました。ところで，こうした護民官〔ローマ〕の法の廃止は不正であり，それは国家を

揺り動かすこととなり，こうして 13年前の民衆によるあの悲惨な運動〔1525年の農民
戦争〕の中で，その結果を明らかにすることになったのです。今日でも市民的な業務の

中で，その良心が迷信にとらわれた見解によって苦しめられている人は，少なくありま

せん。というのも，彼らは政治的な事柄を扱うことについて，正しく教育されていない

からです。こうした過ちは今はじめて起こったわけではなく，昔の修道士の戯言でもあ

りましたが，これを悪魔は，今やいわば麻痺させる火のように，いつものようにその異

端的なるものを繰り返し更新しようと，再燃させているのです。それゆえに若者に忠告

するのは有益なことであり，その結果としてこうした問題について正しく判断するよう

になり，判断されるべき教理においても，真の教会の見解に助言を求めるようになるの

です。

とくに，まずキリスト者は神の言葉によって支配されなければならない，と申し立て

られている議論を反駁することにしましょう。それゆえに彼らは市民的な判断において

聖書を用いなければならない，と強く主張します。食物や，医療や，建築といった身体

的な生については，返答は容易であり明白です。キリスト者はもちろん神の言葉によっ

て支配されていますが，一般にこうした事物の使用は神から承認されるままにされてい

て，それどころかこれらの事物そのものが神からの贈り物であり，私たちの使用に向け

て〔使用のために〕作られているのです。医療や建築といったその他の点で，そうした

学問の規則を聖書から取り入れることはありません。それと同様に，立法者は政治的な

事柄に関して，一般的な規則の他に，聖書からそうした知識そのものを採り入れる必要

はないのです。なぜなら，福音はとくに永遠かつ霊的な生について公言するのであり，
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家庭や，あるいは政治的な生を変えたり，揺るがせたりするものではないからです。こ

れは内的な心臓〔心・魂〕の動き（interiors cordis motus）と比較されます。家庭のこ
とも，こうした内的な心臓の運動と非常によく似ています。というのも，ちょうど家が

個々のわざによって，すべての部分がぴったりと隣接して建てられ，そうして主人を悪

天候の損害に抗して防御するように，それにもかかわらず主人の内的な魂は，こうした

壁の内側に閉じ込められたままで〔何もしないで〕いるわけではなく，静かに神の意志

や永遠について思案し，いわば天の彼方へと手助けをします。内的な魂は，すべての永

遠の運動，宗教の誕生や違い，権力の交代，悲しい不運について思案します。これら

〔さまざまな事象〕は私たち人間の自然本性が〔否応なしに〕さらされているものです。

そして宗教からはキリストの恩恵があります。最後に，こうした家そのものについて考

えると，その働きに〔私たちは〕驚き，さらに身体的な生が，神から与えられた砦であ

ることに気づくのです。このようにすべての国家はいわば家のようです。これは神によ

る驚くべきわざによって制作され，当局の法，秩序，契約，裁判，規律，武装した護

衛，罰といったものから成り立っています。こうした塀や柵で防御された防壁によっ

て，やはり私たちは神を認識できるのであり，さらにこうした国家〔政体〕そのもの

が，それによってこの生が守られるように，いわば神による家のように私たちに作られ

てあるのだ，と判断できるわけです。霊的さらに永遠の生にとって，この家が，つまり

国家政体ですが，それがモーセによってなのか，あるいは他の立法者によってなのか，

それは重要ではないのです。これが自然法と適合するような種類のもので，そう作られ

てあれば，それでよいのだといえるでしょう。

それを，まずこの議論によって確証しましょう。使徒たちは使徒言行録 15章で，異
邦人がモーセの法によって重荷を負わされるべきではない，とはっきり述べています

〔使 15,10〕。それどころかペトロは，〔そう思わない〕違う見解の者たちを厳しく咎めて
います。そして彼らは神を試しているのだと述べています。これ以上に厳しくは何もい

われていません。なぜなら神を試すということは，神をもてあそぶということであり，

神の権威を口実にして何かが秩序づけられるべきものとなる，ということですから。と

いうわけでペトロは，モーセの法によって教会を駆り立てた者たちが，簡単な失敗を犯

しているわけではないことを示しているのです。なぜなら神の権威を誤って口実にする

ことは，神を恐ろしく馬鹿にしていることになるからです。さらにペトロは，ちょうど

全体の議論を明らかにするように，同じく儀式や国家政体の法について語っています。
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聖霊の証言を主張する場合には，神は異邦人をモーセの政体からは完全に異なるものと

呼び，要するに異邦人には，彼らの法の中に含まれているものを除いては，何も負わせ

られないと明確に命じています〔使 15,28f〕。そして使徒たちは，聖書が異邦人を救う
ようになるだろうと主張しています〔使 15,16-18〕。ところで，彼らはモーセの政体を
もたないがゆえに，もともと異邦人と呼ばれているのです。というわけで異邦人にモー

セの法が課せられる必要はありませんでした。

他にも証言を付け加えましょう。ヘブライ人への手紙には，モーセの法はキリストの

到来の時のためにずっと置かれている，とあります〔ヘブ 7,12.18〕。ゆえに，これ以降
そうしたモーセの政体は必要ではないのです。キリストも，その支配を現世的なものと

区別して，こう述べています。「私の国は，この世のものではない」〔ヨハ 18,36〕。それ
どころか，兵士たちがキリストを棘で飾り紫の衣ででっちあげて，連行していったよう

に〔マタ 27,28f. マル 15,17ヨハ 19,2〕，同じくキリスト者一人ひとりも，虐待や侮辱
によって取り囲まれます。それは権力そのものによる誤った口実により，国家政体を引

き裂いて転覆し，新しいものを建立しようと企てます。さらに人々はその中で罪を犯

し，キリスト者にもっぱらモーセの市民的な義務を要求するという点で，霊的な恩恵や

信仰の訓練を曇らせ覆ってしまいます。〔こうして〕すっかり福音を台無しにしてしま

います。これほどの暗黒はありません。最終的に，福音は異教徒の当局に私たちが従う

ように，と命じます〔ロマ 13,1f.〕。というわけで，その法に耳を傾ける必要がありま
す。なぜなら法は当局そのものの声であるからです（3）。当局に従うとは，その法と命令

に従うこと以外の何ものでもありません。

他にも多くの議論を付け加えることができたのですが，これで明確ではっきりしてい

ますので，もう多くを重ねることはしません。また同時に，とりわけ聖書が敬虔な人の

多くの実例を，モーセの政体の外に提示しています。律法以前の父祖たちについては述

べようとは思いませんが，その後には多くの敬虔な人々が異邦人の中にもいて，確かに

大きな王国の支配者でもありました。ナアマン〔王下 5,ルカ 4,27〕，ネブカドネザル
〔ダニ 1-4,6,10〕，ダレイオス〔エズ 5f.〕そしてキュロス〔代下 36,22f.エズ 6,3-5,イザ
44,28-45,8〕。ダニエルには，ペルシア人の中でユダヤの法によって遺産を分割すること
は許されていませんが，ローマの百人隊や軍隊では，福音書の歴史の中で賞賛されてい

ます〔マタ 27,35,マコ 15,24,ルカ 23,34,ヨハ 19,23f.〕。というわけで私たちは，その
他の政体でもすでに述べたように，ただ自然法と争わないのなら，神に気に入られる
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〔神から認められている〕のを疑わないようにしましょう。自然法は，パウロがいうよ

うに，人間の精神に記入された神による神聖な法だからです〔ロマ 2,15,ヘブ 10,16.〕。
それは諸々の法（leges）を支配し判断する規則（regula）を神によって頂くようになる
ためなのです。

したがって，その他の政体もまた神に喜ばれるということを私たちが明らかにした後

に，善き精神は，そうしたものもまた同時に神の活動〔によるもの〕であり制作である

ことを，熱心に考えるようにしましょう。こう言われているように。なぜなら，ダニエ

ルははっきりと神が王を作ると述べていて〔ダニ 2,21〕，パウロも権力は神による秩序
であると言っているからです〔ロマ 13,1f.〕。したがって法を暴力によって，あたかも神
によって編まれた織物を切り裂くようなことは，大きな悪事となります。これを悪魔は

驚くような仕方で成し遂げようと努力しています。というのも，もし人間社会が混乱さ

せられることがないなら，これほど権力〔国〕にとって美しく，愛すべきことが何かあ

るでしょうか。もし指導者〔領主〕が真の宗教が拡大されるのに気遣い，これを擁護し

ていたなら，もし市民道徳を注意深く管理していたなら，もし議論を審理し，高潔なる

ものが保護され，これを促進していたなら，邪悪な者をまさに閉じ込めて罰していたな

ら，どうでしょう〔それは立派な権力だといえます〕。もし市民が一致し調和していて

礼儀正しく服していたなら，もし教会が平穏に正しく支配されていたなら，もし学校で

諸学芸が有益に伝えられていて規律が厳しく保たれていたなら，どうでしょう。あるい

はそうした状態が，詩人たちが描いた黄金時代というわけではなかった〔今もそうだ〕

としたなら（4），どうでしょう。この権力秩序は神によって定められたのであり，そこに

善が留まる限り，これを神は保護するのです。

しかし，悪魔は狂ったようにこの集団〔コーラス〕を混乱させ，暴政を煽り立てま

す。ちょうど天に対して戦争を引き起こそうとするギガンテス〔巨人族〕が，宗教を滅

ぼそうと努力するように，市民の中で不正な殺人へと突き進むように，恥ずべき欲望に

よってすべての自然の事物を汚し，悪事の自由を固め，高潔な熱意を消し去り，教会を

破壊するのです。こうした状況はローマでも，ネロやそれに似た暴政の時代にありまし

た。このように悪魔は神の秩序の調和を破壊していましたが，しかし，それにもかかわ

らず神はそれがすっかり〔悪魔によって〕消し去られるのを許しはしませんでした。そ

して，暴政をなくすことで，間もなくそれを再建したのでした。

ところで，そうした暴政は神の秩序を破壊する悪魔の道具であるように，すべての法
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の軽蔑者は，それ自身が悪魔の道具であり，神の罰に帰されることを知るべきでありま

す。ちょうどしばしば神がこれを脅し，あらゆる時代の実例が証言しているように。復

讐人である神は，すべてに決着をつけるのです。そして，当局による判決に罰せられる

べき悪人たちを委ねるか，あるいは自身で他の恐ろしい罰によって彼らを拷問にかける

のです。当局はクロディウスを罰することはできませんでしたが，ミロがようやく処罰

しました。アントニウスは法も，元老院の権威も，もっとも神聖な契約も，守り続ける

ことができませんでした。これによって市民戦争をかなり煽り立てることになってしま

いました。それゆえに，結局は勝利によって命を得られない暴政が，自らの死を自覚す

る女王クレオパトラを憐れに見たとき，強烈な悲しみによって自分自身を葬り去ること

になるのです（5）。

若者のみなさん，これは偶然に起こったことではない，と私たちは思うことにしましょ

う。そうではなく神の秩序によって生じたのだ，と。それはこのように狂暴な人間を罰

します。彼らは法を無視し，人間社会の調和を，自らの掟によって混乱させるのです。

というわけで，歴史からは実例だけが求められるべきではなく，現在の生活にとっても

役立つ数多くの事柄を授けてくれます。それゆえに法を尊重し，規律を愛し守ることを

私たちは学ぶようにしましょう。そして，人間のみならず神とも争う人々には屈しない

ことを知るようにしましょう。あたかも神の家のように制作されたもの，このいわば私

たちを結び合わせている政体を揺り動かす者たちには屈しないことを〔学びましょう〕。

しかし，私はもう一つの部分，すなわちローマ法について語りたいと思います。なぜ

なら，それはとくに国家を総括しているからです。ユダヤ法はその国民に対して作られ

ていて，さらに多くの民族にふさわしいものではありません。というのも，それはある

場所やある家族を指定し，これらが変えられるのを禁じているからです。これは狭い場

所でしか守られません〔民 34,ヨシュ 13-19.〕。スパルタ法は地所を分割しませんが，
共同で耕作されて，後にその成果が分けられることを命じています。これは確かに，わ

ずかな者のあいだでしか守れません。他にも欠陥のある婚姻制度を有しています。アッ

ティカの法はローマの形態により近づいていますが，ローマ法よりも罰せられるべき非

常に多くの過失という点で，より厳しいものとなっています。それは，よりふさわしく

遺言の法も記述していて，相続，世襲財産と遺贈とを区別します。結局のところローマ

の学問は，より豊かなものとなります。確かに私は，何らかの自然の感覚によって学芸

も学識もなしに〔教養も教育もなしに〕（sine arte et sine doctrina），ちょうどミツバチ
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が学識なしに建築術を知るように，何が正しいか公正かを〔感覚的に〕判断する傲慢な

人々によって驚かされてしまいます。しかし，ここですべての人生は誤るのです。とい

うのも，ちょうど他の学芸において何らかの基礎〔端緒・原理〕（initia）を自然は明示
しているように，ちょうど感嘆に値する程度におけるように，それに続いて学芸の学識

は前進していきます。このように法や道徳の支配においても自然による基礎がある，と

私は認めるところです。すなわち確かな原理が存在するということは必要ですが，しか

し，この源泉から学識なしに原則が引き出されてくることは不可能なのです。何としば

しば親密さが人間をだますことか。ちょうど今日ではどれほど酷く利益が覆われている

ことか。膨大な利子が，ときおり社会の嘘によって覆われ，ときおり見せかけられた購

買によって，利益の深い穴が覆われてしまうのです。これは教育，学識〔学問〕なしに

は（sine erditione, doctrina）見出され，改善されることはありえないのです。どれほど
の判断の暗闇が，どれほどの混乱が，もし古く伝えられた訴訟の区別がなかったら，

あったことでしょう。学識なしに，どのように所有権の主張についての事柄を，公的な

ものと区別しなければならないことが分かるのでしょうか。そして，このような他の多

くの種類のものについても。したがって現実〔事実〕は，学芸や学問による教育が必要

であることを告白するように強いるのです。それは正義と公正とを区別するためです。

そのために道徳哲学〔倫理学〕のとくに優れた部分があるのです。この学芸の賛辞を他

の学芸の非難によって促進することほど，人間への教育においてふさわしくないことは

ありません。なぜなら，すべてが神からの卓越した贈り物であり，ゆえに私たちはこれ

にみな敬意を払い，これを愛しなければならないからです。

ところで人間の魂における神のわざが感嘆に値するとき，つまり数や秩序を知るとい

うこと，そしてそのために多くの学芸が，算術や弁証法〔論理学〕が成立するとき，な

ぜ私たちは正義と不正を区別するような，そうした知識にも感嘆しないのでしょうか。

さらに法についての学識〔法学〕を生み出す知識に感嘆しないのでしょうか。これらの

知識はある種の神の像であり，他の学芸の知識や観念よりも，より大きく人生を支配し

ています。この感嘆すべき光そして神の像から，法律家の学問は生じているのであり，

これは他の学科に比べても，より小さい学芸ではないのです。したがって，正義と不正

とを理解し区別するために，何らかの学芸が必要である場合に，全国のもっとも知恵あ

る思慮の中でこれを議論した，もっとも学識があって熟練した者でなければ，他のどの

ような大家に私たちは従うというのでしょうか。というわけで，私たちはまさにローマ



103菱刈晃夫　　

の法を用いるのです。それゆえアウグストゥスからユスティニアヌスまで，ずっとどれ

ほどこの学科に熱心であったことでしょう。それにはたくさんのはっきりとした証拠が

残っていますが，その他のものについては省略しましょう。確かに，アウグストゥスは

法の議論において市民的知恵に秀でていましたが，それらは多くはトレバティウス，

トゥベリウス，ラベオそしてカピトに基づいて成り立っています。ラベオにはしばしば

反対者でさえ譲歩しました。しかし，穏やかで慎みある皇帝でさえときおり不機嫌であ

りますが，たとえアウグストゥスでもラベオを傷つけることはなく，やはりその気まま

さに驚かされるのを示しました。そして年下のカピトに執政官の職を引き渡しまし

た（6）。アウグストゥスの態度はその後も皇帝を引き止め，決して法律家なしには市民的

な問題において，それを超えた決断をすることはありませんでした。ネルウァとカシウ

スはティベリウスを（7），カシウスはウェスパシアヌスを，ケルススはトラヤヌスとハド

リアヌスを，そしてその他の多くを助けました。もしローマの元老院の判断によって皇

帝に委ねられるのでなければ，元老院にはだれも入ることを許されないにもかかわら

ず。後に，アントニオ・ピウスとマルクスは法律家たちから多くたびたび助言をもらい

ました。アレクサンデル・セヴェルスは，ローマ法典に多くの法が残っていますが，も

し 20人の法律家があてがわれなければ，何の命令も布告しませんでした。
こうした習慣を考えるとき，私たちの時代の無頓着や野蛮を非難しないでいることは

できません。どれほど多くの王や諸侯が，学識ある人物なしに，あるいは確かに学識あ

る者たちによる多くの議論もなしに，応答していることでしょう。それゆえに，多くの

不合理や法との不一致が生じてしまい，それは諸侯の名声を少なからず妨げることにな

るのです。したがって，そうしたもっとも傑出した人々が学芸をもたらしてくれる場

合，そしてすべてが入念に把握されている場合，それが保持すべき人間社会に属してい

るとき，親等，財産分割，獲得方法，契約，相続，遺産，義務，訴訟，違反への罰と

いったものですが，これほどの正しさを国に再びもたらしてくれた神の恵みに感謝する

のは，ふさわしいことであるのです。というのも神の思慮なしには，ローマ帝国が傾い

て，こうした法の価値も失われた後に，裁判について野蛮なしきたりが続いたのにもか

かわらず，それでもユスティニアヌスから 500年の後に，裁判所や学校にローマ法が呼
び戻されるといったことは，決して起こらないからです。

こうした〔ローマ時代の〕多くの習慣は野蛮なしきたりを矯正し，裁判においてだけ

ではなく，その他の生活においてもしきたりを修正しました。それには研究〔学問・勉
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強〕（stadium）が有益でした。それゆえに，こうした多くの善き財産が共通の利益のゆ
えに，すべての民族のために，保護されるようになったのです。なぜなら，記された法

は暴政に対抗する確かな防護〔砦〕であるからです。そして学識があればあるほど，よ

りいっそう公平性を保ちます。こうした城壁が力ある者の貪欲に対する人々の自由を守

る柵となります。もし，こうした法が取り払われてしまったら，そこに暴政が続くこと

になり，そのとき法に代わって力ある者の意志が，支配することになるのではないで

しょうか。というのも，口実を作り出し，何かの意志を見せかけで隠すことは簡単だか

らです。キケローがいみじくも，こう述べています。法から逸脱したところでは，どこ

でもすべてが曖昧〔不確実〕になる（8）。もし全く記された法〔成文法〕がなかったな

ら，不確実さはよりいっそう大きくなるでしょう。しかし自然の秩序は，そうした不確

実性や暴政によって，再び記されるべき新しい法の誕生の機会を生じさせました。これ

が生じると，ある場所でそうあるように，農夫的で無教育なものが記され，個々の町で

違うものが記されることになりました。今や私たちの法がもつ公平性は平安のためだけ

にあるのではなく，多くの民族が類似した法によって結合されるために役立つのです。

というわけで，この法を，もっとも知恵ある人々によってもっとも秀でた国家に記さ

れているこの法を，あらゆる熱心さをもって私たちは守りましょう。これは大きな思慮

によって最高の人々に再建されたものであり，最高に公平なものであり，理性と最高度

に適合するものであり，私たちを暴政に対して防備するものであり，よき道徳に役立つ

ものであります。確かに公平性はそれで十分ではありますが，たとえ法廷や会堂で回復

していなかったとしても，正しさと学ぶべき公平性の本性のために，それでも学校では

読まれなければなりません。なぜならこの法の中においてより他に，より完璧で明確な

正しさの像は存在しないからです。ということで私たちは神に願い求めなければなりま

せん。この教えを国家の平安のために守ってくれるように，と。以上。

法を学ぶ価値について（1543 年）
Oratio de dignitate studii iuris.

こうした場所や催しで法の価値について何か述べることは慣例ですし，人々がこれに

敬意を払うことへと，確かに駆り立てられるのにも役立ちます。しかし，私は同じ主題

について語りたいとはいえ，それでも国について，つまり人生を支配することについ
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て，法や判断について，より多く語りたいと思います。これらは支配の腱〔筋・神経〕

（nervi）であり，平静と規律の腱でありますが，私が語りたいと思う非常に大きな事柄
の中から，何を選び出すのは私にとって難しいことだと考えています。というのも，ま

ずキュクロプスやセンタウルスの見解に答えるのは，何と難しいことでしょう。これら

は人間に関するこれほど混乱した事柄において，私たちが法と呼ぶこれらすべて，そし

て政治的な知恵が，空虚な名〔名称〕（inane nomen）であり，力と武器にとらえられた
支配による限り，強力な意志による支配による限り，保たれるのだ，と言います。たと

えば，昔の実例を無視してトルコ人の野蛮さが何か法のことを気にかけている，とどう

して言えるでしょうか。彼らはできる限り前進し，力によって抑圧の対象に向かい勝手

気ままに命令するのです。100年前のコンスタンティノープルには，私たちの法のもっ
とも繁栄した学派がありました。この教えは，今では遠くへ押しやられてしまい，すべ

ては一人の暴君による命令によって，あるいはその他の野蛮な指導者によって支配され

ています。このように地上のすべてが，アレクサンドロスの支持者たちによってずたず

たに切り裂かれたら，その状況で法の声は，政治的な教えは，どこかで聞かれるという

のでしょうか〔もう聞かれることはありません〕。したがって，より狂暴な暴君や支配

者による力によってすべてが管理されるなら，知恵や私たちの政治的学科〔学芸〕の場

所はどこにあることになるのでしょうか〔もうどこにもありません〕。というのも，私

たちの学科〔法学〕が軍隊のそれに似ていると想像されるべきではないからです。軍隊

はあるときは敵に対して，あるときは市民に対して，そして両方の不当な情欲のため

に，任務を請け負います。〔それに対して〕この政治的学科（politica ars），あるいは法
の教え〔法学〕（iuris doctrina）は，異なるものです。これは平穏な国家を除いては，
どこにも場所がありません。そして国の議会において，これは正義の規範にその票決を

合わせます。ちょうどアテナイではソロンが国を統括していた限りでは，法の権威に効

力があったのと同じです。ローマでは法への畏敬は，アウグストゥスが生きていた限り

では留まっていました。しかし，両方の場所では直後に市民たちは暴政によって抑圧さ

れ，こうして法は静まりかえってしまいました。ちょうどソロンが生きているとき，ペ

イシストラトスが支配権を奪ったように，またアウグストゥスの後，すぐにいくつかの

暴政が国家にどれほどか残酷に襲いかかったように。さらに，こうした実例はしばしば

偉大な人々を，私たちの学科〔法学〕が無価値で，あるいはほとんど有益ではないと思

うように駆り立てます。確かに，彼らはキケローの著作にある言葉を口にします。武器
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の中にて法は黙す（Inter arma silent leges）。マリウスは，軍隊やラッパの音の中で法の
声を聞いたことはない，と述べています。またナジアンゾスのグレゴリオスは，ユーリ

アヌスについてこう語っています。指導者の意志が不文法である。したがって，私自身

の意志を，そしてことによると他者の意志を，そうした〔法への〕批判を退け，私たち

の学科が確立されるように，私は強めたいのです。そして，こうした学芸が有益である

こと，また将来もそうであろうことを示したいと思います。たとえ，人間の事柄の変化

が大きくあるだろうし，あるとしても，これを守るために，決して私たちの勉学は放棄

されてはならず，よりいっそう育まれなくてはなりません。

まず，これが政治的な学芸であると定めましょう。なぜなら，神はいたずらに〔空し

く〕人間の精神に自然法（leges naturae）を挿入〔導入〕したのではないからです。神
は，この説明を〔文字による〕著述や賢者による著作物の中に求めています。神は，こ

れ〔自然法〕が国と判断の基準になることを望んでいます。たとえ，多くの他の事柄が

支配を混乱させるとしても，これは無ではないからです。ちょうど医術〔医学〕が，神

の力によって伝えられて真実であり，人類にとって有益である〔健康をもたらす〕よう

に。たとえ，人間の身体が医術による教えだけで支配されるのではなく，予見されえな

い，しばしば隠されたあるいは不意の原因によって害されるとしても，そうなのです。

同じように，私たちの学芸〔法学〕は真実であり，神の力によって私たちに明らかにさ

れていて，しかも幸福をもたらしてくれます。たとえ，他の事柄が起こって，これらが

しばしばこの知恵を妨げるにしても，そうなのです。ときどき帝国は，運命による罰に

よってか，あるいは悪魔の狂乱や暴君の欲望によってか，滅ぼされてしまいます。そう

したときには，政治的な知恵は離れ去ってしまいます。

30人による僭主政治がアテナイを支配していたとき，どこに善なる男たちの場所が
あったといのうでしょうか。なぜなら，しばしば暴力が優位を占め，多くの突然で予見

できない変化が生じ，〔ついに〕エピクロス派は人間の事柄が偶然に生起するがゆえに，

各自はそれぞれの力に相当するだけのものをもつことができると考えます。しかし，神

の教会で教育された私たちは，神が人類すべての検査人であり判断であることを確実に

知っています。よって，王国が決して偶然に生じたり，滅びたりはしないことを知らな

ければなりません。次いで，この慰めによって私たちを最大限によく保つようにしま

しょう。もし，神が国を揺るがし倒すにしても，それでもその教会が完全に消し去られ

るままにはしておかれないということです。そして，これらがそう保たれるように，神
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は家を与え，結婚生活を保護し，生殖〔子孫〕，養育〔教育〕，契約，文字〔知識や学

問〕，天に関する教えを伝えたのでした。したがって，法と結合した集まりがなくては

ならなくなるのです。というわけで，たとえ政治的な知恵がわずかな場所しかもたない

ときに陥るとしても，ちょうどもっとも荒れ狂う嵐の混乱の中で，熟練した水夫たちが

打ち負かされてしまうように，それでも教会がある限りは，法と結合した集まりはある

ことでしょう。これらを，もし無学が支配するなら，確かな法なしに，文字〔知識や学

問〕として学識なしに，そうなるとするなら，人生はどれほどの暗闇になっていたこと

でしょう。

しかし，上の実例に戻りましょう。ソロンは法をアテナイの市民に伝えました。これ

は，たとえすべての悪徳を取り除かないにしても，それでもいわば人間らしさをもって

（quadam humanitate）契約や裁判を導いてゆきました。そして，市民の意志を結び合わ
せてゆきました。こうした法をローマ時代に至るまで 500年以上にわたって，アテナイ
は用いています。たとえ，そのあいだに都市がペルシア戦争により焼かれて壊滅させら

れたにせよ，そのとき市民は船に留まり，婦人や子どもは海の岩礁の中に隠れていまし

たが，それでもソロンの法は無用なものとはなりませんでした。これは以前に平和なと

きに，平穏を保持していました。そして後の将来，再び国を回復させたからです。そう

した都市の大火災は，たとえ〔そこに法が記された〕木の板を滅ぼしたにしても，決し

て法を消し去ることはできませんでした。法は市民たちの心に刻み付けられ，さらに非

常に強力になったのでした。この〔心に刻み込まれた法による〕規律により教育された

市民たちは，野蛮な習慣が許されてはならないことを知っていました。自由を守るため

に，つまり秩序と高潔な〔徳性ある〕状態のために，力を合わせて戦われるべきである

ことを知っていました。これを理由として彼らは私的な争いを中止し，自分たちのあい

だの〔お互いの〕一致と調和を保ったのでした。〔こうして〕法は存続し，その実例は

毎日テミストクレス，アリスティデス，キモン，そしてその他の徳ある市民たちの行動

の中に見られたのでした。このようにローマがガウルスによって奪われたとき，たとえ

建物には火がつけられたとしても，その結果として国家は滅ぼされませんでした。とい

うのも，市民たちの徳と規律は法に基づいて留まったからです。これは市民による援助

と生存によるものです。たとえネロが，しばらくのあいだ市民のあいだでの略奪を駆り

立て，そのうえ法によって抑制されても，法律家カシウス・ロンギヌスの目をくりぬい

たにしても，たとえ兄弟を殺したバシアヌスが，近親殺害を逃れるための口実をでっち



108　　メランヒトン『法の価値について』（1538年）『法を学ぶ価値について』（1543年）

あげるのを拒んだ法律家パピニアヌスを殺したにしても，それにもかかわらず，その結

果として全体として法が消滅したことはありませんでした。人類は，完全に滅ぼされる

ことはありませんでした。神が，今なお若干の政治的な秩序を保持し，属州のどこかに

は秩序ある党客がありました。これは法の声を聞いていたのです。したがって，学問的

専門〔職業〕は失われてはなりません。たとえ戦争や，あるいは暴政がしばらくのあい

だその使用を妨害するにしても。

それどころか，この善なる知力〔学識ある人々〕は熱心に，真の法を守るために戦う

のです。なぜなら，そうした人間の無力や，そうした混乱のために，あるときは蔑ろに

され，あるときは押さえつけられてきた，こうした法の権威を〔善なる知力は〕しばし

ば見出すからです。それゆえ，神は人類に政治的な学芸〔わざ〕と，この学科そのもの

〔法学〕を与えました。できるだけ有益な人々が正しさへと向きを変え，不正な衝動を

抑制するためにです。帝国におけるこうした混乱の原因を無視し，どのように魂が強化

されるべきかを，天からの教えから決して学ばなかった者たちがいて，まれに善人が先

導している帝国を激しく憎悪していたのは，驚くことではありません。そして平凡で

も，それどころか善人でも賢者でも，それでも事柄の多種多様性は膨大であり，すべて

において注意が向けられるようには認められません。属州民は，ポンペイウスの正義と

高潔を愛していました。それゆえ，多くの強欲な仲間たちが彼と共に指揮していたと

き，それでもこれらの不正行為をポンペイウスへの好意のゆえに隠したのです。ダビデ

のときですら，その息子への不平はあります。つまり，こうした人間の自然本性の弱さ

の中にあって，それほど多くの悪魔による冷酷さの中にあって，欠点や過誤なしに精神

〔心〕によって政体を得ようとすることは，無分別〔愚か〕なのです。

したがって，混乱の原因を知らないこの人たちは王国を憎みます。そして，法を拒絶

します。そのとき多くの極めて強力な悪が癒されないのを見て，この教え〔法学〕のす

べてが，人生にとって役に立たないものだと怒るのです。しかし私たちに天の教えは，

こう警告します。多くの極めて強力な人生の混乱は，悪魔からだけではなく，とりわけ

人間の怠慢，あるいは下品から生じてくるのだ，と。支配者による忠告や法によって

は，すべての狂乱は決して抑えられないし，改められることもできないのです。それに

もかかわらず，こうした困難の中にあって，支配者による配慮は止められるべきではあ

りませんし，彼らの入念さ〔熱心〕は，無益なことではありません。それでもこの配慮

は，何らかの悪を，抑圧し，緩和するのですから。また天の教えは，神に助けが求めら
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れるのを命じています。それは，この難しい苦難を援助してもらうためであり，また確

かに神の助けなしには，そうした政治的な知恵もしばしば曖昧になり，国家にとっても

致命的なものとなってしまうのを警告するためです。どれほど多くの天賦の才能を与え

られた者のすべてが，確かに祖国を愛していたにもかかわらず，それでも彼らの意図

は，国家によってひっくり返されたことでしょう。なぜなら，彼らはその知恵に信頼し

て，物事を必然によって動かさなかったからです。ちょうどペリクレス，デモステネ

ス，ポンペイウス，キケローがそうです。もし，私たちが神なしに都合のよい知恵があ

ると思うなら，すべての道を私たちは踏み誤ることになるのです。したがって，この慰

めによって私たちを元気づけましょう。とりわけ，こうした地球〔地上〕での危険の中

で，そしてすべての世界の構造が揺らぐ中で，人間の事柄がかき乱すのを知りましょ

う。それでも，この崩壊は神によって支えられていいて，善なる男たちは共同体の安全

に役立つように，それぞれの場所で努力しなければならないことを，私たちは知りま

しょう。

これは今，思い出されなければならないと言いました。なぜなら法の書物を見ると，

私にはドイツの危険を想起して，しばしば全身が身震いするからです。そのとき，もし

ドイツが戦争のゆえに，この法に関する教えの学識を失ってしまったら，そしてこの

〔法という〕会堂の飾りを亡くしてしまったら，何という不運が続くことかと考えるか

らです。あらゆる教養（literae）が，より大きな軽蔑の中にあることになると，暴政が
生じてくるでしょう。教会はさらに蔑ろにされるようになり，次いでおびただしい野蛮

が続くことになるでしょう。というわけで，まずは神に祈りましょう。私たちに平和を

与えてくれるように。次いでこれらの学問（studia）を保ってくれるように。確かに明
示されるべき神の栄光のために誠実に，そして共同体の生存のために，もし私たち自身

が私たちの決定に照らし合わせて判断するならば，確かにこれを多く達成することで

しょう。したがって，私たちは危険によって妨げられないようにしましょう。心を落胆

させられないようにしましょう。たとえそのあいだに，人間による不公平，人事共通の

無秩序によって，節度ある，健全な決定が妨げられるにしても。私たちの学問という職

業を，決して蔑ろにしないようにしましょう。私たち自身，とりわけ私たちの多くの努

力が，公の決定における秩序や神の教会に仕えるとき，どれほどか神が保護されている

とき，神は政治的な学芸を，教会を守るために維持することでしょう。したがって，建

築術は打ち捨てられるべきではありません。たとえ多くの城が，戦争による損害，ある
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いはその他の仕方で破壊されるにしても，です。〔それと同様に〕善き学芸（bonae 
artes）は，保持され尊重されるべきです。そして，神に請い求めるべきです。神ご自身
が学問を支配され，その教会に役立つように解決を与えてくれるように，と。ダニエル

やエズラやネヘミヤは，追放されて何をしたでしょうか。神が建てるように命じた寺院

が，完全に破壊されたのを彼らは見ました。神が支配を約束したいたすべての都市の女

王を，等しく絶やすのを見ました。それにもかかわらず，彼らは絶望によって落胆する

ことなく，その学問を放棄しませんでした。それどころか追放や，その民族の分散の中

にあっても，教会にふさわしい教え〔学科〕（doctrina）が絶えることはありませんでし
た。むしろ，いっそう熱心に教え伝えました。というのも，彼らは神の教会が消し去ら

れることはないのを知っていたからです。このように，私たちの願いと私たちの希望を

神の教会に向けましょう。これを見つめ，この希望をもって，私たちの学問を促進して

〔耕して〕ゆきましょう。

この船〔教会〕は，私たちの教えを運んでくれます。もし，私たちがこの船を装備す

るのに努めるなら，疑いなく〔教えを〕運んでくれるのです。しかし，私たちの地位に

ある人々なら，教会のために最大限に貢献できます。支配者の精神が，〔私たちから〕

維持されるべき敬虔な学問への配慮へと助言され，幸せをもたらす学芸が人類が向きを

変えるときには。私は，教師についてはわずかしか語ってきませんでした。しかし，〔こ

の話を〕終わる前に，この学者連合も，その義務について注意を促されるべきです。し

ばしば祭壇で，しばしば講義で，皆さんには素晴らしい〔神的な〕考え，つまり学科

〔規律〕（disciplina）に関する，善き道徳に関する，罰に関する見解が提示されていま
す。これらは規律の冒涜に続くものです。そして罰は目の前にあります。トルコは無事

に近隣に進行します。〔しかし〕指導者の意志は引き裂かれます。ドイツは保護されて

いません。それどころか，内戦を非常に残酷に，行ったり生みだしたりしています。こ

うした多くの原因が，あなたたちをより規律正しく生きるように，神に救いを求めるよ

うに動かさないとしたら，私の演説が，〔今まで〕何の役に立つというのでしょう。キュ

クロプスのような，神のことも法のことも全く顧慮しないような者の前で，私たちは法

の価値について何を演説しようというのでしょうか。そうしたことを学校で〔改めて〕

述べるのを恥ずかしく思います。学校ではこれをただ聞くだけではなく，むしろ徳の教

えを耕し，育てていかなければならないのです〔それなのに〕。

もし，神が事物の造り主であり，私たちの行動の判定者であると皆さんが考え，天の
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警告から働きかけられるなら，神ご自身を事物の創造主，あなたたちの〔悪事の〕反対

者であると認識しなさい。そして，法の声が要求するこれらの義務の中で，神に従いな

さい。皆さんは昼と夜との，そして夏と秋との引継ぎが，神によって秩序づけられてい

るのを見出します。こうした引継ぎが，すべて確定されているのを告白します。した

がって，正しく振る舞うものの報酬について，そして不正行為をするものの罰につい

て，あなたたちはなぜ疑うのでしょうか〔その必要はありません〕。神による確かな法

による罰で，すべての悪行は覆い尽くされています。あるいは，あなたたちは偶然に

よって，すでに世界はトルコの野蛮な暴君に服従させられていると思うのでしょうか。

かつて同じようなことがどこにもなかったように。これは，決して偶然に生じたのでは

ありません。しかし，この悲惨な囚人によって，狂暴な人々は抑制され制限されなけれ

ばなりません。彼らは，その習慣を決して法から制限されようとはしません。彼らは，

畜生のように生きる自由，勝手気ままなに行動する自由を許されたままです。何と指導

者たちの怠慢の嘆かわしいことか。こうした病を治療することが，彼らには必要でし

た。こうした粗暴な群衆を，もっとも厳しい罰によって抑制〔規律・自制・礼儀正し

さ〕（modestia）へと呼び戻すために。もし，これがついになされなければ，怒りの神
が，こうした民族をトルコへの服従によって打ちのめしてしまうことになります。

しかし，私は学者に戻ります。あなたたち教師たちの全集団に懇願します。そして，

神の声によって教えます。神を敬うように，規律をもって生きるように，そしてあなた

たちだけに平穏で有利であるだけでなく，共同体にも配慮するように，と。なぜなら，

もし〔皆さんの〕生き方・在り方〔習慣〕（mores）がより礼儀正しいものにならなけれ
ば，疑いなくこの善，神についての教えの光，教会，法，教養，そしてその他にも人生

を飾るものは消え失せてしまうだろうからです。どれほどの善を，アダムは一度の堕罪

で失ったことでしょう。何と長いあいだ異邦人たちは暗闇の中で，そして悲惨な悪行と

共に生きたことでしょう。その祖先たちが，最初の父による教えを遠ざけたがゆえに。

こうした実例によって，あなたたちを敬虔と礼儀正しさへと駆り立てなさい。もしこれ

をするなら，皆さんは法の価値を真に理解するだけでなく，支配するにおいても成功す

るでしょう。なぜなら，神がその知恵と成功とを約束しているからです。したがって，

皆さんは法が神の声であることを理解しましょう。そして，この政治的な秩序が神に

よって立てられていることを。そして，何らかの方法で神によって守られていること

を。その結果として，人間社会において神ご自身が知られるようになり，〔こうして〕
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私たちは相互の義務によって結ばれていることを，神について，そして神の子について

の私たちの見解の証言を，相互の好意を，私たちは示すのです。相互の実例によって，

私たちを徳へと駆り立てていきましょう。こうしたことを理解してもらうために，今ま

で述べてきたようなことが，真に必要なのです。いわば，徳についての研究〔徳への熱

意〕，神への畏れ，礼儀正しさ，そして生き方・在り方〔習慣〕を制御する注意深さと

いったものが，どうして必要なのです。以上。

注

（1） ちなみにキケローにおける lexと iusに関しては，『キケロー選集 8』岩波書店，1999年，
191-193頁，参照。キケローにおいて lexは，法律や法則の形をとって現れる「法」であり，ius
は，mores 慣習など，正しい行為のための norma 規範といったものである。iusはときに lexに
もなり，ときにmoresともなる。同上書，191頁注（3），参照。

（2） シュルフ（Hieronymus Schruff, 1481-1554）はヴィッテンベルク大学にてメランヒトンの同
僚であり法学博士。

（3） 前掲『キケロー選集 8』，273頁，参照。
（4） ヘーシオドス『仕事と日』松平千秋訳，岩波文庫，1986年，24-25頁，オウィディウス『変身
物語（上）』中村善也訳，岩波文庫，1981年，15-16頁，参照。

（5） 『プルタルコス英雄伝（下）』村川堅太郎編，ちくま学芸文庫，1996年，428頁以下，参照。
（6） タキトゥス『年代記（上）』国原吉之助訳，岩波文庫，1981年，237-238頁，参照。
（7） 同上書，357-358頁，参照。
（8） 『キケロー選集 15』岩波書店，2002年，421頁，参照。
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日本ルター学会規約

第 1条 本会は日本ルター学会と称する。

第 2条  本会はルター及び宗教改革一般の研究の促進，発展，普及を図ることを目的とす

る。

第 3条 本会の事務局は，理事会の定めるところに置く。

第 4条 本会はその目的を達するために次の事業を行う。

 l.毎年一回大会の開催

 2.国内及び外国の関係学術団体との連絡交流

 3.学会誌及び研究論文集の編集発行

 4.研究会，講演会，講座などの開催

 5.共同研究及び研究資料の収集・調査・斡旋

 6.その他必要な諸事業

第 5条  本会の目的に賛同し，会費を納入するものをもって会員とする。入会しようとす

る者は，これを理事会に申し込むものとする。

第 6条 会員を分けて次の二種とする。

 l.正会員　ルター及び宗教改革一般の研究に関心を有する者。

 2.賛助会員　本会の目的に賛同し，その事業を援助する団体法人及び個人。

第 7条 本会に次の役員を置く。

 理事長 一名， 専務理事 一名， 理事 若干名， 監事 若干名

第 8条  総会は年一回，大会の際に開催する。その他必要があれば，理事会の決議によっ

て，臨時に開くことができる。

第 9条  理事，監事は，総会において選出する。理事，監事の任期は二年とし，再選を妨

げない。

第 10条 理事会は総会の決議に従って本会の事業の運営に当たる。

第 11条 理事会は互選により理事長一名，専務理事一名，学会誌編集長一名を選ぶ。

 l. 理事長は本会を代表し，理事会を召集し，理事会の議を経て総会を召集する。

理事引退者は理事会を経て，これを名誉理事とすることができる。

 2.学会誌編集長は編集委員会を組織する。

第 12条 監事は総会の委嘱により，会の事業を監査し，これを総会に報告する。
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第 13条  正会員は年額 4,000円を，賛助会員は年額 4,000円以上（個人），年額 10,000円

（団体法人）を年会費として納めるものとする。但し，学生会員は正会員の半額

とする。

第 14条 本会の会計年度は毎年 4月に始まり 3月に終わる。

第 15条 会員には，学会誌を配布する。

第 16条 本会には必要に応じ，分科会・地方部会を設けることができる。

第 17条  本規約は理事会の提案により総会において出席者の三分の二以上の賛成を得て改

正することができる。

付則　本規約は 1972年 10月 9 日より実施する。

　　l. 本規約は 1980年 11月10日改正

　　2.本規約は 1987年 11月 7 日改正

　　3.本規約は 1988年 11月 5 日改正

　　4.本規約は 1989年 11月11日改正

　　5.本規約は 1998年 11月28日改正
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学会誌編集規定

1.　 本誌は，日本ルター学会の機関誌であり，会員の研究論文，その他研究に関連する記事
を掲載する。

2.　編集委員会は，理事の委嘱を受けた委員長および若干名によって構成する。
3.　委員長は，理事のうちから選任する。
4.　編集委員長および委員の任期は 2年とする。ただし再任は妨げない。
5.　原稿の掲載は，編集委員会の審議を経て決定する。
6.　 掲載予定の原稿について編集委員会は，執筆者との協議を通じ，内容の修正を求めるこ
とがある。

7.　 執筆者による校正は再校までとし，その際大きな修正は原則として認められない。
8.　図版等で多額の費用を要する場合，執筆者に負担を求めることがある。
9.　投稿された原稿は原則として返却しない。

投稿要領

1.　 機関誌への投稿内容は，未刊行のもの，刊行予定でないもの，および他学会に投稿して
いないものに限る。

2.　 論文原稿は，A4版用紙 1頁あたり横書き，横 40文字，縦 30行とし，原則として，注
を含めて全体で 20000字程度（16頁と 20行程度）とする。

3.　論文投稿の締め切りは，同年 3月末日必着とする。
4.　 原稿 2部を編集事務局あてに送付し，さらにword形式の電子媒体 1部を編集事務局あ
てに電子メールにて添付ファイルとして送付するものとする。

5.　論文原稿には欧文タイトルを付すこと。
6.　 論文原稿（原稿および電子媒体）は，氏名（ふりがな，欧文表記），所属（ふりがな，
欧文表記）・職名，自宅住所（郵便番号，電話番号，メールアドレス）を明記した別紙
を添付の上，下記の編集事務局に送付すること。

『ルターと宗教改革』編集委員会
委員長　江口再起
委　員　金子晴勇
　　　倉松　功
　　　竹原創一
　　　菱刈晃夫
編集事務局　〒 154─8515 東京都世田谷区世田谷 4─28─1 国士舘大学文学部 菱刈研究室気付
E-mail:  hishikar@kokushikan.ac.jp  電話 03─5451─8139
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編集後記

第 8号をお届けします。ご執筆くださいました日本ルター学会会員の方々に心よりお
礼申しあげます。2020年度は想定外のコロナ禍により学会大会を開催することができ
ませんでした。せめて本誌が発行できたことは幸いです。ぜひ来年度は通常どおり開催

できることを祈っています。宗教改革をめぐって興味・関心をお持ちの方々のご参加も
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